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第１章 緒論 
 この研究の目的は，目下，科学技術政策で要請されている「イノベーション創出」に向

けて，我が国の大学における産学連携の推進組織における取り組み，とりわけ，産学連携

の基本活動である共同研究創成に関連する制度整備がこの要請に応え得るか否かを，明ら

かにして実践的な政策提言を行うことにある。 

この研究は，筆者が 2001 年に民間から教職員 3000 人の大学に，職種として教員と事務

職しかない中に，ただ一人どちらの職種でもなく学外の文部科学省産学官連携コーディネ

ーター（以下，「文科省ＣＤ」と言う。）として席を置かせていただいた１８ヶ月の戸惑い

と模索の日々の中，制度整備に取り組んだ歩みに端を発している。 

しかし，研究における課題認識の発端は，大学を離れて広域担当として 100 大学，120

キャンパスの産学連携部門を訪問する中で，連携担当者が変わってもその活性度が変わら

ない大学がある一方，担当者の交替で活性度が大幅に変わる大学もあることに接し，その

原因はどこにあるのかを見極めたいとの想いを抱いたことにある。 

そして，大学間の活性度の差異を見出すために，研究対象として各大学で普遍的に取り

組まれている共同研究の創成活動を選んだ。 

しかし，連携部門における取り組みの差異を明らかにするためには，共同研究数の統計

などマクロな研究では限界があると感じ出した。そこで，連携部門の活動内容に踏み込ん

だ研究を行うために共同研究創成マネジメントのモデルを構築する。 

そして，マネジメントモデルを基とした「イノベーション創出に向けた産学連携に関す

る実情調査」（以下，「実情調査」という。）を実施しその結果を基に，１．１節に記述する

関係者からの提起にも応えて，イノベーション創出の促進に資する政策提言を行うことを

本研究の目的とした。 

１．１．研究の概要 

産学連携活動は，受託研究・共同研究・技術移転等から， 近では共同研究講座や協働

研究所の開設などの組織的連携，さらにはオープンイノベーション，国際的連携など多様

化が進んでいるが，共同研究の創成はこれら連携活動の基本活動であると考える。 

産学連携部門で取り組まれている共同研究の創成活動の概要を考えてみよう。 

本研究の中で平成２５年度に実施した実情調査では，連携部門で創成に取り組まれてい

る共同研究は全体の約 25％であり，実施年度に対応する平成２４年度の文部科学省統計（文

科省・資 2014）による全国の共同研究数総計 16,925 件の内，約 4,000 件である。 

そして，連携部門の人材や関連人材約 2,000 名で取り組まれている活動である。 

この創成活動を通じて学外の連携パートナーの拡大ならびに学内の研究者の発掘により，

多様な連携活動の基を築き拡大につながる基盤活動である。 

一方，この研究への取り組みの途上，次の提起①・提起②の二つ提起を受けており，産

学共同研究創成活動の大学間の差異ならびに実態にメスを入れようとする本研究は，将に，

これまでの共同研究の創成が中心であった産学連携に加えてイノベーションの創出が求め
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られている潮目にあたるこの時期に取り組むべき課題であると受け止めている。 

・提起①：過去約１０年の産学連携への取り組みは成功だったのであろうか？ 

                            （元・産学連携政策担当者） 

・提起②：産業構造の高構造化を図り，早期に米国などとの差を逆転する方策は無いか？ 

     とりわけ，現在の共同研究体系では，産業構造の高度化には限界がある。 

            （現・国立大学産学連携本部幹部および元・国立研究機関幹部） 

第２章に記述する 10 年余に亘る実務活動，とりわけ広域担当として全国の大学訪問を重

ねる中で，次の①②の課題認識を徐々に強くしていった。 

① 産学共同研究活動における大学間の差異は制度整備に依存するのでは？ 

② イノベーション創出に向けた連携活動においてもその制度整備が根幹では？ 

そして，大学間の差異を明らかにするには，産学共同活動は研究開発活動であり，その

マネジメントは制度整備と関係者の人的要素が多いため，大学間の横断的な議論のために

は，関連した「知」の体系化が必要であると考えるに至った。 

また，イノベーション創出に向けた産学共同研究のモデル化研究と実情調査に取り組む

中で，その解明と強化策について考察を続けた。 

 とりわけ，前記の関係者からの提起に対応するには，従来の既存産業界との連携のみで

は叶わず，今後の方向として共同研究制度の基礎固めの上に，内外から知を取り込み産業

界などへ成果を出していく「インバウンド・アウトバウンド・オープン・イノベーション」

のような「協創型」を基盤とした活動が展開される環境整備に向けて，シームレスな制度

設計と着手が必須と考えるに至り，これらを念頭に取り組みを行った。 

 緒論を総括すると，以下のようになろう。本研究では，①視座を産学連携の現場におき，

②共同研究の創成を素材に，③経営学の視点からモデル化・調査分析を行い，④現在求め

られているイノベーション創出に向けて，⑤実践的な政策提言を行う。 

 本研究は大阪大学大学院経済学研究科経営学系専攻・小林敏男教授研究室で取り組み，

とりわけ，実情調査は予備調査段階から小林敏男教授を研究代表者とする「科学研究費助

成事業（科学研究費補助金）基盤研究（Ａ）課題番号 24243048「オープン・イノベーシ

ョンの実証研究：製品，市場，産業，及びマネジメントの観点から」の研究の一環として

実施したものである。 

１．２ 論文の構成（「図１ 論文の主な流れ」参照）  

        ・第２章では，大きく次の二つの事項に関する記述を通じて産学連携に関する課題認識を

整理し，体系的・定量的な研究の必要性について記述する。 

① 産学連携ならびに関連施策の推移 

②その中における自らの取り組み 

そして，共同研究創成の基盤整備からイノベーション創出に向けたシームレスな取り組

みの必要性について記述する。 

・第３章では，本論文の主題である産学連携とイノベーション創出に関するこれまでの研
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究についてレビューを行う。 

先ず，これまでの産学連携に関する研究が事例研究や統計を基に産学連携を知識や技

術の移転活動のドライビングフォースと捉えるとか，産学連携が大学の経営に与える影

響であるとかマクロな取り組みであるとの認識を記述する。 

これに対して本研究の新規性は連携活動をその構造から見るミクロな研究であること，

また，イノベーションを新結合であるという基本を堅持しつつもその創出の場を産学と

いう異なるセクターの連携に基づく組織化の中に求める新規性について考察を行う。 

 ・第４章では，産学共同研究の創成を産業界研究者・大学研究者・連携人材がイノベーシ

ョン創出など成果を求めて展開するプロジェクト活動と捉える。 

そして，とりわけ，第６章の実証モデルの構築における産学共同研究フレームモデル

（以下，「フレームモデル」という。）を構築する基盤を求めたプロジェクトマネジメン

ト（PM 及び P2M）についてレビューを行う。 

次いで，産学共同研究マネジメントモデル（以下，「マネジメントモデル」という。）

の構築に組み込む研究開発分野における PM・CSF(Critical Success Factors)に関する先

行研究と本研究への応用について考察を行う。 

また，同モデルの構築並びに実情調査結果の分析において，「制度整備」をルーズな組

織形成やプラットフォーム形成と捉えて，その連携状態と「情報の粘着性」に関して先行

研究における扱いと本研究における新規性について記述する。 

・第５章では，産学連携の成果の受け手である産業界の取り組みについて考察行うために，

企業経営，「知」の科学・知識経営，技術経営（MOT）などのレビューを行い，その考

察の結果，未だ，大企業において残る自前主義への警鐘について記述をする。 

・第６章では，モデル構築に先立つ事前検討として，自身が取り組んだ「プラゲノム」と

「人間の特性からプレイヤーに適した用具の開発」の分析行う。 

そしてこれを参考に，実証モデルとして次の二つの視点から産学共同研究創成モデル

の構築について記述する。 

  （１）産学共同研究フレームモデル：共同研究の進捗段階に視点を置いた P2M ならび

に PM・CSF（R&D）を基とした骨格モデル 

（２）産学共同研究マネジメントモデル：フレームモデルに「連携要素」として「連

携活動」・「制度整備」を配した実践モデル 

・第７章では，第６章で構築した実証モデルを基に，次の４パートからなる実情調査票の

設計と調査の実施について記述する。 

   ・依頼状兼大学の産学連携の概要等記入欄 

・ パート１ ：連携部門の産学連携活動の概要に関する設問  

・ パート２  :共同研究創成に向けたマッチングプロセスに関する設問 

・「製品化・実用化・商業化にたどりついた事例」と成功要因： パート２  の中で，

本研究において重要な位置を占める産業化に至った事例の収集を行う。 
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               図１．１ 論文の構成（１） 

第１章：緒論 

（１）：研究の目的・概要 

・目的：次の課題を明らかにし、イノベーション創出に向けた政策提言を行う 

① 産学共同研究創成における大学間の差異は制度・環境整備に依存するのでは？ 

② 産学共同研究創成促進政策とイノベーション創出政策の潮目にあるのでは？ 

（２）：論文の構成（本図１） 

第２章：産学連携への取り組み 

① 産学連携関連政策の推移 

② 産学連携活動への取り組み 

＜先行研究と本研究における新規性について＞ 

第３章：産学連携研究ならびにイノベーションに関する先行研究 

第４章：プロジェクトマネジメントならびに情報の粘着性に関する先行研究 

第５章：経営関連分野の先行研究 

企業経営，知識科学，技術経営と自前主義に対する警鐘 

「集積知」の多面的な活用（企業との合意形成の視点から） 

第６章：実証モデルの構築 

・次の二つの視点から産学共同研究創成モデルを構築 

（１）フレームモデル：共同研究の進捗段階に視点を置いた P2M・CSF モデル 

（２）マネジメントモデル：上記に「連携活動」「制度整備」を配した実践モデル 

第７章：実情調査の実施 

 筆者が把握している個々の大学の制度整備と 近の実情との差異を確認の上，調査

票の設計を行うために予備踏査を行う 

（１）調査項目 

・依頼状兼大学の産学連携の概要等記入欄 

・パート１：産学連携活動の概要に関する設問 

 ・パート２ ：研究創成に向けたマッチングプロセスに関する設問 

・産業化に至った事例と有効であった「制度整備」「連携活動」 

（２）本調査の位置づけ：調査の結果では全共同研究数の 85.8％に相当 

  従って，この調査結果は産学連携の研究に使用できるカバー率である。 
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図１．１ 論文の構成（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章：調査結果 

（１）分析フレームの検討：教員一人当たりの共同研究件数区分 vs 創成割合区分 

             大学の設立区分の影響（特に，旧帝国大学） 

（２）調査分析の視点：２ステップで分析・創成割合による区分で分析 

       ・産学連携部門担当者の行動と共同研究創成行動の成果との関係の解明 

    ・共同研究を創成する制度の充実と成功につながる担当者の行動との関係解明 

（３）現状：共同研究創成に関する制度整備は見られるが，大半は「地域共同研究センター」

の域にあり，イノベーションの創出に向けて「公共空間」「協創環境」の設定と視点か

らは課題を孕んでいるが，イノベーション創出への足掛かりも見られる。 

第９章：政策提言： 

マッチング中心の共同研究創成からイノベーション創出への展開 

（どちらに軸足をおくかは各大学による選択，地域型でもこれらは重要） 

（１） 共同研究を実施している教員との希薄な接点の改善強化 

（２）ニーズ・シーズに次ぐ「種」の探索を基にした協創環境の創成 

（３）「集積知」の「縦展開」・「横展開」 

第１０章：終章 

・本研究への取り組みの経緯と成果を記述する。 

・イノベーション創出に向けた「探索」から「プロジェクト」への展開 

 更には，連携部門の組織改革の必要性を政策提言としてまとめる。 

・その中で，取り組んだ学術分野での新規性について考察を行う。 

補論：技術経営から産学連携への道程 
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・「製品化・実用化・商業化にたどりついた事例」と成功要因： パート２  の中で，

本研究において重要な位置を占める産業化に至った事例の収集を行っている。 

・第８章では，実情調査結果の分析並びに文書で提起された補強データを基に，産学連携

活動の制度整備の現状について，次のような状態であることを指摘する。 

   ・① 極度にニーズ型産学連携共同研究の創成に特化した状態であり，大学による差

異の広がりが見られる。 

   ・② 産学連携部門の組織も 近の諸政策により機能強化は図られているが，基本的

構造は，共同研究の創成促進を求められた 30年前の組織と大きく変わらない。 

・③ この組織構造は，イノベーションの創出に向けた教員との協創という視点から

見ると課題があり，制度整備・組織改編も視野に入れた取り組みが求められる。 

・第９章では，産学共同研究創成活動活発化，イノベーション創出へのシームレスな制度

整備に向けて次の政策提言を行う。 

・①：共同研究を実施している教員との希薄な接点の改善強化 

・②：ニーズ・シーズに次ぐ「種」の探索を基にした協創環境の創成 

・③：「集積知」の「縦展開」・「横展開」 

・第１０章では，終章として次の記述を行う 

・本研究の取り組みに基づく実践的な政策提言 

・先行研究に対する新規性に関する考察 
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第２章 産学連携への取り組み 
 本章では，次の二つの事項についてこれまでの推移を考察し，本研究の位置づけと取り

組みの意義を浮き彫りにする。 

・産学連携関連政策の推移（２．１節） 

・連携活動への取り組み（２．２節） 

 ・小括（２．３節） 

 

２．１．産学連携関連政策の推移 

 本節では，産学連携ならびに関連政策の推移（２．１．１項）と連携人材制度（２．１．

２項）に分けて記述する。 

２．１．１ 産学連携ならびに関連政策の推移 

 昨今の産学連携に関する（諸政策産学官委 2010），（URA・18 産学連携 2013） におい

ては，科学技術基本法（1995 年），大学等技術移転促進法（1998 年）以降の政策に関する

記述が多いが，ここでは，（高松典雄 1992）の記述に沿って本研究に関わりが深い「受託研

究」・「共同研究」などの制定に遡り，制度と関連政策の流れに焦点を当てて記述する。 

・受託研究・受託研究員制度（1970 年）：いわゆる，「片方向の産学連携」 

    なお，同じ系列の奨学寄附金は，明治時代からあった制度を 1964 年に整備したも

のであり，受託研究・受託研究員制度より歴史を持つ制度である。 

・民間等との共同研究制度（1983 年）：いわゆる「双方向の産学連携」 

共同研究の区分Ａ・Ｂ・Ｃ，区分Ｃの研究料の制定など 

・寄附講座・寄附研究部門制度（1987 年） 

・地域共同研究センターの整備（1987～2003 年） 

（高松典雄 1992)では，２３大学に設置との記述がされているが最終的には６２大学に設

置され，2004 年の大学統合により５８大学に設置されていた。 

（川崎一正 2009）によれば，その名称は知的財産本部整備事業（2003）の頃から一部の

大学を除いて殆どが産学連携本部や推進本部・機構などの名称に変わっており，埼玉大学

ではオープンイノベーションセンターの呼称を，金沢大学では先端科学・イノベーション

推進機構という名称ならびに機構の改革を行っている。 

 以上の間に，関連政策としては，1995 年には科学技術基本法の制定，1996 年には第１期

科学技術基本計画(1996～2000 年度)の策定，次いで 1998 年には大学等技術移転促進法の

制定（所謂・TLO 法），と産学連携の環境も大きく変化をしていくが，中でも，大きな変化

は 2001 年度から開始された大学への連携人材の派遣事業であろう。 

本政策については，第２．１．２項で詳しく記述する。 

次いで，同年度初に策定された第Ⅱ期計画で求められた「科学技術システムの改革，就

中，大学の改革」は，国立大学では法人化への検討とも相まってコーディネーター（以下，

「CD」という）にも関連の制度整備など同様なミッションが求められた。 
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次の第３期計画（2006）までには，知的財産基本法（2002）の制定，国立大学の法人化

（2004），「イノベート・アメリカ」（通称 パルミサーノ・レポート）（2004）の発表並びに

対応した（柘植綾夫ら 2006）など，政策に大きなインパクトを与える事案が発生している。 

第３期計画では「出口」として「成果の国民・社会への還元」が示された。この年には

総合科学技術会議主催の第５回産学官連携推進会議の趣旨に「イノベーションの創出」が

初めて盛り込まれ（産学官 2006），次いで，文部科学省（以下，「文科省」という。）や関連

委員会で一連のイノベーション論議が展開された。 

そして，イノベーション・エコシステム（産学官委 2010）の議論を経て，第４期で科学

技術政策とイノベーション政策との融合が図られ，2014 年 6 月 3 日付で総合科学技術会議

も総合科学技術・イノベーション会議へ改組された。 

以上，科学技術基本計画の産学連携活動への関わりに焦点を当てて次のように要約する。 

 ・第１期(1996~2000)：大幅な競争的資金の導入 

 ・第２期(2001~2005)：科学技術創造立国・科学システムの改革・大学の改革 

 ・第３期(2006~2010)：成果の国民・社会への還元 

 ・第４期(2011~2015)：イノベーション政策との融合 

 ・第５期(2016~2020)：イノベーションに世界で最適な国へ（答申案提示） 

２．１．２ 産学連携人材制度の概要 

2001 年 11 月文科省では，大学等の共同研究センターに，大学人でない人材が席を置く

というこれまでに無い制度である文科省・産学官連携コーディネーター制度を図２．１の

ように推進してきた。 

図２．１ 文部科学省・産学官連携コーディネーター制度の推移 
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この産学連携人材政策も，2001 年から 2009 年までとそれ以降とは制度が全く異なる。 

2009 年度までは，次に示す３期に大別されるが，事業として一括雇用を行い各大学に配

置を行う形であるため，CD 相互の往来・交流に大きな支障は無かった。 

① 産学官連携支援事業(2001~2005) ， 

② 産学官連携活動高度化促進事業(2006-2007)， 

③ 産学官連携戦略展開事業コーディネートプログラム(2008-2009) 

2009 年には，行政刷新会議による事業仕分けの結果，2010-2012 に実施された大学等産

学官連携自立化促進事業では，一括雇用・配置型から，委託費による絞られた大学等へ補

助金を支給し，大学が CD を雇用する形でとなり往来の自由度は大きく制約を受ける形と

なった。 

ここで，説明の便宜上，2001 年度～2009 年度を「前期・文科省 CD」制度と呼称し，以

降の制度を「後期・文科省 CD」制度と呼称する。そして，その運営の差異を全国会議・地

域会議の開催と事例集の編集に関して記述する。 

（１） 全国会議・地域会議の開催 

 「前期・文科省 CD」時期における会議は，制度発足の翌年 2002 年の国立大学統合前の

九州芸術工科大学における「全国有志の会」に次いで，中国四国地域の「栗林の集い」，関

西地域の「関西会議」，首都圏の「湾岸リーグ」のようにボトムアップ的に企画された。 

このため，最大時には 120 名にはなったが，全員が同じ立場で議論が出来，必要により

交通費は文科省の予算から支弁されるという恵まれた環境で取り組まれたことが相互研

鑽・事例交流に大きく功を奏していると考えている。 

 その余勢を受けて，全国会議は次のように開催され，その間，地域会議は年間２～３回

開催されるという，協働・協創の場が形成運営される環境が醸成されていった。 

＜全国会議の開催＞ 

 ・2002 年度 第１回：九州芸術工科大学[現・九州大学・現芸術工学府]（有志企画参加） 

第２回：大阪大学（関西地区担当・実行委員会方式導入） 

        第３回:：三重大学（中部地区担当）  

第４回：関東地区（関東甲信越地区担当） 

 ・2003 年度 第５回：北海道大学（北海道地区） 

 第６回：東北大学（東北地区） 

 ・2004 年度 第７回：広島大学（中国・四国地区担当）    

第８回：九州地区（九州地区担当） 

 ・2005 年度 第９回：金沢大学（中部地区担当） 

 第９回までは，地区立候補制で開催してきたが，負担が大きいこと，中央省庁の方との

接点重視の視点から第１０回からは地区担当から，全地区代表で構成する実行委員会制度・，

東京開催に移行していき，締めくくりは京都開催とした。 

 ・2006 年度（第１０回）～2008 年度（第１２回）：東京 
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・2009 年度（第１３回）：京都） 

一方，地区会議の開催は当番校で開催され，筆者は 2003 年度～2005 年度は全国広域， 

2006 年度～2009 年度は西日本担当として多くの大学などへの踏査の機会を得た。 

 上記のような環境に比して，2010-2012 の（「後期・文科省 CD」では，大学等に対する

補助金事業となり CD も大学等雇用となり，地域会議・全国会議も政策的な制約もあり，

事業の受託機関によるトップダウン的な会合となり協働・協創的な場からは程遠い運営と

なっていった。 

（２） 事例集の編集（2006 年度～2009 年度） 

 「前記・文科省 CD」では，次の４部に亘る事例集が編集されている。 

・「成功・失敗事例に学ぶ産学官連携の新たな展開へ向けて」（以下，「事例集」という。）

初版（2006） 

・ 事例集.平成１９年度新版（2007） 

・ 事例集平成２０年度概要版（CDーROM 付）（2008） 

・ 事例集平成２１年度改訂概要第２版）（CDーROM 付）（2009） 

これらは，CD を統括する事業受託企業の支援は得つつも全て，表２．１のように CD

で構成された編集委員会が編集に取り組んできた。  

          表２．１ 「前期・文科省 CD」事例集編集委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009
谷口邦彦 広域担当 ○ ○ ○ ○
田村英世 広域担当 ○ ○ ○ ○
森本進治 福島大学 ○ ○ ○ ○
水谷嘉之 岐阜大学 ○
清岡隆二 高知大学 ○
藤井國久 信州大学 ○ ○ ○
細野光章 東京工業大学 ○
森 紅美子 長崎大学 ○ ○ ○
山本外茂男 JAIST ○ ○

松井 純 三重大学 ○ ○
三島克彦 早稲田大学 ○
一瀬信敏 小樽商科大学 ○
荻野 修邦 諏訪東京理科大学 ○
佐藤矩正 中央大学 ○ ○
中原義毅 鹿児島高専 ○
保坂真一 東京農工大 ○
今井 紘 横浜国立大学 ○
柴山耕三郎 関西大学 ○ ○
神野俊一郎 愛媛大学 ○
塚田光男 群馬大学 ○
藤田武男 静岡大学 ○
伊藤邦夫 鳥取大学 ○
瀬戸英昭 熊本地区３機関 ○

＊熊本電波高専、八代高専、熊本県立大学

氏名　　　　　　　　　　　　　　年度
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 「前期・文科省 CD」制度における事例収載数を表２．２に示す。           

          表２．２ 事例集への収載事例数 

 第２．２表から，後の版になるにつれて学内の制度整備よりは連携づくりが多くなって

いることが窺える。 

一方，「後期・文科省 CD」制度でも，3 か年にわたり次の事例集が発刊されている。 

・ 文部科学省 平成２２年度コーディネート事例集～（以下，「事例集」という。） 

広がる連携の輪・産学官未来をひらく～（2010） 

  ・ 事例集(2011) ～広がる連携の輪・産学官で未来をひらく 

・ 事例集(2012) ～連携を広げて夢をつなぐ～ 

 この編集については，受託事業体である「一般社団法人」内に設置された有識者からな

る編集委員会が行い，CD にとっては相互研鑽の機会が失われている。   

この制度変更に伴う課題については，政策原課・政策委員会でも，「前期・文科省 CD」

時代に培われた相互研鑽の環境に近い政策が希求されている。 

２．１．３．文部科学省の実施状況調査 

 文科省では，調査「大学等における産学連携等実施状況について」を実施して，公表し

ており，2006 年度までは，受託研究・共同研究・特許関連に統計であったが，2007 年度か

ら「産学連携のルール整備状況」として全大学の整備状況の集計を公表している。 

2007 年度は次の１０項目であったが，2013 年度調査では表２．３のように充実している。 

 ・産学連携ポリシー ・知的財産ポリシー ・リサーチツール特許使用円滑化ポリシー 

１８年度版 19年度版 ２０年度版 ２１年度版
Ⅰ．体制整備 １．学内体制 5 4 5 0

２．連携のきっかけづくり 5 4 2 4
Ⅱ．シーズ発掘・ニーズ把握 １．大学シーズの発掘 11 7 2 5

２．大学シーズの発信 （１.２合計） 8 2 3
３．企業ニーズ把握 6 5 1 1

Ⅲ．マッチング １．ニーズ・シーズ 6 5 0 3
２．コーディネート活動 9 4 2 1

Ⅳ．イノベーション １．誘発する仕組み 4 3 3 4
２．創出プロジェクト 6 7 3 7

Ⅴ．共同研究 １．CDの役割 3 5 3 5
２．共同研究制度 3 2 0 1
３．研究資金獲得 6 6 3 1

Ⅵ．ベンチャー育成 １．起業・育成支援 4 6 1 1
２．ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｼｯﾌﾟ育成 4 4 0 0

Ⅶ．知的財産 5 5 3 4
Ⅷ．人材育成 １．連携人材育成 2 2 2 1

２．産業界の人材育成 4 5 2 3
Ⅸ．地域との連携 １．連携基盤づくり 11 12 4 7

２．地域発展 11 9 4 8
Ⅹ．新たなる連携へ １．学際的連携 5 4 3 4

２．広域的連携 7 8 4 7
３．国際的連携 3 5 2 3
４．他制度人材との連携 5
5．産学官連携ネットワーク 5
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 ・利益相反ポリシー（一般） ・同左（臨床研究）  

・共同研究取扱規程 ・受託研究取扱規程 ・職務発明規程（教職員・学生の区分なし） 

 ・発明補償関係規程（教職員・学生の区分なし） ・守秘義務に関する規程（学生のみ）         

           表２．３ 2013 年度向け調査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 且つ，2008 年度からは，それまでトップ３０機関の共同研究実績が収載されていたが，

全機関の実績が収載されるようになり，2009 年度からは，主な成果事例の収載という形で，

アウトプット重視の傾向が強化されつつある。 

 

２．２ 連携活動への取り組み 

この間，筆者は文科省・CD として 2001 年度・2002 年度は大阪大学に席を置き，競争的

資金の確保・共同研究の創成・関連制度の整備に携わり，この時期の体験が第６章の実証

モデルの構築の基盤となっている。 

次いで，2003-2009 の間は，依頼を受ける課題に関するコーディネート活動に取り組み

つつ，広域担当として地域会議など諸会議への出席の機会が多く，開催地の大学への訪問

の機会に制度整備の実情も把握する機会が多く得られた。 

さらには 2006～2009 年度には（事例集 2006)～（事例集 2009)の編集に統括的な立場で

携わり，１００超の大学の連携部門の活動や制度整備の事情に触れる機会を持つことが出

来，大きく次の二つの課題認識を持つに至った。 

（ⅰ）大学の活性度の差異と制度整備との関連（２．３小括・課題認識Ⅰ） 

（ⅱ）知識体系化の必要性（課題認識Ⅲ）（２．３ 小括・課題認識Ⅲ） 

２．２．１ 大阪大学担当として 

 この間の取り組みについては，制度整備２件，２５７件の技術相談・共同研究創成の中

から，具体的な連携活動６件について記述する。 

産学連携ポリシー

知的財産ポリシー

リサーチツール特許使用円滑化ポリシー

利益相反ポリシー（一般）

共同研究取扱規程

治験等取扱規程

職務発明規程（教職員のみ）

発明補償関係規程（教職員のみ）

守秘義務に係る規程（教職員のみ）

学生との研究開発契約に係る規程

株式の取扱等に係るポリシー

教職員の兼業・兼職規程

教員の研究休暇制度(サバティカル・リーブ）に係る規程

国際的な産学官連携ポリシー

研究ライセンス使用円滑化ポリシー

安全保障貿易管理（外為法）関係規程

利益相反ポリシー（臨床研究）

受託研究取扱規程

研究成果有体物取扱規程

職務発明規程（学生を含む）

発明補償関係規程（学生を含む）

守秘義務に関する規程（学生を含む）

営業秘密管理に関する規程

株式の取扱等規程

教職員の出向規程

著作権の取扱いに係る規程
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 この間の取り組組みの中で，「プラゲノム」と「スイング測定器」の開発については，第

６章のモデル構築の事前検討として記述する。 

１．制度整備Ⅰ：お問い合わせシートの考案 

２．制度整備Ⅱ：WinWin「登録研究員」 

３．出口まで到達した事例Ⅰ：ノンクロム処理剤 

４．真贋判定システム「プラゲノム」の開発 

５．「スイング測定器」の開発 

６．出口まで到達しなかった事例Ⅰ：ガラス押し出し成形 

７．「大学の組織的連携の態様と在り方について」調査研究 

８．マッチング・フェアの企画と連携による創出事例 

（１）制度整備Ⅰ：お問い合わせシートの考案 

図２．２に現在の大阪大学のシートを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２．２ 現在の大阪大学「お問い合わせシート」 

 

                                

E-mail: contact@uic.osaka-u.ac.jp   

―――２１世紀のニューテクノロジーは新たな出会いから――― 

 

                                       平成   年  月  日  
貴 名(貴社名または大学名)：   
所属部署(研究科・専攻・講座)： 
ご芳名：    
所在地：〒 
E-mail: 
電 話：                      FAX：      
商工会議所・会員番号またはご紹介者： 

 ※大阪大学技術 Seeds 検索システム（https://seeds.casi.osaka-u.ac.jp/） 
  または，大阪大学研究者総覧（http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspi/rx0011s.asp）をご参照いただき， 
  ご相談希望の研究者を予めご指定いただきますと，比較的短期間での御回答が可能です。 

                                                         (太線の内部のみ記入下さい) 

お問合せ分類 
（お問合せの事項に

○印をお付け下さい）

１．技術相談           ２．共同・受託研究   

３．ベンチャー・起業相談（学内のみ）  ４．セミナー・シンポジウム等  

お問合せ内容 
（簡潔かつできるだけ

具体的にお願い致し

ます。必要に応じて図

表等を添えていただ

いても結構です。） 

件名：  

１．技術相談内容 
  （技術的に困難な課題・ポイントや、どのような目標があるかを具体的にご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

２．背景 
 （可能な範囲で、背景・目的・課題・経過などについて、ご記入ください。 

 質問の内容が明確であれば、御相談内容に適した研究者の探索が可能になります。） 

 

その他の事項  

事務局整理欄 

(受付番号) 

  － 

(受付年月日) 

平成 年 月 日 

(担当者)  

(対応内容) 

大阪大学 産学連携推進本部 総合企画部 〒565-0871 吹田市山田丘2-1 CASI-A307           
   電話: 06-6879-4206   FAX:  06-6879-4208  E-mail: contact@uic.osaka-u.ac.jp 

大阪大学産学連携推進本部  
技術相談など申込書(お問合せシート)
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2003 年「文科省 CD」として大阪大学に席を置く前に，産学連携活動の強化を支援する

機会があり，その時，「共同研究申込書」では，概ね，研究テーマ・内容が固まった時期に

契約に向けて手続きには活用できるが，共同研究の内容が確定する前段階で企業等との共

同研究に関する情報交換が効果的にできる方法は無いかとの要請に応えて，工夫した様式

である。 

図２．２は筆者が考案した様式からは事後の連携活動の変遷に沿って改訂されている。 

「お問い合わせシート」は，企業などの面談やメール交信を効率的に行うツールとして，

典型的な「情報の粘着性」を軽減するツールであり，制度整備などと併せて，全 CD に地

域会議などの機会普及啓発を図ってきた結果，他大学でも，それぞれの事情に合わせて改

訂・活用されている。 

本件は，モデル化における，制度整備  S1  に対応する整備である。 

・制度整備  S1 ：産業界が発案した連携課題の連携部門への移転のルート 

筆者は，２．２．２項に例示するように，広域活動での使用しやすい形に改訂して，現

在でも使用している。 

事例集 2007「ニーズ情報シートで広域連携」pp50-51 で紹介した。 

（２）制度整備Ⅱ：WinWin・登録研究員制度 

2002 年度半ば，大阪大学のように研究・教育分野における国際的優位が求められる大学

等において，教員は自らの研究に集中する中で，企業が共同研究の成果を得ることを可能

とするには如何なる制度整備をす

れば産学双方にとって有効な連携

活動になるのか思案を重ねたした

結果，「受託研究員」制度を基とし

た「共同研究C」に着眼，「登録研

究員」制度を共同研究に織り込む

「WinWin・登録研究員」制度を考

案した。 

向後の共同研究で活用するとと

もに，研究員研究料年間45万円が中   

図２．３ 「WinWin・登録研究員」制度    小企業向との折衝の障害になるとい

う課題が残り，大阪大学では，後任の CD が法人化と同時に月額 3.5 万円とした。 

 本件は，事例 2007 「WinWin 型連携の要は登録研究員」pp114-115 で紹介した。 

また，モデル化における，制度整備  S5   に対応する考案である。 

・制度整備  S５ ：産業界・研究者間の対等関係の構築（「登録研究員」制度について） 

 今回の実情調査では大阪大学以外に 3.5 万円を採用しているのは在阪２大学であり，各大

学の対応は多様である。 

なお，本件を柳田祥三教授（現・名誉教授）に話したところ，柳田研究室では応用研究・
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開発研究は 10 社を超える企業からの研究者が，ゼミでは用途や企業化の話はしないことを

基本に机を区切って研究に取り組んでいるとのことであった。 

また，どの企業も応用の道がない成果については参加３社でベンチャーを設立したとの

話を伺い，学会でも報告（柳田ら 2004）した。この形を当時は「WinWin・登録研究員」

制度の応用の一つとの認識に止まっていたが，今時点で考えると，これは協働型連携に最

少単位であり，イノベーション創出への第一歩である「インバウンド・アウトバウンド・

オープン・イノベーション」の最少単位であると考えるに至っている。 

（３） 出口まで到達した事例Ⅰ：ノンクロムメッキ処理剤の進歩性の証明 

これは，産学連携で新たな製品・商品を創出する形の連携ではなく，企業が開発した新

製品の進歩性を解明した例であり，産業界にはこのような課題も多いのではと感じている。 

 大阪大学に席をおいていた時期に，メッキなど表面処理剤を製造するM社から従来品より

良好な製品を開発したが，何故良いのか市場に出すまでに解明したい，との相談を受けた。 

 金属材料処理分野のＦ教授との間で整えた共同研究契約では，従来よく行われていた企

業は処理剤を教員に預け教員からは研究結果を提供するという形は採らず，この研究ではM

社の実工程で作成したサンプルを教授と登録研究員が共同観察する形が効果的と考えた。 

そこで，共同研究契約の中に「WinWin・登録研究員」モデルを組み込んだ結果，共同研

究の結果は処理界面が従来品より密に処理されていることが判明した。 

この事例の折衝経緯の中で，M社の常務が「若い時にこのような制度を知っていたら自分

が登録研究員になったのに」と話されたことが記憶に新しく，向後の推奨に努めているが，

以降の案件交渉では中小企業で１年にも満たない共同研究の研究料に45万円を準備するの

は厳しいとの声に応えて，前記の月額3.5万円の発案につながった。 

（４） 出口まで到達しなかった事例Ⅰ：ガラスの押し出し成形 

 本件は，中堅ガラス瓶メーカーN 社の研究所 W 氏から，ガラス瓶の製造方法研究の一環

として，「押し出し成形」の共同研究の依頼があったもので，研究成果が製品開発ではなく，

プロセス研究に類する研究は余程教員の研究領域の拡大や内容の深まりにつながる課題で

ないと対応いただくのは難しい例である。 

 そこで，筆者の出身企業にも籍をおいた履歴がある同期で「複雑流体学講座」の N 教授

に相談の結果，同講座の M 助教授が担当いただくこととなり，共同研究契約には到達した。 

また，N 教授のお勧めで N 教授の企業での上司であり「押し出し流体」の権威であり，

筆者と大学の同じ研究室の先輩でもあるM氏とW氏との面談に中部地区まで案内するなど

検討の上，幾つかの実験もしていただいたが，良いプロセスの開発にも至らず，定年退任

されている M 助教授（退任時・教授）にも確認したが，企業が期待する成果には至らなか

った由。 

企業では色々な方法の探索の一環であった様子であり，この反省から，第６章の実証モ

デルの構築において，「企業の本気度確認」制度を考案し，その後，CD への普及・啓発に

も至った事例の一つである。 
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（５） 「大学の組織的連携の態様と在り方について」調査活動 

 2004 年度文部科学省知的財産本部整備事業「２１世紀型産学官連携手法の構築に係るモ

デルプログラム」として首記の予算を得ることが出来，自らも委員として参画した。 

当時は，大阪大学を離れて広域担当として業務についていたが，「WinWin・登録研究員」

制度を考案し，工学研究科では，今日の「共同研究講座」の原型である「包括協定」プロ

ジェクトが進みつつあった。 

当時，「包括協定」と称せられた連携形態に「組織的連携」との呼称を提案し，「組織的

連携の態様と類型」の章を担当した。 

また，九州大学の「組織対応型連携」など他大学の制度について知見を得る機会となり，

向後の視点の一つを得る貴重な機会となった，そして，今回の実情調査においても協力を

いただけるきっかけとなった。   

（６）大阪大学・マッチングフェアの企画と創出事例 

 摂津水都信用金庫（現・北大阪信用金庫）の北大阪地域活性化協議会の要請を受けて，

これまでの停滞を打ち破る企画として，地域企業の技術を大学人に紹介することを目的と

して，国立大学当時の大学の体育館で企業展示を中心としたマッチング・フェアを企画し，

恒例事業として今日も続いている。 

この第一回で，（株）創晶が求めていた「タンパク質結

晶化装置」が中小企業との連携で実り，続いて第二回では

写真の「新型ロータリーシェーカー」が実現した。 

「大学のニーズを産業界の技術で実現」として，注目を

浴び，以降のフェアの推進力にもなっている。 

 

 

 図 ２．４ 新型ロータリーシェーカー 

本件は，事例集 2007 「Web で大学ニーズと産の技を融合」pp82-83 として収載した。 

２．２．２ 広域担当として  

（１） 出口まで到達した事例：宇宙部品 

本事例は，広域担当であった 2005 年２月に大阪大学・ESS の後輩でもある S 氏から

図２．５のお問い合わせシートで依頼を受けた案件である。 

全国の文科省 CD にシートを配信の結果，３大学から回答があり，S 氏と大学の面談の

結果，④筑波大学との相談がまとまり，シートの記録のように 2005 年 4 月には共同研究

成立との報に接し，フォローを中断した。 

  翌々年 2007 年 11 月にフォローの結果，部品設計に関わる情報入手が出来，既に，部

品を搭載した機材が宇宙を周回している，との回答を得た。 

本件を，大学における受付に加えて「お問い合わせシート」の多様な活用方法として，

普及・啓発するとともに，フォロー制度整備の重要性を実例調査にも織り込んだ。 
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図 ２．５ 「宇宙部品」のお問い合わせシート 

（２） 出口まで到達しなかった事例：高軟化点樹脂の無溶剤での乳化分散 

  本事例は，A 社の N 氏からアプローチがあったもので，本件も分野は異なるが社内工

程の課題であり，困難さは予想されたが，関心を持っていただく教授がおられるとの情

報を基に，午前・宇都宮大学，午後・名古屋工業大学という強行日程で面談を設定し，

「産」・「学」両者の発言を聞いていても微妙に差があり，当面，それぞれと情報交換を

継続いただくこととし，当方の CD 活動としては節目とした。 

  その後，往来は無かったが，別件で N 氏と席を共にする機会に確認のところ，他大学

にもコンタクトしたが，当初の目標には到達せず，目標に近い状態で工程を組んでいる

とのことで，「出口まで」というよりは，「入口」以上に進まなかったものの，シートを

基にした対話で「産」「学」の距離を少なくし課題が明確になった事例と考えている。 

 

                                

 E-mail: kutaniguchi@nifty.com  FAX 06-6444-5284 

企業：関東地区の従業員９００名の企業 

                                                           (太線の内部のみ記入下さい) 

お問い合わせ分類 

（お問合せの 

事項に○印を 

付けて下さい） 

１ 技術相談  ２ 共同研究設定  ３ 特許相談・技術供与 ４ ベンチャー・起業相談  

５ 公的資金（提案公募）  ６．連携促進セミナー・シンポジウム等  

７ その他（                        ） 

 

ご相談内容 

（簡潔かつでき 

るだけ具体的に 

お願いします） 

件名：シリコン半導体(LSI)におけるシングルイベント効果の研究 

シリコン LSI における放射線の影響に関し、近年の微細化及びエピタキシャル基板化の結果

トータルドーズ耐性とラッチアップ耐性はほぼ地球大気圏外で問題なく使用できるようになっ

てきています。一方、ソフトエラーに代表されるシングルイベント効果については種々の対策

が必要であり、有効な対策を打つための現象の解析やシミュレーションも重要です。シングル

イベント効果を引き起こす粒子としてはα線、プロトン、中性子、重粒子イオンがありますが、

この中で理学系では中性子が良く研究されています。しかし、地球大気圏外でシリコン LSI を

使用する場合にはプロトンや重粒子イオン(特に後者)の影響解析と対策検討が必要です。本

テーマについて、産学連携の枠組みで共同研究が可能かどうかご相談したいと思います。 

 

その他の事項 

 

 

平成１７年４月５日、本件の当方ファイルをクローズします。  

平成１９年１１月９日、完全にファイルをクローズします。 

整理欄 

(受付番号) 

０４－Ｓ０２３Ｚ５ 

 

(受付年月日) 
平成 17 年 2 月 21 日 

平成 17 年 2 月 24 日 

平成 17 年 2 月 25 日 

 

平成 17 年 3 月 6 日 
 

 

 

 

平成 17 年 3 月 07 日 

 
平成 17 年 3 月 14 日 

 
 

平成 17 年 4 月 05 日 

 
平成 19 年 11 月 9 日 

 

(対応内容 1) 平成 17 年 2 月 21 日 

 全国のコーディネーターに研究者探索の配信を手配 

（対応内容２）平成 17 年 2 月 25 日企業への回答 

・２４日現在①②③、２５日に④追加連絡あり 

① この課題は従来から NASDA や東大宇宙研・放医研などで検討されているのでは。 

② 京都工芸繊維大学の教員：関心あり 

③ 和歌山大学の教員：他大学へ紹介の可能性あり。（企業名を知りたい。） 

④ 筑波大学からかなり有力な教員との申し出あり。 

（対応内容３）平成 17 年 3 月 6 日：３大学への打診 

 現在、筑波大学・京都工芸繊維大学・和歌山大学の３大学から「関連した研究をされている

教員がおられる。」旨のご連絡をいただいておりますが、企業からは「極めて狭い分野である

ので、その先生が共同研究をされているか否かをお聞き願えないか？」との打診が来ており

ます。先生にお伺いいただき、その返信を賜りたく。宜しくお願い申し上げます。 

・３月７日和歌山から辞退の申し出あり、筑波を第一としこの結果により京都工芸繊維大学と

のコンタクトを検討することとしたい。 

（対応内容４）平成 17 年 3 月 14 日 

・筑波大学と企業との面談。 

（対応内容５）平成 17 年 4 月 5 日 

・筑波大学との共同研究が成立したとの、大学・企業からの連絡受。 

（対応内容６）平成 19 年 11 月 9 日 

・フォローの結果、筑波大学との共同研究は順調に終了したとの連絡。 

・併せて、この結果は宇宙開発の重要部品で活用されているとの報告あり。 

E-mail: kutaniguchi@nifty.com        電話: 06-6444-5285  
    

産学官連携コーディネートお問合わせシート 
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      図２．６ 「高軟化点樹脂の無溶剤での乳化分散」お問い合わせシート  

 

２．３ 小括 

 以上，産学連携分野の政策の経緯・進展ならびに筆者の取り組みから，次の課題認識を

明確に抱くに至り，本研究の課題認識として設定した。 

（１） 課題認識Ⅰ：大学間の活性度の差異と制度整備との関連性 

 全国の大学等を訪問しつつ沸々と醸成されてきたこの想いを明らかにして，改善

方向を提示していくことが全体の活性化につながるのでは？ 

（２） 課題認識Ⅱ：共同研究創成からイノベーション創出への潮目 

緒論における２名の方からの問いかけは，国の上位政策である科学技術基本計画

が，共同研究創成活動の促進からイノベーション創出へと展開されている中での発

露であり，将に，潮目に向き合った想いではないだろうか？ 

これに応える取り組みが求められているのでは？ 
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（３）課題認識Ⅲ：知識体系化の必要性 

文科省 CD として自ら取り組む機会を得た課題，全国会議・地域会議・事例集の

編集などで多様な事例に接する中で，これらの事例研究・比較研究では連携活動の

神髄には迫るには限界がある。 

従って，産学連携共同研究創成の構造にまで踏み込んだ分析ができるデータを得

るためには，創成に関わる知識の体系化が必要では？ と考えるに至った。 

よって，第（Ⅰ）・第（Ⅱ）の課題認識に取り組む方法として，先ず，第（Ⅲ）の課題

認識である知識体系化に取り組むこととし，これに関連して次の事項に関する先行研究の

把握・分析から始めよう。 

・産学連携ならびにイノベーションに関する先行研究（第３章） 

・プロジェクトマネジメントとならびに情報の粘着性に関する先行研究（第４章） 

・経営関連分野の先行研究（第５章） 
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第３章 産学連携ならびにイノベーションに関する先行研究 
 本章では，本研究の主題である「産学連携」と「イノベーション」に関するこれまでの

研究をレビューし，本研究の位置づけについて考察してみよう。 

 ・産学連携に関する先行研究（３．１節） 

 ・イノベーションに関する先行研究（３．２節） 

 ・小括（３．３節） 

 

３．１ 産学連携に関する先行研究と課題認識の新規性 

 大きく次の三つの視点でサーベイを行おう。 

（１） 産学連携に関する研究の黎明期 

（２） 片方向の産学連携から双方向の産学連携へ 

（３） 連携活動の知識体系化の新規性 

 

（１）産学連携に関する研究の黎明期 

筆者が知る限り，産学連携に関する国内の論文で一番早期に見られるのは，（高橋高子ら

1984）ならびに同時期の（早川茂 1986）であろうと思われる。 

（高橋高子ら 1984）によれば「産・学・官」連携という表現が初めて世に出たのは，1968

年に科学技術会議が内閣総理大臣に提出した「官・学・産（国立研究機関・大学・産業界

等）の連携体制推進方策に関する意見」が最初とされている。 

この論文を見ると，当時の工業技術院・地域試験所・地域研究所（現・（国）産業技術総

合研究所地域センター）が産業界との連携に極めて前向きであることが解る。 

これは，1980 年代までは我が国の先端科学技術の開発がナショナルプロジェクト主導で

進められてきたことに起因するものと考える。 

また，（早川茂 1986）によれば，文部省の管轄下にあった国立大学が当時の科学技術庁の

資金による産学研究に取り組むことは許容されないため，民間主体の技術振興協会を資金

の受け皿として取り組んだという記述に接する時，昔日の感を禁じ得ない。 

（２）片方向の産学連携から双方向の産学連携へ 

文部省の政策が 1983 年に「受託研究」などの片方向型から「共同研究」などの双方向型

に改訂されたことを受けて，同時期（1985 年 10 月）に設立された研究・技術計画学会で

は，いち早く（=特集=共同研究 1990）を組んでいる。 

1990 代に入ると，（（社）科学技術と経済の会 1992・Ⅰ＆Ⅱ）など政策に関わる特集の企

画が見られ，1990 年代前半には海外の取り組みなど普及・啓発記事が多く，同年代後半に

なると各大学・地域の活動紹介が多くなっている。 

 2000 年代に入ると，科学技術基本法（1995 年）・大学等技術移転促進法（1998 年）の制

定を受けて，自前主義から大学との連携を勧める著書（西村吉雄 2003）や政策面からの啓

発書（原山優子[編著] 2003）などが出されている。 
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この時期には，2002 年には日本知財学会が，2003 年には産学連携学会が発足しており，

学会では無く第２章の 2.2.1 項で記述すべき事項かとも思われるが，（有限責任中間法人・

大学技術移転協会）が平成 1６(2004)年９月に設立され，平成１９(2007)年には『大学技術

移転サーベイ（大学知的財産年報）2006 年度版』を発刊し，以降，継続発刊されている。 

さらに，（馬場靖憲・後藤晃 2007）のような実証研究，（西村吉雄・塚本芳昭 2005）や

（長平彰夫・西尾好司 2006）などのマネジメントに関する成書が発刊され，我々も各種の

学会での発表もしているが事例研究や視点の吐露の域を出ていない。 

この中で，ただ，（長平彰夫・西尾好司 2006）はターゲットドリブンとの表現で本論文が

提起するイノベーション創出に向けた価値指標マネジメントに近い概念を提唱しているが，

ステージを区分した連携のスキームまでの踏み込みは見られず，課題認識Ⅲ：知識体系化

の必要性に対応したモデル化に着手した（谷口邦彦 2009）。 

（３）連携活動の知識体系化の新規性 

少し遡るが，産学連携共同研究の成功要因の研究では，（江藤学1997）,（丹野和夫ら2006）

などがある。前者は大学内の共同研究に関する分析であり，かなり，筆者の構想と近い項

目もあるが，モデル化までも深めていない。後者は地域におけるプロジェクトの分析であ

り，成功要因の分析も外面的な要因である。 

折しも，（長平彰夫 2010）による内外 81 点の先行研究のレビューによると，産学連携の

研究は大きく次の三つの分野に大別できるとしている。 

第１は，産学連携をイノベーションとの関係性から共同研究などを通じた知識や技術の

移転活動のドライビングフォースととらえるものである。 

第２は，産学連携が企業や大学の研究活動の与える影響に関するものである。 

第３は，産学連携を新たな知識を創造する活動と捉え，研究生産性に関する科学社会学

からのアプローチであるとしている。 

従って，産学共同研究創成のマネジメントに焦点を当てて知識体系化を図るとするアプ

ローチは内外を含めても新規性が高いアプリーチと言える。 

その後も産学連携分野に関連した研究としては次の研究があるが，いずれも成功要因を

連携活動の環境など外部要因に解を求めようとしている研究である。 

・地域大学の連携現場に焦点を当てた(綿引 2008) 

・国立大学法人を対象とした聴取を中心とした（三森八重子 2010) 

・産業界 100 社へのアンケートと７総合大学・10 社への聴取を素材とした 

（鈴木康之ら 2011) 

・産学合わせて 3000 人を対象としたアンケートを基にした（赤池伸一・細野伸章 2013) 

以上，いづれの研究も，連携モデルを基に大学の連携部門の活動に焦点当てた研究例は

見られず，今回の取り組みは今後の連携部門の制度整備や活動の体系化に有用且つ新規性

の高い研究と考えている。 

 



 
第３章 産学連携ならびにイノベーションに関する先行研究 

26 
 

３．２ イノベーションに関する研究 

 本節では，次の項目に沿ってステップで本研究の主題である，「イノベーション創出」に

関する先行研究についてレビューを行い，本研究の新規性を浮き彫りにしていきたい。 

① イノベーションのコンセプトに関する研究 

② イノベーション創出のマネジメントに関する研究 

③ オープンイノベーションに関する研究 

④ イノベーション創出を促進する環境整備 

⑤ イノベーション創出と産学連携 

（１）イノベーションのコンセプトに関する研究 

先ず，イノベーションのコンセプトの研究は，イノベーションの祖・シュンペーターま

で遡ると，関わる先行研究には枚挙に暇が無いが，（塩野谷ら 1977)から次の「五つの場合」

と関連著書を挙げるに止める。 

そして，本研究に関わりが多い「創出」・「オープン・イノベーション」などに焦点を当

てて先行研究のレビューに取り組むことする。 

１．新しい財貨の生産 

  ２．新しい生産方式の導入 

  ３．新しい販売先の開拓 

  ４．原料あるいは半製品の新しい供給先の獲得 

  ５．新しい組織の実現（独占の形成やその打破） 

 シュンペーターがこの「五つの場合」を世にドイツ語版(Schumpeter1912)を出して数年

後には英語版が出版され，さらに 25 年後の 1937 年には塩野谷ら(1937)の手になる日本

語版が出版されている。 

しかし，シュンペーターの研究の源流は初版の４年前の (Schumpeter1908)に遡り，次

に述べるようにこの時代背景を知ることによって，氏の研究の時代性を受け止める必要が

あろう。 

 この時期に関連した事項には次のような事項があり，時代の大きなうねりの中で公にさ

れた著書であるといえよう。 

 ・1906 年：カンサス大学ダンカン教授が TLO の原型となる「産・学共同」を提唱し，

着手している。（Jon Sandelin） 

 ・1910 年：今日の自動車産業の礎とも言える F・W・テーラーによる「課業管理」が「科

学的管理法」との呼称が州際通商員会で命名された。（北野利信 1977） 

   そして，同時期には発明王エジソンは円熟期の 60 歳という米国の第一期プロパテント

時代と位置付けられている。 

また，通産官僚から転じて大阪大学で熊谷尚夫先生に師事された大野忠男先生の著書（大

野 1970）に接して，シュンペーターが身近に感じられた感慨は大きかった。 

日本では，イノベーションをしばしば「技術革新」と表現されるが，これは「もやは戦
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後ではない，」と宣言して有名になった（経済企画庁 1956）でテレビ・冷蔵庫・洗濯機の三

種の神器などが例示されて「技術革新（イノベーション）」との訳語が当てられ，「技術」

に重点が置かれてきた経緯がある。 

（一橋 2001）でも「この表現に引きずられた感がある。」とのあとがきで記している。 

（２）イノベーション創出のマネジメントに関する研究 

 次は，企業や組織内におけるイノベーション創出のマネジメントに関する視点である。 

入山章栄は（入山 2005）の中で（James G. March1991）を引用して，Exploration（知

の探索）と Exploitation（知の深化）をバランスよく活用することがイノベーション創出の

本質であり，これを「両利き」を目指すと表現している。 

そして，Exploration を「新しい知の探究」，Exploitation を「すでに知っていることの

活用」との表現を用い，（James G. March1991）の冒頭部分を以下のように意訳している。 

・知の探索は「サーチ」「変化」「リスク・テイキング」「実験」「遊び」「柔軟性」「発見」

「イノベーション」といった言葉でとらえられるものを内包する。 

・知の深化は「精錬」「選択(choice)」「生産」「効率」「選択(selection)」「導入」「実行」

といった言葉でとらえられるものを内包する。 

さらに，「両利き」については，「レベル１：戦略の両利き」「レベル２：組織の両利き」

「レベル３：両利きの人材」「レベル４：両利きの脳」を挙げ，「レベル１：戦略の両利き」

はオープンイノベーションと位置付けている。 

ここで提起されている事項は，開発・プロジェクト推進・社内ベンチャーなどの体験や

大学発ベンチャーの支援をしている際に，スタート（知の探索）時点から推進（知の深化）

の段階で，競争力として新たな「知の探索」が必要になった時の資源配分のシフトのマネ

ジメントに直面したことを想起し，向後の取り組みの視点とした。 

（３）オープンイノベーションの動向 

そして，今後，企業が大学と１対１で取り組む共同研究による技術開発・製品開発に加

えて，(Chesbrough2003)・(Chesbrough2006)によって「企業内部と外部のアイデアを組み

合わせることで，革新的で新しい価値を創り出す」ことを目的に，「オープン・イノベーシ

ョン」という考え方が提唱された。 

そして，オープン・イノベーションがもたらす最大のメリットは，これまで自社単独に

よるで広範な研究成果を短い期間に採り入れる活動であるとして注目されている。（一部，

（株）ナインシグマのウェブより引用） 

大企業の事例では大阪ガス（株）の取り組みがある。この研究も当初は採り入れる技術

の供給先を大学に求められ，その支援もさせていただいたが，大学の「知」を技術にする

には経費と時間を要ることが明らかになり，結果として技術の導入先を主に中小企業に求

めて成功を収めたインバウンド・オープン・イノベーションである。 

しかし，自社で取り組むにはノウハウも必要であり，かねてから連携の模索中であった

（株）日本総合研究所と NineSigma 社は平成１８(2006)年にはナインシグマジャパン（株）



 
第３章 産学連携ならびにイノベーションに関する先行研究 

28 
 

を創設，平成２２（2010）には日本オープンイノベーションフォーラムを立ち上げ，１０

回のフォーラムを開催，登録企業はは 100 社を超えようとしている。 

同社は大学にも連携を呼びかけており，この程，同社取締役・星野達也の手になる啓発

書（星野達也 2015）が発刊されている。 

筆者も研究段階で部分的に参加した（丹羽 2010)は一般の日本企業がいきなりオープン・

イノベーションに取り組むのは難しく，社内の事業部間で行うセミ・オープン・イノベー

ションから着手することを勧めている。 

一方，政府でも，平成２７(2015)年 NEDO にオープンイノベーション協議会を設置，加入

社名の公開に同意をしている企業は 490 社としている。 

インバウンド・アウトバウンド・オープンイノベーションの事例では，小規模では「無

印良品」などを手掛けており２０年近い実績を有する「空想システム」がある。当初は，

消費者の夢の実現」範囲であったが，丸の内にオフィスを持つ企業群との連携による「丸

の内プロジェクト」では，ブランド品の開発等成功を収めている。 

一般企業の取り組みはこれからであり，今後は大学等を「場」とし大学等の「知」（研究

シーズ）を活用するアウトバウンド型のイノベーションや企業のニーズの持ち込みも加味

した組み合わせであるインバウンド・アウトバウンド・オープンイノベーションが重視さ

れているが，緒についた段階と言える。 

（４）イノベーション創出を促進する環境整備 

次に筆者は羽衣国際大学で人文社会学系の教員にもわかりやすい解説を求められ記した

「これからのイノベーション」（谷口2007）で選んだのは，(Clayton M.Chritensen 

2001)，(Eric von Hippel 2005)とともに（R.K.Lester and M.J.Piore 2004）であった。 

 筆者がこの書を知るキッカケになったのはこの書の日本語版が発刊される 2 か月前の

2006 年 2 月 4 日に（国）産業技術総合研究所主催のシンポジウムでレスター教授の講演を

聴講した時であり，次の二つの事項が大きな印象として残っている。 

（ⅰ）イノベーション創出において重要な仕組みは，「公共空間」（Public Space）の設定

であり，これまではこの役割を大企業の中央研究所が担ってきたが，この終焉が

指摘される今日，今後は大学がこの機能を提供することが重要である。 

（ⅱ）イノベーションへのアプローチには，「分析型」と「解釈型」があり，「分析型」

は問題解決型のプロジェクトには有効である。しかし，「解釈型」は「問題発見型」

の課題であり，そのためには，第（ⅰ）の「公共空間」が必須である。 

この二つの指摘は，今後の産学連携活動には的確な示唆事項であり，本研究の展開にも

大きな示唆を得ている。 

 このシンポジウムで，企業内におけるイノベーション創出の事例として，本田宗一郎氏

の「ワイガヤ」が挙げられていたが，同社・技術研究所・ワイガヤルームとして２年前に

発足しており，実績を挙げつつある。 

  その後，このシンポジウムにおける講演内容は（水野ら 2007）として発刊され，産総研
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ではオープン・イノベーション・ハブとして，五つのプロジェクトが設定されている。 

  ・高信頼性太陽電池のモジュール開発・評価拠点（つくば・九州） 

  ・蓄電池材料の評価拠点（関西） 

  ・完全密封型組換え植物生産システムの研究開発拠点（北海道） 

  ・ロボットの安全性評価のための研究評価拠点（つくば） 

  ・光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点（つくばセンター） 

 （５）イノベーション創出と産学連携 

  これまでのサーベイの結果，大学に求められることは次の２点と考える。 

  ・制度整備：内外からニーズ・シーズを取り込み， 協創環境を構築するインバウンド・

アウトバウンド・オープンイノベーションへの展開の場としての「公共

空間」の設置        

  ・連携行動：従来の「ニーズ」「シーズ」の把握に加えて協創活動を通じて，新たな「種」

を生み出す「知の探索」への取り組み 

 

３．３ 小括 

本章における先行研究のサーベイの結果， 

・共同研究創成の知識体系化を柱とする筆者の取り組みは，これまでの事例分析・統計

分析などによる研究をマクロな研究と位置づけるとミクロ産学連携研究と位置づける

ことが出来る。 

・産学連携におけるイノベーション創出においては，大学の役割として次の二つが求め

られることが明らかになった。 

・インバウンド・アウトバウンド・オープンイノベーション向け「公共空間」 

   ・「ニーズ」「シーズ」の把握に加えて協創活動を通じた新たな「種」を求める「知

の探索」への取り組み 
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第４章 プロジェクトマネジメントならびに情報の粘着性に関する先行研究 
本章では，本研究の課題認識Ⅲの産学共同研究創成活動の知識体系化の基盤としている

次の二つについて先行研究のレビューを行い，本研究における位置づけを明らかにしよう。 

・プロジェクトマネジメントの発展と研究（４．１節） 

・情報の粘着性に関する研究（４．２節） 

・小括（４．３節） 

 

４．１ プロジェクトマネジメントの発展と先行研究 

本研究では，産学共同研究創成活動を産業界・連携人材・大学の研究者が取り組むプロ

ジェクトと捉え，プロジェクトマネジメント（以下，「ＰＭ」という。）はプロジェクトを

推進する経営手法であり，本研究における知識体系化の基盤と位置付けている。 

 まず，その発展の歴史からレビューを始めよう。 

（１）プロジェクトマネジメントの発展 

 （PM委員会2001）によれば，PMは1940年代から米国の軍事・宇宙開発において国防省

を中心として研究され，実践されてきた。 

米国PMI（Project Management Institute）は，取り組みの集大成として1987年にProject 

Management Body of Knowledge(PMBOK) (PMI1987)として体系化を行い，1996年には 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge(PMBOKGuide)(PMI1996)とし

て改訂を行い，1984年から実施している資格認定活動の促進と普及活動への主力資料とし

て活用している。 

民間では，米国系石油化学企業のプラント建設を機会にエンジニアリング産業界に導入

され，1960年代以降から最近に至るまで総合エンジニアリング，重機械系メーカーや建設

産業で定着してきた。 

そして，1995年以降はIT革命により，情報システム，製造業ファイナンスの分野におけ

るプロジェクトマネジメントへと関心が移っている。 

 以上の記述は，冒頭にも述べたように，次の先行研究の位置づけなどを浮き上がらせる

ために（PM委員会2001)からの抜粋に筆者の知見を加えたものである。 

（２）プロジェクトマネジメント（PM）に関する先行研究 

 一方，学術的取り組みでは1969年にProject Management Journal が発刊され，次いで

1982年にはInternational Journal of Project Managementが発刊，現在も継続発刊されて

いる。 

そして日本では，（中嶋秀隆1998）や（Marion・E・Haynes1989／中嶋秀隆訳1999）な

どのガイドブックの発刊があり，続いて1999年にはプロジェクトマネジメント学会が発足

し，同年から学会誌が編纂されている。 

プロジェクトマネジメント学会誌においても「研究開発」が時々取りあげられてきたが， 

（榎本眞三 2006)のプロジェクトマネジメント学会誌特集「研究開発プロジェクトマネジメ
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ントに寄せて」を見ても 「最近，プロジェクトマネジメントは調達・システム開発（中略）

に広く活用されている。（中略）しかし，研究開発分野では，あまり，活用されていないよ

うである。（中略）しかし，研究開発に適合するマネジメントに関する研究は見受けられな

い。その理由として，研究開発プロジェクトは計画段階での目標設定が曖昧で，プロジェ

クトの遂行に伴い目標が明確になることやこのプロジェクトでは研究技術者の個人的能力

に依存することが多いことが挙げられる。」として，次の１件の研究ノートと３件の解説が

特集として収載されている。 

 ・研究ノート・瀬戸淳「幕末佐賀藩における鉄製大砲開発プロジェクト 

 ・解説１・冨永章；研究開発プロジェクトの性格による類型化 

 ・解説２・神田雄一；研究開発プロジェクトマネジメント 

 ・解説３・加藤和彦；産学連携研究開発プロジェクトにおける課題とその改善事例 

以降，プロジェクトマネジメント学会誌には研究開発分野の取り組みは見られない。 

   このことは，研究開発のような目標設定が曖昧な課題はＰＭでは扱い難いと認識されて

いたと推察される。そして，これらの著書の範囲では「知識体系化」に当って依拠しよう

と思う取り組みは見当たらなかった。 

（３）P2M の開発・国際 P2M 学会の発足および:P2M・Ver.2 の開発 

一方，日本では，1999年，経済産業省の委託により財団法人エンジニアリング振興協会

に実務家・学識経験者によるPM導入開発委貞会が発足，P2M*が完成した。 

（*Project & Program Management）が完成した。 

このことは，（Marion・E・Haynes1989／中嶋秀隆訳1999）の解説編でも「日本からの

発信P2M」として海外のPMの標準化とともに大きく取り上げている。 

そして，P2Mの啓発活動としては、（小原重信2002）が普及・啓発の書として先導を務め

ていたが，2005年10月には国際P2M[プロジェクト＆プログラム]学会が発足し，翌(2006)

年から学会誌が編纂されている。 

次に，事態が大きく動いたのは(山本秀男 2009)などの学術成果と併せて国際 P2M 学会で

その成果を（国際Ｐ２Ｍ学会 2009）「P2M Version 2.0 コンセプト指針」として，標準に準

じる形で世に出されたことであり，この指針を基に筆者の実証モデルとして「産学共同研

究創成モデル」の内，「フレームモデル」の構築が大きく前進することとなった。 

（４）成功要因：CSF（Critical Success Factor）に関する先行研究 

 次には，「フレームモデル」に搭載するコンテンツに関する先行研究のサーベイを行うた

めに，（Moris,Peter W.G & Jeffery K.Pint2004) The Wiley Guide to Managing Projects,

の主に次の二つ章の先行研究のサーベイを行った。 

 ・Chapter Five：Project Success by Terry Cooke-Davies (pp99-122) 

  ・Chapter Fifty-one：Managing New Product Development Projects by Dragon 

Moisevic(pp1287-1314)                        

 Chapter Five：Project Success においては，（Slevin D,P. and J.K. Pinto 1986)が提起
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した「The Ten Factor Model」，さらには，（Pinto. J.K. and D,P. Slevin 1988) でこの

１０個の要因を筆者の想定に近い４フェーズに配している概念は，産学共同研究マネジ

メントモデルの構成要素に近い概念であることを見出だした。 

 さらには，（Pinto. J.K. and Jeffrey G. Covin 1989) による研究開発分野と建設分野に

おけるフェーズと要因の配置の差異に関する研究は，このモデルの有効性を強く感じる

に至った。 

 その後もこの分野の多くの研究が（Pinto. J.K. and D,P. Slevin 1988)を引用している

こと，更には，最近のこの分野のレビュー（Lavagnon A. Ika 2009)においてもこれを

ルーツとして評価しており，基本的な先行研究として受け止めることが出来よう。 

 次に，産学共同研究が R&D であることから，Chapter Fifty-one：Managing New 

Product Development＊Projects（＊以降は NPD と略す）をレビューすると（P.G.Smith & 

D.G.Reinertsen 1998)による「３フェーズ」や（Shona L Brown ,& Kathleen M. 

Eisenhardt 1995)による CSF の研究はモデル構築の参考とした。 

 

４．２ 情報の粘着性に関する先行研究 

本研究における制度整備の要は産業界・連携組織・研究者間の情報授受の難易度であり，

その考察を行う際のコンセプトとして活用する概念である。 

緒論などで，“産学連携は「産」「学」「連」によって取り組まれるプロジェクトマネジメ

ントである”と記述してきたが，これを具体的な活動に焦点を当てて記述すると三者間で

コンセプトや情報の授受・共有・醸成が行われるという側面を持っており，この効率に配

慮した「制度整備」如何によっては連携部門の活性度に大きく関わると思われる。 

この情報の授受の効率を表す指標として，（Eric. von Hippel 1994）が提唱する「情報の

粘着性」という概念がある。 

そこで，ここでは次の二つに分けて，この概念について考えてみよう。 

・「情報の粘着性」に関する先行研究 

・組織間の情報授受と「情報の粘着性」 

（１）「情報の粘着性」に関する先行研究 

 少し主題から外れるが，Eric. von Hippel（1941 生）の関心事は科学機器の開発における

イノベーションが科学者というユーザー主導で行われてきたことにあり，そのことを（Eric. 

von Hippel 1976）（Eric. von Hippel 1977）により世に問われ，その後の幾つかの研究の

集大成を 1988 年に The Source of Innovation として世に出された。 

そして，当時，教授の研究室にあった榊原清則により，1991 年に『イノベーションの源

泉～真のイノベーターはだれか～』として日本に紹介されている。 

 下って，教授の下で博士研究生であった小川進は，コンビニの商品開発が消費者の声を

基進められていることに着目，（小川進 1997）,(小川進 1998)，（小川進 2000）などと研究

に取り組み，その集大成として「情報の粘着性」に注目した研究を「イノベーション発生
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の原理」（小川進 2000）として世に出した。筆者が小川進先生とこの著書に接したのは，こ

の直後の講演会であり，新鮮な気持ちで拝聴した記憶がある。 

 次いで，（川上智子 2005）では，日本の新製品開発組織における分化の冗長性のために，

専門知識の融合がバランスよく行われている現実に対して「バランス分化」という視点を

提起している。 

また，「（小澤伸光・町田欣弥・安積淳 2009）では，北関東地区の中小企業の業容展開を

「情報の粘着性」から考察している。 

 以上のレビューの範囲では，産学連携や共同研究創成における「情報の粘着性」に関す

る研究は見られず，本研究における考察は新規な取り組みと考える。 

 最後に「情報の粘着性」そのものについて，（椙山泰生 2000：高橋伸夫編）と小川の解説

からまとめておこう。 

（椙山泰生 2000：高橋伸夫編）では，「情報の粘着性」を決定する要因として，①受け手が

利用可能なかたちにする過程と②移転する過程にかかる費用に分けて考えており，小川も

ほぼ同様な見解を示している。 

① 費用を決める要因としては，（ⅰ）情報そのものの性質と（ⅱ）情報の受け手と送

り手の性格に分けている。そして，（１）の情報の性質として「暗黙知・形式知」「情

報の複雑さ」，（ⅱ）では，受け手の能力，双方の信頼性などを挙げている。 

② 移転そのものにかかる費用としては，（ⅰ）情報の量，（ⅱ）情報の媒体，などを挙

げている。 

（２）組織間の情報授受と「情報の粘着性」 

 本研究の中心課題である産学連携活動では，「産」・「学」・「連」の間における円滑な情報

の授受が連携の成果に大きな影響を与える。 

 そこで，研究の中では，大学の内部組織と外部組織間における粘着性の差異，プラット

フォームの構築（Gawer, A., and Cusmano,M.A. 2002）による粘着性の変化，ルーズなカ

ップリング（土谷茂久（1996），など，組織化による差異を考察しつつ研究を進めたい。 

 

４．３ 小括 

（１）プロジェクトマネジメントについて 

  P２M（プロジェクト＆プログラムマネジメント）ならびに CSF（クリティカル・サク

セス・ファクター）の活用により，産学共同研究創成フレームモデルおよびマネジメン

トモデルの構築の見通しが得られた。 

（２）「情報の粘着性」について 

この概念の導入によって，「連携行動」と「制度整備」の関係性を情報の授受の効率と

いう概念で把握ができ，「プラットフォーム」や「ルースカップリング」などの組織化概

念を導入することによって，「連携行動」と「制度整備」の関係性を情報の授受の効率性

という概念で分析できる理論的依拠を手にすることが出来た。 
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第５章 経営関連分野の先行研究 
 第３章においては，産学連携共同研究創成活動の知識体系化を従来の研究に対してミク

ロな研究と位置づけ，イノベーション創出については大学の役割について考察した。 

 第４章においては，P２M（プロジェクト＆プログラムマネジメント）ならびに CSF（ク

リティカル・サクセス・ファクター）の活用により，産学共同研究創成に関わるモデル化

の見通しが得られた。 

また，「情報の粘着性」の概念と「プラットフォーム」や「ルースカップリング」などの

組織化概念を導入することによって，「連携行動」と「制度整備」の関係性を情報の授受の

効率という概念で分析できる理論的依拠を手にすることが出来た。 

本章では，産学連携によって創出されるイノベーションの受け手である産業界が如何な

る実態にあるのか，経営分野の研究をレビューすることで確認をしておこう。 

次の分野に分けて考察を行おう。 

 ・企業経営（５．１節） 

 ・「知」の科学・知識科学（５．２節）  

 ・技術経営（MOT）・自前主義への警鐘（５．３節） 

 ・産学連携による「集積知」の多面的な活用（５．４節） 

 ・小括（５．５節） 

 

５．１ 企業経営 

 本節では産学連携で重要なパートナーである産業界の経営における「産学連携」の位置

づけを明らかにすることにより，本研究の出口の一つである政策提言への接点を求めたい。 

 筆者は，第３章の産学連携・イノベーションや第４章で考察したプロジェクトマネジメ

ントなどの経営分野の理論に接する前に，この分野に近い研究開発部門のスタッフとして

手にした書籍としては筆者が就職した住友電工社長であり通商産業省・産業構造審議会情

報産業部会長や科学技術庁科学技術会議議員であったの北川一榮の書籍であった。 

北川が提唱する「創造的破壊の精神」（北川一榮1966)は，35年後の2001年に「イノベー

ションのジレンマ(Clayton M. Chritensen 2001)」と出会った際にはその近い発想に驚き

を禁じ得なかった。 

北川と同年代の経営者としてソニーの（小林茂1966）続いて，「コンピュータ・マインド」

（北川一榮1970）などに接する機会を得た。そして，北川一榮社長からは直々ご教示を受

ける機会もあったが，この機会に著書を読み返して，その頃の教訓を噛みしめている次第

である。 

少し，下って，技術経営（MOT）の認識は無かったが，（山本通隆1971）などを知り，

感銘を受けた記憶がある。さらに，下って，（Chester I. Barnard 1968)（訳・編飯野春樹・

有斐閣1979）などこの最近に再度学びの機会を得るとは考えなかった。 

 



 
 

35 
 

５．２ 「知」の科学・知識経営 

 次に関心を持つに至ったことは，川喜多二郎先生との出会いである。（川喜田二郎1967）

や（川喜田二郎1970）など書籍を介してより，いきなり，二泊三日の研修会での出会いに

続き，個人的な往来が続いた。 

この中で，W型解決法と呼ばれる手法はP2Mにも通じるものであり，以降の筆者の思考

課程や情報の共有の手法などでは重要な位置を占めており，広域ＣＤとして事例集の編集

において，タイトル付けの際にはＫＪ法におけるグループ化後の表札付けの研鑽が随分と

役立ったことは大きな収穫である。 

 次いで，一般的な「知識科学」では無く，「経営学」の分野ではあるが，（野中郁次郎1990）

を皮切りに，「暗黙知」・「形式知」や，「SECIモデル」などが経営学の分野の話題となる。 

 この間に，1995年にはWTOの発足により「知的財産権」とISOなどの「標準化」が企業

経営の重要な環境となり，そして，（清水 博ら2000）による「場」「協創」などイノベーシ

ョン創出の環境づくりにも通じる研究がなされている。今，更には，「ＩoＴ」が新たな産

業革命環境として企業運営の上で重要課題となりつつある。 

 

５．３ 技術経営（MOT）・自前主義への警鐘 

 日本で技術経営（MOT）の必要性を説いたのは，元・通商産業省の初代・技術審議官で 

あった坂倉省吾であり，研究・技術計画学会（2015に研究・イノベーション学会へ改称）

の創設に当りの提唱者の一人である。 

その発端は，氏が 1973 年に通商産業省代表部の技官として在米中に MIT・Sloan School

の夏季セミナーを受講したことに端を発する。（坂倉省吾 2000）によれば MOT の範囲と

して次の４項目が挙げられている。 

(１)  企業の研究所レベルを中心とするミクロな R&D マネジメント 

(２)  企業の R&D，設計・生産・マーケティング，ファイナンス等すべてをカバーするコー

ポレートポリシーの一環としてのテクノロジーマネジメント 

(３)  政府（中央および地方）の政策の一部としてのサイエンス＆テクノロジー・ポリ  シ

ーおよびそれに対応する企業のマネジメント 

(４)  世界的視野での R&D 活動の展開と各国のサイエンス・テクノロジー・ポリシーの調

和を図るテクノグローバリズム 

この視点には，産学連携の視点が希薄である。 

 下って，受託研究・共同研究が中心の産学連携に風穴を開けたのは，文部省ならぬ通商

産業省であった。 

1995 年の科学技術基本法の制定，1996 年の第１期科学技術基本計画(1996～2000 年度)

の策定を受けて「技術移転」へと進めるために通商産業省・産学連携推進委員会（1997 年

９月～1998 年３月）の議論を経て，1998 年５月には大学等技術移転促進法の制定（所謂・

TLO 法）へと政策は展開して行った。 
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 この通商産業省の委員会には，関西からは，村井眞二（大阪大学），中村卓（大阪ガス），

木野明（立命館），谷口（（財）大阪科学技術センター）が参加を要請された。 

その後，大阪大学内や（財）大阪科学技術センター設置の委員会などで検討が行われた

が，大阪ガス（株）と立命館がベースとなった関西ティー・エル・オー（株）の設立（1998

年10月）へと展開して行く。 

   この最中に，(Rosenbloom R.S & Spencer W. J. 1996, 西村吉雄訳 1998)が『中央研究所

時代の終焉～研究開発の未来』として自前主義への警鐘を発した。 

 このことは，自身も参加した PICMET’97 で，主催者である Kocaogle（1997）は基調講

演の中で次のように述べている。 

・Rapid changes and Complexities of technology require significant Collaborations 

among industry, government and academia.  

（亀岡・谷口 2005）においても「産学官の三者の連携活動を基盤としている学会にも拘

わらず産業界からの学会発表少ない。」ことから産業界の感覚からのズレを指摘している。 

そして，学会有志が米国で育った技術経営（MOT）の激変する企業環境に対応への限界

を指摘し，日本に根ざした技術経営（MOT）を目指して，編集委員長に野中郁次郎を迎え

て「日本版 MOT」（MOT テキストシリーズ）（全１０巻）が 2005~2009 に刊行された。 

この中では，各巻で「イノベーション」への対応を課題にしている。 

その後，日本の大企業の自前主義は改善されたのであろうか？ 

東京大学シンポジウム「企業と大学：共同研究の在り方」(2011)における奈良先端科学技

術大学院大学・産官学連携推進本部副本部長・久保浩三は次のように述べている。 

 「日本の大企業から見た大学との共同研究の考え方」 

１．大学から将来の事業となるアイデアは欲しい。 

（この段階では費用の発生が無い NDA 位で済ませたい。） 

２．その中で目ぼしいモノがあれば，２～３百万円くらいで委託をし，フィージビリテ

ィスタディを行いたい。そして，旨くいきそうであれば社内で更なる研究をする。 

（日本の大学の共同研究は殆どこのタイプである） 

３．本当に開発を行いたいテーマについては２～３千万かけて大学に委託する。しかし，

日本の大学とは限らない 

また，（赤池伸一・細野光章 2013）による大学並びに企業研究者（各 3000 人）へのアン

ケート調査（回収率約２５％）においても，「産学連携研究内での最重要発明の商業化」に

ついて「はい」との回答も次の通りであり，大企業では，産学連携による成果への依存度

が小さく，自前主義の一端を表していると考えられる。 

・小規模企業では４５％（N=２９） 

・中小企業では ２８％（N=１５１） 

   ・大企業では  １０％（N=４７６）   
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５．４．産学連携活動による「集積知」の多面的な活用への合意 

 産学連携活動の成果の内で共同研究による成果物の産業界への移転は「発明取扱規程」

など知的財産の視点で規程があるが，共同研究そのものの広報活動などに関する規程類の

整備は今後の課題であると思われる。 

 これを課題として採りあげる背景は，「共同研究」そのものの広報や人材育成プログラム

として活用する時の公開規程などの整備はあまり進んでいるとは感じられないことにある。 

 関連した二つの事例を紹介しよう。 

＜事例１＞ＭＩＴにおける研究成果の教材への活用 

 アメリカ大使館における調査研究（Suzanna Berger and MIT Industrial Performance 

Center2005)の報告会の場で，この成果の産業界へのフィードバックについて質問した所， 

「産業界へのフィードバックは当然のこととして，成果を学生の教材とする企画を進めて

いる。グローバルに活動できる学生の育成には生きた産業界の調査成果が一番」との回答。 

 重ねて，「調査対象の企業の了解は？」との質問に「書籍・教材，いずれの公開も合意を

得ている。」との回答。 

＜事例２＞補論の３Ｍ社での講話時の事前合意サイン（詳細は“補論”§４．１ご参照） 

 このような合意がアメリカの産業界では日常に行われていることが様々なオープン化の

背景にあり，大学の「知」の多面的な展開に向けて整備を働きかける必要がある。 

 本件は，大学側の整備事項ではあるが，産業界がこの種の対応には保守的であることか

ら本章で取り上げた次第である。 

 なお，日本でも（（国）名古屋工業大学・産学官連携センター2014）のように産業界と

の連携成果を素材とした発刊があり，他大学でもこのような事例が続くことを期待したい。 

 

５．５．小括 

 ・経営分野，技術経営（MOT）の研究では産学連携の視点は極めて希薄と言わざるを得

ない。 

 ・さらに，技術経営分野の研究結果からは，大企業においては自前主義からの脱却が十

分に進んでいないと推察され，産学共同研究を進める上で，企業の意図を十分に把握

することが重要であると考える。 

 ・産学連携成果の多面的な活用に向けて，産業界側の賛意が得る制度整備の必要性につ

いて考察を行った。 
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第６章 実証モデルの構築  
実証モデル構築の研究は，第２章でも記述したように，文科省 CD の時期から連携活動

に取り組む連携人材の活動を体系化したいとの想いを持つに至り，模索をしてきた。 

本章では，これまでの先行研究等を基に次章の実情調査に向けて，次のステップで実証

モデルの構築を行う。 

 ・実事例を用いた事前検討（６．１節） 

 ・産学共同研究フレームモデルの構築（６．２節） 

 ・産学共同研究マネジメントモデルの構築（６．３節） 

 ・小括（６．４節） 

 

６．１．実事例を用いた事前検討 

 知識体系化の可能性を見極め，体系化を模索するために次のプロジェクトを素材に事前

検討を行った。 

 ・真贋判定システム「プラゲノム」プロジェクト（ヘキサケミカル(株)） 

（谷口 2012）並びに（事例集 2007)，（事例集 2010)を引用してまとめる。 

 ・「人間の動作解析からプレイヤー個々に適した用具の開発」（住友ゴム(株)） 

10 年以上継続されている課題であり，結果としては「スイング判定システム」とし

て製品化されており，事前検討は当事者との面談によって行った。                 

６．１．１．真贋判定システム「プラゲノム」プロジェクト 

 この事前検討は，（谷口 2009）で提起した産学連携の知識体系化への第一歩として P2M

の３ステージモデルを用いてフレームワーク整備の事前検討をしたものであり ，次の視

点に焦点を当てて記述していこう。  

① モデル構築におけるステージと関わる人物とその役割の認識 

② 人物の役割とそのシフト 

③ モデル化における CD 活動の要諦 

（１）モデル構築におけるステージと関わる人物の役割の認識 

このプロジェクトは，大阪大学で CD 業務についた 2001 年 12 月，（株）ヘキサケミカル・

福井眞彌社長から構想説明を受け筆者

の一つ返事に社長から「この構想解り

ますか？」との問。「すばらしい構想と

思いますよ。」との返事に対して社長か

ら電子系ＣＤに相談したところ，「これ

からはＩＣチップの時代。」と相手にさ

れなかったとの事実の紹介があった。 

筆者は企業時代から光化学との関わ

りが多くこの構想の可能性を確信した。    図６．１ プラゲノム構想 
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その時，福井社長の手元では，社長と親交があった大阪大学都福仁名誉教授の慧眼で，

識別物質として工学研究科・柳田祥三教授（現・名誉教授）の研究成果を，光学検出機構

として理学研究科・兼松康男助教授（現・教授）の光学分析における精度向上に関する研

究成果を組み合わせることが提起されていた。 

 この「プラゲノム」はプラスティックに目には見えない識別物質を用いてプラスティッ

ク材料を識別しようとの構想に福井社長が命名されたプラスティックへの色素添加剤を社

業とする同社（以降，「Ｈ社」という。）の創業３０周年記念次世代プロジェクトであり，

６階層からなる開発および事業展開が想定されている。 

従って，プラゲノムと筆者との出会いの時期は，概ね，関係者間でコンセプトの共有化

が図られており，研究開発のスタートポイントであり，筆者への期待は，円滑な共同開発

契約の締結，研究資金の確保ならびに市場開発支援であることが明らかになった。 

（２）各ステップにおける開発活動 

ここでは，次の各ステップに基づく開発活動についてＰ２Ｍ・Ver.2 による３Ｓモデルに

沿って記述し，各ステップにおける筆者の支援・対応について記述して行こう。 

・ステップⅠ：研究開発（構想の原理・限界の把握）→プロトタイプ機開発 

 ・ステップⅡ：技術開発→実用機開発・店頭用実用機の開発 

 ・ステップⅢ：「真贋判定」への転換→真贋判定向け小型実用機の開発 

 ・ステップⅣ：事業展開→小型商用機開発と事業化 

 先ず，ステップⅠに向けて，このフェーズの研究開発支援に相応しい公的研究資金制度

として「地域新生コンソーシアム研究開発事業」（100％助成）への申請を助言し，申請書

作成の支援も行ない幸いにして採択となった。次いで共同研究契約の締結に注力した。 

図６．２  ステップⅠ・ステップⅡにおける活動と成果 

ステップⅠのＢ．産学協働(R&D)段階ではプレーヤーは柳田・兼松とＨ社の研究者に移行

するが，筆者はこれまでも年度末に向け次のステップへの移行が円滑に進むことを見定め，
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助言をするために「研究開発委員会」の組織化を勧めその委員になることとしており，こ

のプロジェクトにおいても同様な方法で追跡することした。 

Ｂステージでの段階の大きな成果としては，識別物質がナノレベルの含有でも識別が可

能であることが確認され，構想実現に大きく前進したことである。 

これを受けてＣ．ステージで機能を満たすプロトタイプ機の開発に成功し，広報活動が

大きく前進したことである。 

ステップⅠの見通しが得られつつある 2002 年 12 月に次のステップⅡの研究開発の環境

整備に向けて相談があり，ステップⅡの目的が技術・実用機の開発であるので 50％助成の

大学等へのベンチャーを起業するための研究開発を支援するマッチング・ファンドが，2003

年度からは中小企業の新創業にも適用されることが判り，申請への支援を行った。 

このファンドにも採択されたので，ステップⅡの目標である実用機の開発ならびに事業

化に向けた市場探索が精力的に進められ筆者も工業会の紹介など支援をしたが，関心は持

たれるもののなかなか実需に結びつかなかった。 

（３）事業化推進段階：ステップⅢ（「真贋判定」への転換）・ステップⅣ（事業展開） 

 ステップⅢのＡ．スキームモデルとして，種々，議論された結果，実用機の価格が市場

要求より高く，いわゆる「ダーウインの海」を渡りきることは困難と思われた時に，「バー

コード」に拘らずに判定物質の有無を測定する「真贋判定」に焦点を絞るというキャズム(ム

ーア 2002)的発想による方向転換が行われて事態は急速に動き出した。  

            図 ６．３ ステップⅢ・ステップⅣにおける活動と成果 

ステップⅢ・Ｂ．で小型実用機の開発を行い，これを用いて「真贋判定」の市場探査と

並行して，ステップⅣ・Ａ．として事業パートナー探索の結果，2006 年秋に至りグローバ

ル商品のメーカーと協業協定を締結するに至った。 

そして，商用機の開発とパートナー企業のサプライチェーンへの組み込み開発が進めら

れ，さらに 2010 年にはもう１社とも協定を結ぶに至り事業連携が推進されている。 
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現在では，「プラゲノム」を採用した企業の生産数量は年間数億個を越している。 

以上の事前検討により，フレームモデル構築における P２M の有用性を確認した。 

（４）「プラゲノム」構想事業化への筆者の関わり 

ステップⅠ・ステップⅡは産学連携による研究開発の色彩が強く，プラゲノムプロジェ

クトにとっても研究開発資金の確保など筆者の支援を必要とし，大学において共同研究を

行う段階であり，筆者の活動内容の区分も明確であった。 

しかし，ステップⅢ・ステップⅣでは産学連携による技術開発・事業開発段階となり，

企業の自走力でプロジェクトを推進できる段階となり，筆者もステップⅡのＢステージ以

降は大阪大学を離れＨ社ともプログラムともスポット的に進捗を知る程度の往来となった。 

しかし，節目には進捗・近況に関わる情報に接する環境を確保しこの報告に至っており，

本節では，表１を引用しつつ，ステップⅡ以降の主な接点について記述する。 

・ステップⅡ： 

2003 年度から経済産業省・MOT 人材育成プログラムの教材制作に関わる機会があ

り，Ｈ社をモデルに教材を作成することを福井社長に打診の結果，快諾をいただき 2004

年度まで断続的に訪問の機会を得た。 

・ステップⅢ・ステップⅣ： 

2005 年Ｇ社から真贋判定向け小型実用機の貸与を受け市場調査の支援の機会を得た。 

2006 年度商用機の製品化とともに（事例集 2007)，（事例集 2010) の編集を通じて

協業の機会を得た。 

2010 年には幹事を務める技術懇談会で福井の講演を設定し近況に接する機会を得た。 

   表６．１ 「プラゲノム」構想事業化と関係者の関わり    

＜注記＞ 

一貫して 

・福井はオーナー 

・都はアドバーザー 

＜略称＞ 

Ｈ社：㈱ヘキサケミカル 

Ｇ社：プラゲノム㈱ 

Ｅ社：電気機器製造 

Ｐ社：プラゲノム連携社 

◎：深い関わりがある。 

○：スポット的に 

   関わりがある。 

△：関わりが希薄である。 

 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

柳田祥三 △ ◎ ○ △ ○ ○ ＿ ○ △ △ △ △

兼松泰男 △ ◎ ○ △ ○ ○ ＿ ○ △ △ △ △

阪大研究者 △ ◎ ○ △ ◎ ○ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

H社・部長１ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ◎

H社・部長２ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

H社・研究者 ＿ ＿ ○ ＿ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

G社・責任者 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎

Ｅ社・関係者 ＿ ＿ ◎ ＿ ◎ ○ ＿ ◎ ＿ ＿ ◎ △

Ｐ社・責任者 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ◎

Ｐ社・担当者 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ◎ ◎

◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ △ △ ○ △ △ △

大
阪
大
学

Ｈ
社
・
G
社

連
携
社

筆　　者

福 井 眞 彌 オ　ー　ナ　ー

都  福 仁 アドバイザー

　　　　　　　ステップ
　人

ステップⅠ ステップⅡ ステップⅢ ステップⅣ
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６．１．２ 人間の動作解析からプレイヤー個々に適した用具の開発 

 前項は，オーナー・プレーヤーが確定していたプロジェクトのサポーターとして参画す

中で，P２M のステップを確認する事例であった。この事例では，いわゆる新製品開発にお

けるファジー・フロント・エンド（Smith，P.，and D.Reinertsen 1991）から自ら実行し，

将に CD として「星雲状態から道筋をつけた」事例であり，マネジメントモデル構築にむ

けて「情報の粘着性」も念頭においた事前検討として，原図を引用しつつ記述する。 

 なお，この解析には中川功一先生のご指導の下，院生毛譚睿君の支援を受けて実施した

ものである。それぞれのシートに関わる特記事項を図の名称の項に記述する。 

（１） 事例調査票①：住友ゴム㈱[SRI]からのアプローチから S 教授確定まで（図６．４） 

    ・SRI からの依頼責任者Ｎ・仲介者 M・筆者の人脈 

    ・筆者の専門外のＣＤ活動（教員探索のために連携部門内での情報共有）    

（２） 事例調査票②：共同研究契約成立後のフォローアップ（図６．５） 

・「WinWin 型共同研究」契約で１０年を越えるリピート契約 

・具体的なアウトプット・アウトカムの確認 

（３） 事例分析：フェーズ毎の連携行動分析（図６．６） 

・Ph1：コンセプト固め ・Ph２：計画確定 ・Ph３：協働段階 ・Ph4：産業化 

・＜成功要因関連図＞ 

（４） 事例記述①：住友ゴム㈱からのアプローチからシート記入依頼まで（図６．７） 

    ・関係者の人脈の妙 

    ・SRI の実務責任者にニーズの明確化に「お問い合わせシート」の活用 

（５） 事例記述②：住友ゴム㈱のシーズの明確化から教員の探索へ（図６．８） 

    ・シート記載内容からニーズの明確化 

    ・「WinWin 型共同研究」の SRI 担当者の任命を要請 

（６） 事例記述③：教員確定から共同研究開始，リピート契約へ（図６．９） 

・順調な滑り出しを見届けて CD としての業務に区切り 

・今回のフォローしたところ，SRI の登録研究員が替わるも今も継続を知る 

  本件は，（事例 2012）に収載され，SRI の責任者からは次のメッセージをいただいた。 

「企業側から技術者を派遣し，大学側が責任を持って教育を実施し，レベルを合わせ

てベクトルを揃え，企業側に必要とする技術を基盤技術の応用から進めるようアドバイ

スを受け，発生する課題に対して新規技術を大学の指導の下で共同開発することにより，

一つづつ克服しながら企業側へその成果の一部を移植し，実用化につなげようとしてい

る仕掛け。こんな仕掛けを作って進められたことが成功要因の一つと考えている」 

二つの事前検討を通じて，モデル構築の連携要素である「制度整備」と「連携行動」

の項目の抽出に繋がったと考えている。  
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    図 ６．４ 住友ゴム（株）[SRI]からのアプローチからＳ教授確定まで 
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        図６．５ 共同研究契約成立後のフォローアップ 
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図 ６．６ フェーズ毎の連携行動分析 
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 図６．７ 事例記述①：住友ゴム（株）からのアプローチとシート記入依頼まで 
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図 ６．８ 事例記述② ：住友ゴム（株）のニーズの明確化から教員の探索へ 
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    図 ６．９  事例記述③：教員確定から共同研究開始・リピート契約へ 
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６．２ 産学共同研究フレームモデルの構築 

本節では，次のステップでモデルの構築を行う。 

・産学共同研究フレーム・「Ｐ２Ｍ・ＶＭ」モデルの構築（６．２．１項） 

・産学共同研究フレーム「４フェーズ」モデルの構築（６．２．２項） 

・実モデルによるフレームモデルの妥当性検証（６．２．３項） 

 

６．２．1 産学共同研究フレーム・「Ｐ２Ｍ・ＶＭ」モデルの構築 

国際 P2M 学会において「産学共同研究の知識体系化の意向」（谷口 2009)を明らかにする

とともに，同年に学会で提示された（山本 2009）や（国際 P2M 学会 2009)の P2M.Ver2

を基盤に，「価値指標マネジメントモデル・VM（Value Management）」を加味した統合モ

デル・産学共同研究フレーム・「Ｐ２Ｍ・ＶＭ」モデルを構築した。（図６．１０） 

若干の説明を加えると，先ず，P2M・VM モデルはフェーズとして視点１として P2M Ver.2

視点２として，産学共同研究にとっては 重要課題と言っても過言ではないと考えている

「イノベーションの創出」を強調するために，P2M・プログラムマネジメントの中でこの

意図にマッチする価値指標マネジメントの「価値」を「出口価値」という表現に置き換え

て配置し，取り組みのフェーズ毎に活動の「出口価値」の進化をイメージする「想定」「認

識」「実現」という表現を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６．１０  産学共同研究フレーム・「Ｐ２Ｍ・ＶＭ」モデル 

このモデルは連携活動の形態や成果を論じるには有用であり，（谷口ら 2011)（谷口 2011）

などで活用してきたが，活動の重要部分である「コーディネート」部分などで「プログラ

ムマネジメント」の視点から実践的な議論をするには十分でないのではと感じていた。 

そこで，次項の産学共同研究フレーム「４フェーズ」モデルの構築に取り組んだ。 

６．２．２ 産学共同研究フレーム「４フェーズ」モデルの構築 

このモデルの構築には，産学共同研究創成の段階を明確にするために P2M・VM モデル

に PM・CSF[R&D] （＊）（Pinto. J.K. and Jeffrey G. Covin 1989）を加味して考案したも

のである。（＊Project Management・Critical Success Factors For R&D） 

具体的には，「A．コーディネート」フェーズにⅠ「コンセプト固め」，Ⅱ「研究計画創成」，

定常活動

視点１：Ｐ２Ｍ Ver.2

視点２： Ｐ２Ｍ・ＶＭ 出口価値[イノベーション]

時間

出口価値の想定

Ａ．コーディネート Ｂ．産 学 協 働 Ｃ．産 業 化

出口価値の認識

出口価値の実現

価値創造の水準

スキームモデル システムモデル サービスモデル

山本秀男・図より谷口作成

定常活動
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を設定し，Ⅲ「産学協働」，Ⅳ「産業化」と合せて「４フェーズ」フレームモデルの構築に

至った。それにつれて P2M・VM の出口価値にも「出口価値の共有」というフェーズを導

入した。 

図 ６．１１  産学共同研究フレーム「４フェーズ」モデル 

ここで，視点４として「連携活動」を採り入れ，本研究において構築するモデルの骨格

であるフレームモデルの構築について記述した。 

６．２．３ 実事例によるフレームモデルの妥当性検証 

構築したモデルの有効性を発案者・連携目的・形態は異なるが，産学連携活動の結果，

出口まで到達した基本形と考える次の７事例で検証を行った。 

事例[Ⅰ]～事例[Ⅲ]と事例[Ⅴ]は筆者の事例であり第２章で記述した。他は事例集を記述。 

 事例[Ⅰ]：低環境負荷金属表面処理に向けたアルミ材に対するノンクロム処理剤の開発 

事例[Ⅱ]：大気圏外で重粒子イオン等の障害を回避する宇宙文向け LSI1 の開発 

 事例[Ⅲ]：目に見えない物質をバーコードとするプレゲノムシステムの商品化 

 事例[Ⅳ]：地元のそばを原料とする「そば焼酎」の開発 （事例集 2007 106-107 頁） 

 事例[Ⅴ]：大学のニーズに応えて地元中小企業がタンパク質結晶装置を開発 

 事例[Ⅵ]：ビタミン B１２入りカイワレ菜を商品化 （事例集 2008 38-39 頁） 

 事例[Ⅶ]：在宅用「立ち上がり補助具」，外出用「自立支援歩行車」を開発 

     （事例集 2008 22-23 頁） 

 各事例の枠に記入した①②・・・の数値はステップ毎に取った連携行動である。 

なお，事例[Ⅶ]では，一度，工学研究科の教員と企業の研究者で①～⑤まで共同研究を進

めたが，市場における評価を得ることが出来ず，連携活動が壁に当たったが，教員側を医

療保健分野・心理学分野など広範なグループとし，その中へ企業の研究者・CD も参画する

連携体制を組み直して，⑥～⑮に到達した事例である。 

次に，個々の活動事項を抽出し，表６．１に番号で記入した結果，フレームモデルの有

効性を確認した。 

視点１：Ｐ２Ｍ Ver.2

視点２： Ｐ２Ｍ・ＶＭ 出口価値[イノベーション]

出口価値の想定

Ａ．コーディネート Ｂ．産 学 協 働 Ｃ．産 業 化

出口価値の認識

出口価値の実現

価値創造の水準

スキームモデル システムモデル サービスモデル

視点３： ＰＭ・ＣＳＦ（Ｒ＆Ｄ）

Ⅰ：コンセプト固め Ⅱ：研究計画創成 Ⅲ：産 学 協 働 Ⅳ：産 業 化

出口価値の共有

視点４： 産 学 連 携
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表 ６．２ 事例によるフレームモデルの妥当性検証 
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６．３．産学共同研究マネジメントモデルの構築 

 第２章で記述したように，産学連携に関する研究は，技術・市場・知財など対象事項に

関わる事例研究など概念的・定性的なマクロな研究が多く連携現場の実活動に則した体系

的・定量的なミクロな研究は少ない。 

 また，成功要因に関しても外部環境や連携人材の資質・能力，ノウハウなどに帰着し，

個人やグループに関する記述になることが多い。そこで，本研究では産学共同研究の段階

を明確にするフレームモデルの各段階に関係者の活動に関わる連携要素を配置することに

より，実活動に関する研究に資するマネジメントモデルを構築した。 

 ６．３．１項では，産学連携とマネジメントモデル構築の基とした P2M ならびに PM・

CSF[R&D]との対比を確認し，産学連携の特質と「連携要素」として「制度整備」の必要

性について記述し，６．３．２項では「連携要素」の概要を記述し，６．２．３項では，

フレームモデルに連携要素を配置してマネジメントモデルへの構築について記述する。 

 なお，以降，産業界を「産」，大学の研究者を「学」，連携部門人材を「連」と略称を用

いる。 

６．３．１．マネジメントモデルの構築と連携要素：制度整備・連携活動 

フレームモデルに「連携要素」を配置してマネジメントモデルを構築するに際して，基

とした①P2M の管理知識と②PM・CSF[R&D]のサブ項目を再確認し，モデルへの組み込

みについて記述する。 

① P2M のプログラムマネジメントの管理知識（表６．３） 

② PM・CSF[R&D]の各フェーズにおけるサブ項目（表６．４） 

表６．３に，マネジメントモデルのフェーズに対応する P2M の管理知識を示す。 

  表６．３ マネジメントモデルのフェーズとフレームモデルとの対比 

ﾌｪｰｽﾞⅠ ﾌｪｰｽﾞⅡ ﾌｪｰｽﾞⅢ ﾌｪｰｽﾞⅣ

システム サービス

プロファイリング

マネジメント

戦略

マネジメント

アーキテクチャー

マネジメント

プラットフォーム 　「産」・「連」→

マネジメント 　「学」・「連」→

ライフサイクル

マネジメント

価値指標 出口価値の 出口価値の 出口価値の 出口価値の

マネジメント 「想定」 「共有」 「認識」 「実現」

1.Concept･･･ 2 .Planning 3 .Execution 4 .Termination

（1.Mission) （1.Mission) （1 .Mission) （1.Mission)

（1 .Conceptualization）

PM・CSF[R&D]

「産」・「学」・「連」 「産」・「学」（「連」） 「産」（「学」「連」）

（「連」） （「連」）

「連」

Mgt モデルフェーズ

P2Mモデル 　スキーム

管
　
理
　
知
　
識

「連」

「連」
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第一に P2M の「価値指標マネジメント」については，前項の図６．１・図６．２に示し

たように産学連携では関係者が常に念頭に置くべき概念であるので，各フェーズに「出口

価値」の「想定」「共有」「認識」「実現」として組み込んでおり，次項では説明を加えない。 

第二に，表６．３に示す PM・CSF[R&D]のサブ項目については各フェーズに，１.Mission 

が挙げられているが，これもフレームモデルに「価値指標」として組み込んでいること同

様と考えており，次項では（ ）で表示して特段の説明は加えない。 

第三に，「産」・「学」・「連」の特質と各フェーズにおける連携活動を顕著にするために，

６．２．３節では各フェーズに対応したプラットフォームマネジメントの視点を導入し，

フェーズの進展による変遷と「オーナーシフト」について考察する。 

         表 ６．４ PM・CSF[R&D]のサブ項目 

先ず，PM・CSF[R&D]の主対象である研究開発活動と産学連携の差異を考察し，「連携

要素」として「制度整備」の必要性について考察する。 

PM・CSF[R&D]は P2M が提唱される以前の 1990 年頃に，主に，PM 研究者やコンサル

タントが企業の研究開発活動へのコンサルティングツールとして研究した領域ではあるが，

そのサブ項目はP2Mのプログラムマネジメント管理知識に通じる事項から構成されている。 

しかし，PM・CSF[R&D]の対象は企業における研究開発活動であり，企業としてのガバ

ナンスの下，一定の秩序は構築されているために，対応するサブ項目を提示するのみでも

フェーズの進展に沿った活動が期待でき，新たな「制度整備」は必要としない。 

一方，産学連携では（谷口 1013）でも記述したように，「産」・「学」と「連」というミッ

ションが全く異なる活動体による活動であることが特徴であり，各活動体の特質ならびに
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創成活動の各フェーズの特徴をよく理解した上でモデルの構築を行う必要がある。 

先ず，「産」は昨今の連携活動の進展により，連携活動の経験を積み「学」や「連」に関

する知識を有する「産」が増えつつあるが，「連」へアプローチする「産」は経験が少ない

か，これまで接点がある「学」では対応できない課題への対応を期待する「産」である。 

 とりわけ，連携活動の経験が少ない「産」については企業規模・産学連携への理解・企

業文化など大幅に差があり，特段の対応が必要である。 

「学」の基本ミッションは長らく研究と教育とされており，政策的には産学連携は第三

のミッションと位置付けられているが，産学連携に馴染む分野と距離がある分野があり，

産学連携に関わる契機も多様である。また，教授・准教授・助教の立場や年齢・大学間人

事により研究課題の改廃・組換えが行われる可能性も考える必要がある。 

一方，「連」はこのような環境の中で多様な課題に効果的な活動を継続するためには，個々

の「連携活動」に取り組みつつ共通的な取り組みについては「制度整備」として蓄積し，

それを定着させる必要がある。 

このような環境の中で，効果的なマネジメントモデルを構築するために「連携要素」を

「制度整備」と「連携活動」の２群に大別し，それぞれ６個づつ抽出した。 

・制度整備  S１ ：産業界が発案した連携課題の連携部門への移転のルート 

・制度整備  S２ ：研究者のシーズを効果的に把握できる機会 

・制度整備  S３ ：産業界との暫定構想の連携部門内での共有化 

・制度整備  S４ ：研究者の連携シーズに対応する産業界の探索ルート 

・制度整備  S５ ：産業界・研究者間の対等関係の構築（「登録研究員」制度について） 

・制度整備  S６ ：共同研究等の案件を管理する制度 

・連携活動  A１ ：産業界が発案した連携課題の連携部門への伝達内容 

・連携活動  A２ ：産業界・連携部門間で暫定連携構想の固め･･･本気の産学連携の把握 

・連携活動  A３ ：研究者に快く参画いただけるために 

・連携活動  A４ ：産業界との暫定構想への連携パートナー研究者の探索・確定 

・連携活動  A５ ：共同研究の策定：産業界・研究者・連携部門の叡智の結集 

・連携活動  A６ ：共同究等の内容に関するフォローアップ 

６．３．２． 連携要素：「制度整備」「連携活動」の概要 

前項では，「連携要素」を（１）「制度整備」と（２）「連携活動」との２群に大別し，そ

れぞれに「連携要素」を６個づつ抽出したことを記述した。 

これらは，次の６．３．３項のマネジメントモデルへの配置研究の中での設定してきた

ものであるが，次項では配置に関する説明に重点を置くために，本節ではフェーズとの関

わりについては必要 低限に触れつつそれぞれの内容について説明をしておこう。 

（１）「制度整備」 

各大学では，文部科学省調査項目が求める関係規程の整備事項加えて，「産」・「学」との

対応の中で円滑な共同研究の創成・推進のため独自の制度整備にも取り組んでおり，その
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集積は各大学の取り組み効率に大きく影響をしている。 

先ず，マネジメントモデルのフェーズⅠ「コンセプト固め」の「制度整備」として次の

２件を設定した。 

・制度整備  S１ ：産業界が発案した連携課題の連携部門への移転のルート 

・制度整備  S２ ：研究者のシーズを効果的に把握できる機会 

産学共同研究は大きく次の二つに大別される。 

A．「産」から「連」へ「共同研究課題の提起」（「ニーズ起点」と呼称する。） 

B．「連」による「学」が持つ「共同研究課題の把握」（「シーズ起点」と呼称する。） 

連携活動の開始に当たり，連携の成果に大きな影響を持つ「産のニーズ」「学のシーズ」

を的確に受け止める制度として，A に対応して  S１ を，B に対応して  S２ を設定した

ものである。 

  S１ の内容ついては，第７章で事例調査の様式例として図７．２に例示しているように，

「産」が発案内容を「連」へ伝達するルートとして，「１．連携窓口への電話」「２．連携

部門のメーリングリストへ」「３．マッチング・フェアなどでの面談」「４．マッチング・

フェアなどで様式を用いて面談」「５．企業訪問」などを設定している。 

ここでは，「１．連携窓口への電話」よりは「２．連携部門のメーリングリストへ」の方

が情報の粘着性が軽減された方法と位置付けており，また，マッチング・フェアという場

の設定はあるものの「３．面談」よりは「４．様式を用いて面談」の方が粘着性は軽減さ

れた方法と想定しており，この分析は第８章に譲る。 

   S２としては特許相談や各種申請書類の作成支援など「学」との協働機会を想定してお

り，本件についても粘着性の分析は向後の「制度整備」とともに第８章に譲る。 

次に，フェーズⅡ「共同研究計画」に次の３件を設定した。 

・制度整備 S３ ：産業界との暫定構想の連携部門内での共有化 

・制度整備  S４ ：研究者の連携シーズに対応する産業界の探索ルート 

・制度整備  S５ ：産業界・研究者間の対等関係の構築（「登録研究員」制度について） 

  S３ は，「産」の発案に対応する「学」の探索を「産」に対応した「連」の担当者のみ

でなく広く部門メンバーと協働するために「産」との接触で得た「暫定構想」を部門内で

共有する方法として，定期的会合やメーリングリストの設定などを想定している。 

  S４ は， S２ で「連」が把握したシーズを「産」が探索するルートとして Web 上のシ

ーズ集・冊子体のシーズ集・JST 新技術説明会などを想定しており， S４ はフェーズⅠで

も活用されるが，「産」と「連」との面談でシーズの絞り込みには対話資料として，より有

効であり，フェーズⅡに配置した。 

  S５ は，フェーズⅢ「産学協働」に於いて「産」と「学」が対等関係を構築するために

「登録研究員」の設定を勧めており，実情調査では各大学に制度の有無を質問している。 

 後のフェーズⅢ「産学協働」には組織としてフォローアップ制度として，次の１件を

設定した。 
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 ・制度整備  S６ ：共同研究等の案件を管理する制度 

 内容としては，共同研究の管理リストや知財関連の文書・公的資金制度への申請書など

を含めたファイル管理などを想定しており，既に，実施している大学があるが，実情調査

では今後の課題との指摘が多い事項である。 

（２） 「連携活動」 

両輪関係にある「制度整備」がこれまでに部門で従事した「連」の整備活動の集積であ

るに比して，「連携活動」は現要員の素養・経験に大きく依拠するため，人材育成プログラ

ムで強化・育成が求められる所以であり，これまでも政策としては「制度整備」同様，そ

れ以上に重視されてきた活動である。 

フェーズⅠ「コンセプト固め」には次の３件を設定した。 
・連携活動  A１ ：産業界が発案した連携課題の連携部門への伝達内容 

・連携活動  A２ ：産業界・連携部門間で暫定連携構想の固め･･･本気の産学連携の把握 

・連携活動  A３ ：研究者に快く参画いただけるために 

  A１ は， S１ によって産業界から受けた発案内容の明確化の度合いとして，一番明確

な「１．概ね 100%であり，ほぼ１回の面談で課題を確認できる。」から「５．20%未満であ

り，かなりの面談が必要である。」まで５段階の状況を設定しており，第８章の成功要因分

析において，「制度整備」 S１ との相関関係を求める尺度として活用している。 

  A２ は， S１ により得た産業界からの発案について「連」が「産」との面談をする機

会に，「・企業や研究所における優先度」，「・投資できる資金」，「・投入できる研究要員」，

など企業の本気度を聞き出すことを勧めている。 

  A３ は，「学」の全員が産学連携に熱意を有しているとは限らないため，「学」の絞り込

みに際して，「連」が「学」への配慮として留意する点として，連携による「１．研究内容

の拡がり」，「２．現研究との整合性」や，「３．政府・学会活動などの要職で多忙では？」

などの事項を想定した。 

 フェーズⅡ「研究計画創成」には次の２件を設定した。 

・連携活動  A４ ：産業界との暫定構想への連携パートナー研究者の探索・確定 

・連携活動  A５ ：共同研究の策定：産業界・研究者・連携部門の叡智の結集 

  A４ は，「制度整備」フェーズⅡ S３ の暫定構想の共有化を経て研究者の探索・確定活

動であり，「１．１～２名の探索で確定」，「２．２～５名の探索で確定」，「３．５名超の探

索が必要」など各大学における取り組みを把握する項目である。 

  A５ は，共同研究の創成に向けて「産」「学」「連」が叡智を結集し，「１．出口の共有」，

「２．知的財産の確保」，「３．達成時期の確認」「４．対等の立場の確保」など今後の活動

が円滑に進むよう，「連」の力量発揮が期待される活動である。 

フェーズⅢ「産学協働」には「制度整備」の  S６ に対応して次の「連携活動」を設定

した。         

・連携活動  A６ ：共同究等の内容に関するフォローアップ 
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 「連」個人としての活動であるが，「プラゲノム」のような中小企業との連携については，

陰に陽に見守り，必要に応じてそっと手を差し伸べる姿勢が望まれる。 

６．３．３ 各フェーズに対する連携要素の配置 

６．３．１項では，フレームモデルに「連携要素」を配置してマネジメントモデルを構

築するにあたり，基とした①P2M の管理知識ならびに②PM・CSF[R&D]のサブ項目との

関連について記述し，②が主な対象としている産業界の研究開発活動と産学共同研究との

差異に関する考察を基に，産学共同研究モデルにおける「制度整備」の必要性について記

述し，「連携要素」として各６個の「制度整備」と「連携活動」を設定したことを記述した。 

そして，前項では，本項で「連携要素」の配置に関する記述に重点を置くことができる

ようにこれら６個の内容について記述を行った。 

本項では，フェーズの進展に沿って，各「制度整備」「連携活動」を配置に取り組んだに

重点を置いて記述する。  
（１）フェーズⅠ：コンセプト固め 

連携活動の開始に当たり，「産のニーズ」「学のシーズ」を正しく受け止め今後に備える

P2M のプロファイリングマネジメントに対応するフェーズであり，フェーズⅡ以降の活動

の品質を大きく左右する。PM・CSF[R&D]においても一番重視されているフェーズであり，

以下のサブ項目が配置されている。 

・PM・CSF[R&D]：Phase 1: Conceptualization のサブ項目 

（１．Mission，）4.Client Consultation， 5.Personnel ，14.Urgency  
具体的には，主に①「産」・「連」ならびに②「学」・「連」の二者による情報やコンセプ

トの交換・共有を通じて信頼醸成の場であるプラットフォーム形成のフェーズでもある。 

先ず，活動①に対しては次の「連携要素」を配置した。 

・制度整備  S１ ： 産業界が発案した連携課題の連携部門への移転のルート 

・連携活動  A１ ：産業界が発案した連携課題の連携部門への伝達内容 

この二つは，「連」が「産」のニーズを的確に把握する「制度整備」と対応する「連携活

動」であり，「産」・「連」間のプラットフォーム構築の第一歩である，この捌き如何で，以

降の「産」「連」間の連携活動の円滑な推進を左右するといっても過言ではない。 

次の  A２  は，「連」が「産」との協業を通じて信頼関係をより強固にする活動であり，こ

の活動を通じて「産」「連」間のプラットフォームが確立される。 

・連携活動  A２ ：産業界・連携部門間で暫定連携構想の固め･･本気の産学連携の把握 

一方，「連」にとって「学」は，「産」に比して身近な存在であり，シーズに接するプロ

グラムを準備して，対応の可能性を確保することが肝要であるので， S２ を設定し，一方，

前述のように「学」の基本ミッションは研究と教育であるので，快く連携に参画いただけ

る工夫も必要であり， Ａ３ を設定した。 

・制度整備  S２ ：研究者のシーズを効果的に把握できる機会 

・連携活動  A３ ：研究者に快く参画いただけるために 
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なお，「学」への対応として，「産」への対応における  A２ に相当する活動は，「学」に

ついては平素から往来もあり，その必要性は希薄であるために割愛した。  

ここで，「産」・「連」，「学」・「連」それぞれで構築するプラットフォームにおけるオーナ

ーについて考察する。 

いずれの場合も，次のフェーズⅡにおける合意形成を円滑にするためには，オーナーに

関しては「産」「学」それぞれの上位者をオーナーとして相互認識をしつつ，「連」が影の

オーナー的な立場を確保することが望ましいと考えている。いわゆる「連」は黒子に徹す

ると言われる所以である。 

（２）フェーズⅡ：研究計画創成 

 このフェーズの活動は，フェーズⅠにおける「産」・「連」，「学」・「連」それぞれによる

コンセプト固めを受けて，「産」・「学」・「連」の３者がフェーズⅢ産学協働に向けて叡智の

結集を図る共同研究創成の中核活動である。 

P2M の戦略マネジメント・アーキテクチャーマネジメントに対応し，PM・CSF[R&D]

においても中核活動と位置付けられ，次のサブ項目が配置されている。 

・PM・CSF[R&D]：Phase 2:Planning のサブ項目  

（1.Mission）， 13.Environmental effects，3.Project Schedule/Plans，  

8.Monitoring und Feedback ，7.Client Acceptance.  
 産学共同研究創成活動において，フェーズⅠが「産」・「連」，「学」・「連」の２者間の情

報共有であったに比して，３者の利害の調整局面であり，共同研究の成否を分けると言っ

ても過言ではないフェーズであり，次の連携要素を配置した。                     

・制度整備  S３ ：産業界との暫定構想の連携部門内での共有化 

・連携活動  A４ ：産業界との暫定構想への連携パートナー研究者の探索・確定 

・制度整備  S４ ：研究者との連携シーズに対応する産業界の探索ルート 

 先ず，連携部門の規模にもよるが，「産」との暫定構想を部門内で共有し，「学」の選択肢

を確保するとともに，制度として「産」に提示できる「シーズ集」などの情報を準備する。 

 次いで，三者による共同研究の作成に向けて叡智の結集を図る。 

・連携活動  A５ ：共同研究の策定：産業界・研究者・連携部門の叡智の結集 

・制度整備  S５ ：産業界・研究者間の対等関係の構築（「登録研究員」制度について） 

ここで，プラットフォームマネジメントの視点から「①プラットフォームの結合」と，「②

オーナー環境の確保」を強調しておきたい。 

先ず，①プラットフォームの結合に関しては，フェーズⅠの「産」・「連」，「学」・「連」 

間のプラットフォームを結合して，「産」・「学」・「連」三者で構成するプラットフォームの

構築であることを銘記することが重要である。 

次の②オーナー環境の確保については，次のフェーズⅢ以降は特段の事情が無い限り，

「連」の関わりは殆ど無くなるので，フェーズⅢにおいて「産」「学」が対等の立場にたっ

て必要によりオーナーとなり得る「登録研究員」制度の導入を奨めている。 
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（３）フェーズⅢ：産学協働 

 このフェーズになると殆どの大学では契約行為が「連」の手を離れて管理部門へ移行し

活動自体も「産」と「学」による推進となるため，「連」からは見え難くなる傾向にあるが，

将に，P2M のプラットフォームマネジメント・ライフサイクルマネジメントに対応した体

制が求められるフェーズであり，次のフェーズⅣ産業化と併せてフォローアップの体制を

設定する必要があると考えている。 

PM・CSF[R&D]では，以下のサブ項目が配置されている。 

PM・CSF：Phase 3:Execution  

（1.Mission. ） 6.Technical Tasks.  2. Top Management Support.  
以上の考察から次の「制度整備」・「連携活動」各１件の「連携要素」を設定した。           

・制度整備  S６ ：共同研究等の案件を管理する制度 

・連携活動  A６ ：共同研究等の内容に関するフォローアップ 

筆者が１０年に亘ってフォローアップしている事例としては，６．１節の事前検討で記

述した次の事例がある。 

① 真贋判定システム「プラゲノム」の開発 

②「人間の動作解析から，プレイヤー個々に適した用具の開発」 

（上記は申し込み時の課題名であり，「スウィング判定装置」として製品化されている） 

いずれも「制度整備」の中で組織として把握されているものではなく，次のように筆者

が個人的にフォローしてきた事例である。 

①は６．１．１項に記述しているように，個人として関心が強く，機会を得ながら追跡

してきた事例である。 

②は当時の管理システムに関する情報を手元に保管していたため 近把握ができた事例

であり，「制度整備」の必要性を呈している事例と言えよう。 

（４）フェーズⅣ：産業化 

このフェーズに対応するP2Mプログラムマンジメントではプラットフォームマネジメン

ト，ライフサイクルマネジメントならびに価値評価マネジメントが主要な管理知識として

指摘されているが，この内，プラットフォームマネジメントについては各フェーズにおけ

る記述の中で，プラットフォームの構築について記述してきた。 

また，価値指標マネジメントについては，PM・CSF[R&D]の「1.Mission」とともに，

３．１節で対応について記述した。 

PM・CSF[R&D]：Phase 4:Termination  

（1.Mission，） 3.Project Schedule/Plans， 7.Client Acceptance， 6.Technical 

Tasks. 5. Personnel  
 将に，研究開発ではプロジェクトの成果を確認するフェーズであり，P2M ではライフサ

イクルマネジメントとして成果を見届ける必要があるが，産学連携では一部の大学や地域

で特段の組織化を図っているなどの環境を除いては前項で記述したように「連」にとって
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は見え難いフェーズである。 

 

６．４．小括 

 本節における，産学共同研究フレームモデルに次の２群の「連携要素」を配したマネジ

メントモデルの構築により，次章における実情調査における実情調査票の基盤が次のよう

に確立できたと考えている。 

（１）フェーズⅠ：コンセプト固め 

・制度整備  S１ ：産業界が発案した連携課題の連携部門への移転のルート 

・連携活動  A１ ：産業界が発案した連携課題の連携部門への伝達内容 

・連携活動  A２ ：産業界・連携部門間で暫定連携構想の固め･･本気の産学連携の把握 

・制度整備  S２ ：研究者のシーズを効果的に把握できる機会 

・連携活動  A３ ：研究者に快く参画いただけるために 

（２）フェーズⅡ：研究計画創成 

・制度整備  S３ ：産業界との暫定構想の連携部門内での共有化 

・連携活動  A４ ：産業界との暫定構想への連携パートナー研究者の探索・確定 

・制度整備  S４ ：研究者との連携シーズに対応する産業界の探索ルート 

・連携活動  A５ ：共同研究の策定：産業界・研究者・連携部門の叡智の結集 

・制度整備  S５ ：産業界・研究者間の対等関係の構築（「登録研究員」制度について） 

（３）フェーズⅢ：産学協働 

・制度整備  S６ ：共同研究等の案件を管理する制度 

・連携活動  A６ ：共同研究等の内容に関するフォローアップ 
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第７章 実情調査の実施 
大学における産学連携，とりわけ，共同研究の創成活動における課題を明らかにして，イ

ノベーション創出に向けて今後の方向性を見出すために，第６章で構築したモデルを基に，

大学連携部門における制度整備と連携活動に焦点を当てた実情調査票を設計した。 

この調査票を用いて「イノベーション創出に向けた産学連携に関する実情調査」を，平成

25（2013）年度に，嘗て，文科省 CD が在籍した大学の産学連携部門を対象に実施した。 

本章の構成は次の通りである。 

   ・予備踏査の実施（７．１節） 

  ・実情調査票の設計（７．２節） 

 ・実情調査の実施（７．３節） 

  ・集計報告書（７．４節） 

  ・小括（７．５節） 

 

７．１．予備踏査の実施 

実情調査票の設計に当たり，平成 24 年度に１７大学へ次の目的で予備踏査行った。 

① 調査票設計への事例の引用に向けて，筆者が過去１０年余の活動の中で各大学の特徴

と考えている制度整備・活動が今も継続されているかを確認する。 

② イノベーション創出に向けた制度整備の芽を見いだせるかを探索する。 

③  調査票（案）の検討 

 

予備踏査の結果で実情調査票に反映した主な事項は次の通りである。 

① パート１・QⅠ：連携活動体制における：「必要時勤務者」の存在 

 各大学の要員確保への努力と工夫が窺える。 

② パート１・QⅡ：大学による連携部門の共同研究創成に関わる割合 

旧国立大学の共同研究制度は，1983 年の「民間等との共同研究制度」の制定に遡り，

以降，各大学では「共同研究規程」等の整備，さらに，知的財産権整備事業や法人化

に伴う関係制度の整備が進められた。そして，私立大学・公立大学においてもこれら

の整備に準じた制度整備に取り組まれてきた。 

その結果，各大学の共同研究数の統計値は次の構成となっていることを把握した。 

・制度に習熟した企業や大学の研究者らの間では，大学等の規程に基づく直接折衝

による共同研究が増加し，連携部門を介することなく部局等で行われる契約数。 

・規程による契約では対応が難しい課題の扱いや制度に馴染みの薄い企業や大学研

究者へは連携部門の対応が求められ，部門との折衝を介して行われる契約数。 

・大学等の方針によって，連携部門における共同研究創成への特段の取り組みが求

められている研究分野など特定の分野の契約数。 

この現象を実情調査の予備踏査や面談で把握し考察した結果，各大学の共同研究数
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に占める連携部門が手掛けた共同研究創成割合が各大学の制度整備度合と対応する

のではと思い，実情調査では次の４区分を設定した。   

・５％未満 

・５％以上～２０％未満 

 ・２０％～５０％未満 

    ・５０％以上～１００％ 

③ パート２・QⅣ．外部連携人材・組織との連携充実が図られている事例 

次の事例を把握し，調査票に事例として記述した， 

・県内自治体からの派遣研究員が 10 数年総計 25 名となり地域との円滑な連携の柱

となっている。 

・地銀との協定に基づき，全支店に大学が任命する客員教授の名刺を持つ行員が連

携要員として活動が展開されている。 

・地銀や信金の職員が地域の課題を内容に沿って大学別に振り分け連携部門へ持ち

込む活動が定着している。 

・地域での技術相談に場所を借りる県職員の同席を求め連携人材の OJT で人材育成。 

・12 年続く信金と共催のマッチングフェア，若手教員が全展示企業コマを分担して

訪問し課題を拝聴する制度。 

 

７．２．実情調査票の設計 

実情調査票は次の４部構成とした。調査票は 67～79 頁に収載する。 

（１）依頼状兼大学の産学連携の概要等記入欄 

（２） パート１ ：産学連携活動の概要に関する設問  

（３） パート２ ：第６章で構築した「産学共同研究マネジメントモデル」を基盤に共同

研究創成に向けたマッチングプロセスに関する設問 

（４）出口[産業化：製品化・商品化・事業化]まで辿り着いた事例 

 

７．３．実情調査の実施 

 実施概要は次の通りである。 

（１） 調査票の設計 

平成２５（2013）年 5 月初旬～7 月中旬にかけ，研究室における議論や予備調査

も兼ねて数大学の連携部門や連携人材との面談を通じて調査票の内容を確定した。 

（２） 調査対象の選定と回答実績 

次のステップを経て６３大学から回答を得た。 

・共同研究数などから７６大学を抽出（内，６大学は調査担当者を確定できず。） 

・残る７０大学の内，７大学は調査協力辞退の意向。（回答率９０．０％） 

・内，４８大学から１０８件の「出口まで辿り着いた事例」の提供を得た。  



 
 

63 
 

（３） 回答者の内訳 

回答者の内訳は，次の通りであり，平素からのネットワークの重要さを実感して

いる。 

・２２名：直接の知己（内，元 CD１５名） 

・４１名：知己からの紹介（内，元 CD からの紹介１１名） 

 

７．４．集計報告書 

 次の構成よりなる「イノベーション創出に向けた産学連携集計報告書」を，2014.3.31 付

で協力いただいた６３大学へ送付した。81～99 頁に収載する。 

 ・表紙・概要・目次など・・・６ページ 

 ・パート１ ：産学連携活動の概要に関する調査報告・・・７ページ 

 ・パート２ :共同研究創成に向けたマッチングプロセスに関する報告・・・７ページ 

 先ず，今回の調査で得られたデータが我が国の産学連携共同研究創成活動を如何ほど

カバーしているか検討しておこう。（第７．４．１項） 

７．４．１ 本調査が我が国の産学連携共同研究創成活動に占める割合 

本調査における６３大学の共同研究の回答数総数 14,524 件は，対応する文科省の平成 24

年度統計・16,925 件の 85.8％に相当しているので，この調査結果は全国の共同研究創成に

関わる活動のほぼ同率の活動に対応していると考えられる。 

また，共同研究の創成に産学連携部門が関わった数は回答総数 14,524 件の内，3,692 件

であり，この比率を文部科学省の統計に当てはめると 4,303 件となり，約 13,000 件は連携

部門が創成活動に関わることなく，産業界と大学の研究者の間で得られた合意に基づき契

約に至っており，この 10 数年間の連携活動の進展の表れであると考える。 

次に集計報告書の中から，第８章の分析に向けて重要と考える事項を次にまとめよう。 

 ・産学連携共同研究創成活動における創成割合の分布（第７．４．２項） 

 ・実情調査における回答（第７．４．３項） 

 ・出口[産業化]まで到達した事例と「制度整備」・「連携行動」（第７．４．４項） 

７．４．２ 産学連携共同研究創成活動における創成割合の分布 

   [実情調査における創成割合区分に対応する大学数]   

・５％未満・・・・・・・・・・・・・（大学数： ８大学） 

   ・５％以上～２０％未満・・・・・・・（大学数：２５大学） 

 ・２０％～５０％未満・・・・・・・ （大学数：１９大学） 

 ・５０％以上～１００％・・・・・・・（大学数：１１大学） 

７．４．３．実情調査における回答 

実情調査などで得られている回答は，①数値回答，②文書回答，③口頭回答などに大別

できる。 

各大学への集計報告書は主に数値回答の集計であるが，各設問に対しては第７．１表に
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示す数の文書回答があり，今後の分析における参考情報として重要な知見である。 

 これらは，第８章の分析並びにイノベーション創出に向けて政策提言のまとめにおいて

事例として引用していくが，文書回答の大半は最近の取り組みであり，調査結果では長期

の実績を有する事例を中心に関連事例として引用していく。 

表 ７．１ 各設問に対する文書回答数 

＜パート１＞ 

QⅡ-２．共同研究等，契約への連携部門の関わり。５．１～４以外の形態は？ 21 

QⅢｰ１．シーズ創出を促進する学内制度              ①学内の促進制度事例 54 

②学内の促進制度から生まれた研究テーマ・共同研究事例 44 

QⅢｰ２．従来の形態を超える組織的連携などの制度について    [１] 長岡技大型 11 

従来の形態を超える組織的連携などの制度について    [２] 大阪大学型 22 

QⅣｰ１．学内に分散する部局の連携人材との連携について   5 

QⅣｰ２．地域における大学間の連携について 31 

QⅣｰ３．外部連携人材・組織との連携充実・強化 54 

QⅣｰ４．連携人材の育成・習熟について 26 

QⅤｰ１．公的研究資金確保に関わる活動について  15 

QⅥ．  文部科学省コーディネーターによる制度整備  28 

 

＜パート２＞ 

 S1 ：６．産業界の発案が伝達されるルート，例示の五つ以外にあれば紹介下さい。  19 

 S2 ：６．研究者のシーズ把握の方法，例示の五つ以外にあればご紹介下さい。  11 

 S3 ：６．産業界の発案を部門内で共有，参考になる制度があればご紹介下さい。  10 

 S4 ：７，研究シーズの発信について，例示の六つ以外にあればご紹介下さい   8 

 S5 ：４．対等な協業とするため他の方法を採っておられればご紹介下さい。  11 

 S6 ：４．共同研究をフォローする例示以外の形態があればご紹介下さい。  7 

 A2 ：７．産業界の意向を把握するために重視している他の事項があれば  11 

 A3 ：７．研究者に快く参加いただくために，六つ以外に留意事項があれば？  10 

 A5 ：５．産業界・研究者・連携部門の叡智の結集，四つ以外にあればご紹介を。   3 

 A6 ：４．共同研究内容のフォローのために三つ以外の取り組みがあれば？  20 

 

７．４．４．出口[産業化]に辿り着くのに有効であった「制度整備」・「連携行動」 

 ここで，出口[産業化]とは「製品化・商品化・事業化」まで多様であるが，共同研究の

フェーズである「フェーズⅢ（フォローアップ）」段階の中で何らかの形となったことが確

認された事例の数である。 
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  表 ７．２ 出口[産業化]に辿り着くのに有効であった「制度整備」・「連携行動」 

 

 

 

 

 

表の横欄ⅰ欄には回答者が，制度整備Ｓ１～Ｓ６連携活動 Ａ１～Ａ６，の中から第一順

位として回答をした件数を示し，以下，ⅱ欄には第二順位の件数を，ⅲ欄に第三順位の件

数を示し，その合計数を最右欄に示している。 

従ってⅰ欄の合計 108 は事例数と一致しており第一順位には提出された事例全てに回答

があり，ⅱ欄の合計 105 は３件については第二順位の回答がなく，更に８件については第

三順位の記述が無かったためⅲ欄は 97 となっていることを示している。 

同様に，表の縦欄の最下欄は制度整備Ｓ１～Ｓ６連携活動 Ａ１～Ａ６，それぞれへの回

答数の合計である。 

１０年を経て最近になって出口が確認できた工業産品・最近取り組まれた事例など多様

であるが，調査は今回一斉に行い回答者は大半が事例への取り組み担当者とは異なる調査

担当であり，事例への思い入れは希薄となり客観性は担保されていると考えている。 

 

７．５．小括 

 第６章で構築したマネジメントモデルを基盤とした実情調査を実施し，次の結果を得た。

その結果，次のように第８章における分析の基盤は得られたと考えられる。 

（１）回答数：６３大学（回収率：９０％） 

（２）全国の大学の産学共同研究創成活動に占める割合（８５．8％） 

（３）調査分析に必要と思われる次のような基盤データが得られている。 

  ・産学連携共同研究創成活動における創成割合の分布（第７．４．２項） 

  ・数値回答を補完する思われる文書回答（第７．４．３項） 

  ・出口[産業化]まで到達した事例と「制度整備」・「連携行動」（第７．４．４項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 A1 A２ S２ A３ S３ A４ S４ A５ S５ S６ A６
ⅰ 12 23 28 12 2 2 3 3 20 1 0 2 108
ⅱ 5 5 11 11 7 5 16 11 22 2 1 9 105
ⅲ 5 1 7 4 4 7 5 6 15 8 9 26 97
計 22 29 46 27 13 14 24 20 57 11 10 37

計
フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ
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（１）依頼状・兼・大学の産学連携の概要記入欄 
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（２） パート１ ：産学連携活動の概要に関する設問 

当該大学の連携部門の従事者数，連携活動を推進する事業・人材育成制度などの設問。 

                                  1 
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（３） パート２ :共同研究創成に向けたマッチングプロセスに関する設問 
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 （４）出口[産業化：製品化・商品化・事業化]まで到達した事例調査 

  この調査は，パート２ :共同研究創成に向けたマッチングプロセスに関する設問の最

後の部分で次のような設問を設定した。 
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第８章 調査結果 

本章では，前章で記述した実情調査で得られたデータの分析を行い，産学共同研究の創

成に関する現状を明らかにするとともに，イノベーション創出に向けた提言の手掛かりを

得ることを目標にして作業を進めよう。本章の構成は次の通りである。 

 ・分析に用いる集計データ（８．１節） 

・分析の枠組み（８．２節） 

・本研究における調査分析の視点（８．３節） 

・産学共同研究創成におけるプラットフォームマネジメントに沿った分析（８．４節） 

・小括（８．５節） 

先ず，分析に用いる集計データの再確認と分析の枠組みを検討しよう。 

 

８．１ 分析に用いる集計データ 

 ７．４．節 集計報告書から分析の基本となる次の三つのデータを 確認しておこう。 

 ・（１）産学連携共同研究創成活動における創成割合の分布 

 ・（２）実情調査における回答 

 ・（３）出口[産業化]に辿り着くのに有効であった「制度整備」・「連携行動」 

（１） 産学連携共同研究創成活動における創成割合の分布 

７．４．２節 [実情調査における創成割合回答値] より再掲するが，分析では次の二つ

のグループに層別して用いる。 

   [創成割合が小さいグループ（創成割合（小））] ・・・３３大学 

・５％未満・・・・・・・・・・・・・（大学数： ８大学） 

      ・５％以上～２０％未満・・・・・・・（大学数：２５大学） 

[創成割合が大きいグループ（創成割合（大））] ・・・３０大学 

 ・２０％～５０％未満・・・・・・・ （大学数：１９大学） 

 ・５０％以上～１００％・・・・・・・（大学数：１１大学） 

（２）実情調査における回答 

第７章 分析結果の補強のために，実情調査における文書回答の内から１０年以上の

実績を有する事例を中心に次のように引用する。 

・共同研究創成を促進する事例：ＭＮo.を付して引用する。 

・イノベーション創出への足がかりとなる事例：ＣＮo.を付して引用する 

（３）出口[産業化]に辿り着くのに有効であった「制度整備」・「連携行動」 

  ７．４節  表７．２ 出口[産業化]に辿り着くのに有効であった「制度整備」・「連携

行動」を活用するが，本章８．３節における分析のスタート情報であるので，８．３節

の冒頭で，表８．９として再掲載する。 



第８章 調査結果 

102 
 

８．２ 分析の枠組みの検討 

 大学には，国立大学法人・公立大学法人・私立大学など設立母体や規模の差異がある。 

この集団をどのようなグループに区分して分析を行うことが，産学共同研究の創成にお

ける大学間の差異を浮き彫りにし，イノベーション創出に向けた分析に見合うのか，その

枠組みについて検討してみよう。 

８．２．１ 教員一人当たりの共同研究数の差異によるグループ区分けに関する検討 

 先ず，この区分は，それぞれの大学における教員・連携人材の協力による共同研究創成

実績の指標として一般的に考えられる数値であろう。 

２区分をした集計表を表８．２．１ならびに表８．２．２に示す。 

    表８．２．１ 上位３２大学        表８．２．２ 下位３１大学 

   

表８．２．１ならびに表８．２．２の「種」欄の記号は大学の性格と設立母体による種

別を示している。以下，同様である。 

種 番号 教員数 共研数 教員当り
E 34 348 236 0.6782
E 41 200 121 0.605
E 20 302 179 0.5927
E 18 412 233 0.5655
E 27 187 99 0.5294
E 3 127 66 0.5197
E 64 108 54 0.5
E 21 260 130 0.5
U 66 707 315 0.4455
E 4 154 68 0.4416
R 6 454 194 0.4273
R 13 328 127 0.3872
R 30 1047 359 0.3429
R 36 767 259 0.3377
E 2 182 61 0.3352
R 11 605 190 0.314
I 52 2300 685 0.2978
R 40 1480 430 0.2905
R 43 736 210 0.2853
I 37 3324 933 0.2807
I 33 2327 647 0.278
I 39 3111 859 0.2761
R 22 602 165 0.2741
R 28 539 144 0.2672
I 7 3116 831 0.2667
R 56 927 243 0.2621
I 1 2030 499 0.2458
I 17 5765 1412 0.2449
R 16 1204 291 0.2417
R 9 855 204 0.2386
R 32 842 199 0.2363
R 48 955 222 0.2325

種 番号 教員数 共研数 教員当り
R 15 452 101 0.2235
R 47 966 203 0.2101
R 29 686 144 0.2099
U 65 720 141 0.1958
R 46 1800 350 0.1944
R 26 1209 227 0.1878
R 51 615 112 0.1821
R 14 850 151 0.1776
U 67 545 96 0.1761
R 50 854 149 0.1745
R 12 1798 311 0.173
R 58 656 106 0.1616
R 23 1207 195 0.1616
P 75 777 118 0.1519
R 45 1378 199 0.1444
R 59 1040 145 0.1394
R 42 309 43 0.1392
P 77 744 96 0.129
R 10 239 30 0.1255
R 44 777 96 0.1236
R 8 577 71 0.1231
R 60 831 76 0.0915
P 69 719 65 0.0904
U 61 105 8 0.0762
R 25 1776 130 0.0732
R 5 754 54 0.0716
R 49 1883 121 0.0643
P 72 5455 315 0.0577
P 71 1136 64 0.0563
P 76 1244 68 0.0547
P 70 7293 53 0.0073
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・Ｅ：工科系ならびに先端科学など専門部門が占める割合が大きい大学 

・Ｉ：旧・帝国大学    ・Ｒ：地域総合大学 

・Ｕ：公立大学        ・Ｐ：私立大学 

教員一人当たりの共同研究数の差異に基づくグループ区分による平均値と t検定の結果

を,表８．３に示すが，この区分によると共同研究数・教員一人当たりの共同研究において

偏りが著しく，以降の分析にこの偏りによる影響が大きく反映されるのではと懸念される。 

表８．３ 教員一人当たりの年間共同研究数に基づく区分の検定 

  教員数（人） 共同研究数 共研数／教員 

 

全体６３大学 

上位３２大学 1134.4 333.3 0.367 

下位３１大学 1270.8 130.2 0.134 

p 値（t検定） 0.692 0.001 1.06E-11 

６０大学 p 値（t検定） 0.593 0.002 1.83E-11 

５８大学 p 値（t検定） 0.467 0.004 5.15E-11 

次に，教員一人当たりの区分による大学の種別集計をしたのが，表８．４である。 

 表８．４ 教員一人当たりの共同研究数に基づく区分による大学の種別の集計 

  Ｅ[工科等] Ｉ[旧帝大] Ｒ[地域] Ｕ[公立] Ｐ（私学）

全体 

６３大学 

上位３２大学 １０ ７ １４ １ ０

下位３１大学 ０ ０ ２１ ３ ７

 この集計からは，Ｅ（工科等）とＩ（旧帝大）が教員一人当たりの共同研究数が上位に

偏っており，一方，私立大学はその逆に下位の欄に偏っている。このことからも教員一人

当たりの共同研究数による区分を用いた分析には，これらの偏りが反映される懸念がある。 

 このように，教員一人当たりの共同研究数による区分による分析にはデータの偏りとい

う課題が残る。そこで，次には連携部門の共同研究創成割合による区分を検討してみよう。 

８．２．２ 連携部門の共同研究の創成割合による区分（大学群Ⅰ） 

 次に，８．１．１項に示した次の３３大学と３０大学の二つの区分をについて検討して

みよう。 

   [創成割合が小さいグループ・創成割合（小）]  ・・・３３大学 

・５％未満・・・・・・・・・・（大学数： ８大学） 

         ・５％以上～２０％未満・・・・（大学数：２５大学） 

[創成割合が大きいグループ・創成割合（大）]  ・・・３０大学 

 ・２０％～５０％未満・・・・・（大学数：１９大学） 

 ・５０％以上～１００％・・・・（大学数：１１大学） 

 この区分で集計した結果が，表８．５．１と表８．５．２である。 
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表８．５．１ 創成割合（小）・３３大学  表８．５．２ 創成割合（大）・３０大学 

この区分による平均値と t検定の結果を表８．６に示す。 

表８．６ 創成割合による区分の検討（大学群Ⅰ） 

  教員数（人） 共同研究数 共研数／教員 

全体 63 大学 

創成割合（小）33 大学 1434.5 297.9 0.269

創成割合（大）30 大学 944.1 162.2 0.234

p 値（t検定） 0.142 0.027 0.365

A データ群 60 大学 p 値（t検定） 0.186 0.050 0.401

B データ群 58 大学 p 値（t検定） 0.262 0.083 0.409

この区分によると共同研究数・教員一人当たりともに偏りが著しく緩和されていること

が解る。なお，今後の分析では，A データ群 60 大学と B データ群 58 大学とを使用する。

種 番号 教員数 共研数 教員当り
I 37 3324 933 0.2807
I 39 3111 859 0.2761
I 7 3116 831 0.2667
I 1 2030 499 0.2458
R 26 1209 227 0.1878
R 12 1798 311 0.173
R 42 309 43 0.1392
P 69 719 65 0.0904
E 34 348 236 0.6782
E 18 412 233 0.5655
E 27 187 99 0.5294
E 3 127 66 0.5197
E 21 260 130 0.5
E 4 154 68 0.4416
R 6 454 194 0.4273
E 2 182 61 0.3352
I 52 2300 685 0.2978
I 33 2327 647 0.278
R 22 602 165 0.2741
I 17 5765 1412 0.2449
R 9 855 204 0.2386
R 48 955 222 0.2325
R 47 966 203 0.2101
R 46 1800 350 0.1944
R 51 615 112 0.1821
R 14 850 151 0.1776
U 67 545 96 0.1761
R 50 854 149 0.1745
R 58 656 106 0.1616
R 45 1378 199 0.1444
R 59 1040 145 0.1394
R 60 831 76 0.0915
P 70 7293 53 0.0073

種 番号 教員数 共研数 教員当り
E 41 200 121 0.605
E 20 302 179 0.5927
E 64 108 54 0.5
U 66 707 315 0.4455
R 13 328 127 0.3872
R 30 1047 359 0.3429
R 36 767 259 0.3377
R 11 605 190 0.314
R 40 1480 430 0.2905
R 43 736 210 0.2853
R 28 539 144 0.2672
R 16 1204 291 0.2417
R 32 842 199 0.2363
R 15 452 101 0.2235
U 65 720 141 0.1958
R 8 577 71 0.1231
R 5 754 54 0.0716
R 49 1883 121 0.0643
P 72 5455 315 0.0577
R 56 927 243 0.2621
R 29 686 144 0.2099
R 23 1207 195 0.1616
P 75 777 118 0.1519
P 77 744 96 0.129
R 10 239 30 0.1255
R 44 777 96 0.1236
U 61 105 8 0.0762
R 25 1776 130 0.0732
P 71 1136 64 0.0563
P 76 1244 68 0.0547
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次に，創成割合の区分による大学の種別の集計をしたのが，表８．７である。 

表８．７ 創成割合による区分による大学の種別の集計（大学群Ⅰ） 

  Ｅ[工科等] Ｉ[旧帝大] Ｒ[地域] Ｕ[公立] Ｐ（私立） 

全体 

６３大学 

割合（小）３３ ７ ７ １６ １ ２ 

割合（大）３０ ３ ０ １９ ３ ５ 

この集計からは，Ｉ（旧帝大）以外では分散が進み，創成割合による区分を用いた分析

では，偏りによる懸念は著しく軽減される。そこで，旧帝国大学を除いた大学群（Ⅱ）で

検討する。 

８．２．３ 連携部門の共同研究の創成割合による区分（大学群Ⅱ） 

集計表は割愛するが，表８．６の中で，A データ群 60 大学と B データ群 58 大学に対応

する大学群Ⅱの検討結果を表８．８に示す。 

表８．８ 創成割合による区分の検討（大学群Ⅱ） 

  教員数（人） 共同研究数 共研数／教員 

A データ群 54 大学 p 値（t検定） 0.958 0.571 0.439 

B データ群 53 大学 p 値（t検定） 0.960 0.652 0.434 

 この結果は，この区分においては教員数・共同研究数・教員一人当たりの共同研究数の

いづれの項目についても大学の種別の構成による偏りを排除した分析環境が確保できると

いう結論を得たので，向後の分析では次の環境で行うこととする。 

・Ａデータ群における大学群Ⅰ(31 大学：29 大学)と大学群Ⅱ(25 大学：29 大学)の対比。 

・Ｂデータ群における大学群Ⅰ(30 大学：28 大学)と大学群Ⅱ(25 大学：28 大学)の対比 

 

８．３ 本研究における調査分析の視点 

産学連携による共同研究創成活動は，これまで担当者の「カン・コツ」に頼る部分が多

く，その実態は各大学によって大きく異なっていたと思われる。だが，成功裏に共同研究

創成活動を進めることができている産学連携部門や担当者にはこれらの背後に共通するや

り方やそれを支える制度があると考えられる。 

 

本研究の分析はそうした共同研究創成を効果的に推進するための共通要素を抽出するこ

とを狙いとするものである。本研究では大きく２段階からなる検証作業を行う。 

①共同研究創成 

制度の整備状況 

②産学連携部門 

 担当者の行動 

③共同研究創成 

行動の成果 

図８．１ 質問票調査分析の視点
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第１段階は，図中②産学連携部門担当者の行動と③共同研究創成行動の成果との関係の

解明である。具体的には，いかなる連携のための行動が成功に導いているかを明らかにし

ていきたい。そして第２段階では，①共同研究を創成するどのような制度を充実させるこ

とが②成功につながる担当者の行動を引き出しているのかを明らかにする。 

ここで，本分析のスタートポイントとなる７．４節  表７．２ 出口[産業化]に辿り着

くのに有効であった「制度整備」・「連携行動」を表８．９に再掲する。 

表 ８．９ 出口[産業化]に辿り着くのに有効であった「制度整備」・「連携行動」 

 

 

 

 

 

先ず，図８．１の②産学連携部門担当者の行動と③共同研究創成行動の成果との関係を

見るために，表８．９から「連携行動」Ａ・No.を取り出したのが表８．１０である。 

表８．１０ 製品化・実用化・商業化にたどり着くために有効であった連携行動 

行動内容 A１ 

企業側の希

望を正しく

把握する 

A２ 

初期段階で

の連携構造

固め 

A３ 

大学の研究

者側の積極

参画を促す

A４ 

適切なパー

トナー研究

者探し 

A５ 

企 業 , 研 究

者，連携部間

叡智の結集 

A６ 

連携成立後

のフォロー

アップ 

1位に挙げら

れた頻度 

23 28 2 3 20 2 

2 位 5 10 7 16 22 8 

3 位 1 7 4 5 15 26 

N=108.  

※担当者の行動以外の要素が成功要因に挙げられた場合は計数していない。 

この表からは，第一優先事項として，「依頼時点で企業側の希望を正しく把握する」「初期

段階での連携構想固め」「企業，研究者，推進部門の叡智を結集する」といったことが重要

であるということが示唆された。また，「適切なパートナー研究者探し」「連携成立後のフォ

ローアップ」といった要素が副次的な重要事項となることが示唆されている。一方，「研究

者側の積極参画を促す」ことは重要ではないことが明らかにされた。 

 次の第２段階として，８．４節では，①共同研究を創成するどのような制度を充実させ

ることが，②成功につながる担当者の行動を引き出しているのかをプラットフォーム構築の

視点に沿って分析を行い，考察を加える。 

S1 A1 A２ S２ A３ S３ A４ S４ A５ S５ S６ A６
ⅰ 12 23 28 12 2 2 3 3 20 1 0 2 108
ⅱ 5 5 11 11 7 5 16 11 22 2 1 9 105
ⅲ 5 1 7 4 4 7 5 6 15 8 9 26 97
計 22 29 46 27 13 14 24 20 57 11 10 37

計
フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ
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８．４ 産学共同研究創成におけるプラットフォームマネジメントに沿った分析 

本節では，８．３節で記述した第二段階の分析である，①共同研究を創成するどのよう

な制度の充実が，②成功につながる担当者の行動を引き出しているのかを，産学共同研究

創成の過程である，[Ⅰ]産業界と連携部門との協業，[Ⅱ]大学の研究者と連携部門との協

業，[Ⅲ]これらの三者の協業の場をプラットフォームの構築と捉え，考察を加える。 

その中では，その構築と管理の要諦とも言える主役の移行を P2M におけるオーナー（小

原 2002）（吉田ら 2014） のシフトやプラットフォームリーダーシップ（小林 2014）(小林

監訳 2005)の視点から考察を加えたい。 

また，分析に当たっては，８．２節で検討した，創成割合による区分「大学群Ⅰ」と「大

学群Ⅱ」を対比しつつ，数値分析を補足するために実情調査において得られた連携事例を

次の二つに大別して引用しつつ進めたい。 

・共同研究創成を促進する事例：ＭＮo.を付して引用する。 

・イノベーション創出への足がかりとなる事例：ＣＮo.を付して引用する。 

８．４．１ 産業界と連携部門間のプラットフォームの構築 

産業界から連携課題が呈せられるタイプの共同研究では，先ず，重要な活動は産業界の

希望を正しく把握することであり，そのためには適切なコミュニケーション手段を設定す

る制度整備である。次は，企業側の取り組み体制など本音を把握する必要があり，企業と

連携部門の出会いの「場」の設定を越えて協業の場であるプラットフォーム構築へと進め

て行く段階である。それぞれ，次の制度整備を設定している。 

・  S１ ：産業化など連携課題の連携部門へのコミュニケーション手段 

・  A２ ：連携部門による企業側の取り組み体制の確認 

（１）  S１ ：産業化など連携課題の連携部門へのコミュニケーション手段 

本「制度整備」は，  A１ ：「依頼時点で企業側の希望を正しく把握する。」に対応する

ものであり，この間の関連性を見ることする。 

先ず，希望把握水準集計を表８．１１にまとめる。大学数[Ⅰ]は旧帝国大学を含む 58 大

学の集計であり，大学数[Ⅱ]は含まない大学群Ⅱ53 大学の集計である。 

  表８．１１ 創成割合区分別希望把握水準集計  

水準 希望把握の水準 大学数[Ⅰ] 大学数[Ⅱ] 

５ 概ね 100%であり，ほぼ 1 回の面談で課題を確認  ８       ７ 

４ 概ね 80%~100%であり，2~3 回の面談が必要 １７ １３ 

３ 概ね 50％~80%であり，数回の面談が必要 １２ １２ 

２ 概ね 20%~50％であり，数回の面談が必要 １２ １２ 

１ 20％未満であり，かなりの面談が必要     ９      ９ 
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 次いで，大学群Ⅰの水準とコミュニケーション手段との相関を求めたのが表８．１２（Ⅰ）

である。創成割合の差による希望把握水準の t検定の結果は p =0.908 であり，有意な差は

見られないが敢て差を求めると創成割合（大）グループがやや高いと言える。 

 ここで，[  ]は，活用頻度の高い順に回答を求め，順位の高い順に５点法で集計し回答

数で除したものである。（ ）は採用割合である。この表示は以降の表でも同じ意味である。 

表８．１２（Ⅰ）産業化などの希望把握水準と各種コミュニケーション手段との相関分析 

 

 

 

希望把握 

水準 

①メール 

 

[3.7] 

②電 話 

 

[3.7] 

③フェア 

(様式） 

[2.0] 

④フェア 

  (面談） 

[1.5] 

⑤企業 

訪問 

[2.0] 

全体 (n = 58） 

 

3.086 0.262**

(0.92)

-0.217†

(0.97)

-0.017

(0.82)

-0.255* 

(0.73) 

-0.214†

(0.80)

創成割合（小） 

（n = 30） 

3.067 0.185

(0.90)

-0.341*

(1.00)

-0.046

(0.87)

-0.239 

(0.70) 

-0.118

(0.77)

創成割合（大） 

（n = 28） 

3.107 0.368*

(0.93)

-0.127

(0.93)

0.018

(0.75)

-0.278 

(0.75) 

-0.362*

(0.82)

希望把握水準の p＝0.908  **< 0.05, * < 0.1, †≑0.1    

 次に，同じ集計を「大学群Ⅱ」で行った分析結果を表８．１２（Ⅱ）に示す。 

表８．１２（Ⅱ）産業化などの希望把握水準と各種コミュニケーション手段との相関分析 

 

 

 

希望把握 

水準 

①メール 

 

[3.7] 

②電 話 

 

[3.7] 

③フェア 

(様式） 

[2.0]

④フェア 

  (面談） 

[1.5] 

⑤企業 

訪問 

[2.0]

全体 (n = 53） 

 

2.981 0.216†

(0.92)

-0.220*

(0.97)

0.033

(0.82)

-0.265** 

(0.73) 

-0.187

(0.80)

創成割合（小） 

（n = 25） 

2.840 0.067

(0.90)

-0.338*

(1.00)

0.086

(0.87)

-0.261 

(0.70) 

-0.058

(0.77)

創成割合（大） 

（n = 28） 

3.107 0.368*

(0.93)

-0.127

(0.93)

0.018

(0.75)

-0.278 

(0.75) 

-0.362*

(0.82)

希望把握水準の p=0.497   **< 0.05, * < 0.1, †≑0.1 

  表８．１１の大学群Ⅰと大学群Ⅱの希望把握水準を比較すると，旧帝国大学の希望把握

水準の平均が 4.2 であるために，大学群Ⅰの創成割合（小）グループの水準を引き上げて

いたが，有意水準を大きく左右するほどでは無いため，相関分析の考察は大学群を区分せ

ずに行う。 

・分析１：一番効率が良い方法は，「お問い合わせシート」など様式を用いた「①メール」
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を介した伝達であり，大学群の差異，創成割合の違いに拘わらず正の相関を示している。 

「②電話」による伝達よりは「①メール」の文案や様式への記入など文書化の過程で内

容の吟味も行われ，「情報の粘着性」（Hippel 1994）が著しく軽減されたことを示し

ている 。 

・分析２：マッチングフェアなどの場における伝達は，大学群の差異・創成割合の差異に

拘わらず，様式を活用しない「面談」では内容の確定に手数を要する。これは，企業側

に十分な準備がない状態における対話の限界を示していると考えられる。 

・分析３：「⑤企業訪問」も，「フェアにおける様式を活用しない面談」と同様にいずれ

も負の相関を示している。「電話」や「フェアにおける様式を活用しない面談」よりは

密な情報交換が期待できることを期待して地域大学では多く活用されており，的確な情

報の授受が期待でき，従って，正の相関が期待できるが，企業訪問で提起される課題は

ニーズとシーズのマッチングなどを基盤とした連携に比して複雑・多様な課題が多いの

ではと思われる。 

（２）  A２  ：連携部門による企業側の取り組み体制の確認 

 次に共同研究創成のためには，企業側の体制が整っているかどうかを確認する必要があ

る。各大学が重視している項目を分析したのが表８．１２（Ⅰ）並びに表８．１２（Ⅱ）

である。 

   表８．１２（Ⅰ）連携部門が行う企業側の取り組み体制の確認[大学群Ⅰ]    

  

 

産業界課

題把握 

水準 

 

      取り組みを確認する内容 

① 創 出 目

標 が 明 確

になって 

いるか
** 

[3.7] 

②資金確

保の用意

はあるの

か 

    [3.6] 

 

③公的資

金の獲得

に協力的

であるか
*
 

 [3.1] 

④ 知 財 処

理がなされ

ているか 

 

 [2.9] 

⑤企業内

重視度を

確認する 

    

   [2.8] 

⑥派遣する

研究要員の

確保は？ 

     

     [2.4] 

創成割合(小) 

 (n =31) 
2.839 0.903 0.742 0.387 0.355 0.419 0.194

創成割合(大) 

 (n = 29) 
3.036 0.655 0.897 0.621 0.310 0.276 0.172

P 値 0.767 0.019 0.201 0.096 0.715 0.787 0.833

   **< 0.05, * <0.1 

※産業界課題把握水準は t 検定。企業側の体制確認はカイ二乗検定（次表も同じ） 
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   表８．１２（Ⅱ）連携部門が行う企業側の取り組み体制の確認[大学群Ⅱ]    

  

 

産業界課

題把握 

水準 

 

      取り組みを確認する内容 

① 創 出 目

標 が 明 確

になって 

いるか
* 

[3.7] 

②資金確

保の用意

はあるの

か 

    [3.6] 

 

③公的資

金の獲得

に協力的

であるか
*
 

 [3.1] 

④ 知 財 処

理がなされ

ているか 

 

 [2.9] 

⑤企業内

重視度を

確認する 

    

   [2.8] 

⑥派遣する

研究要員の

確保は？ 

     

     [2.4] 

創成割合(小) 

 (n =25) 
2.760 0.880 0.760 0.360 0.360 0.440 0.200

創成割合(大) 

 (n = 29) 
3.036 0.655 0.897 0.621 0.310 0.276 0.172

P 値 0.244 0.054 0.177 0.097 0.700 0.723 0.795

    * <0.1 

 大学群Ⅰの創成割合（小）グループでは「①創出目標の明確化」（p<0.05）など共同研究

創成のマネジメントに関する体制確認の割合が高く，創成割合（大）グループでは「③公

的資金確保への協力姿勢」（ｐ<0.1）など資金面の関心が高いことを示している。 

 この分析結果からは，創成割合（小）グループでは共同研究の高度化が図られるととも

にそれに財政面の成果も附いてくるという好循環が生まれ，（大）グループでは財政的な課

題への関心が強いという構図が推察される。 

この分析においても，大学群Ⅱの創成割合（小）グループの特性は，大学群Ⅰより若干

ではあるが差異の縮小が見られ，旧帝国大学が先に記述した差異の助長に寄与していると

思われる。 

 この連携構想を固める初期段階で構築されるプラットフォームのオーナーは，共同研究

費の出資者である企業の責任者が想定されるがリーダーシップは如何であろうか？  

プラットフォーム構築のスタートは大学の規程への理解促進など連携人材のリーダーシ

ップが重要であるが，構築の過程で次の産学協働[共同研究の推進]フェーズに向けて責任

を明確にするためにオーナー側である企業の責任者の見極めが重要である。 

この段階で，筆者は当該課題の企業内における重要性と合せて企業側の面談者が決定で

きる権限の範囲を尋ねることしている。 

   この産業界と連携部門間のプラットフォーム構築を促進する事例として 10 年以上の実

績を有する①外部からの課題提起を促進する＜事例[M]１＞岩手大学，②継続的に課題提

起を促進する制度として＜事例[M]２＞九州大学・＜事例[M]３＞山口大学を次に示す。 
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  ＜事例[M]１＞ 岩手大学（創成割合：0.12）：県内の「自治体との相互友好協力協定」 

  2001（平成 13）年度からスタートされた「自治体との相互友好協力協定」は筆者が初

めの岩手大学を訪問した 2002 年には既に協定に基づく共同研究員が２名おられたことは

生々しい記憶である。その後も着々と拡充が図られ，2012（平成 24）年度には 10 市村に

発展し共同研究員も６名と拡充が図られ総計 25 名になっている現状に感銘を覚えた。 

この仕組みの大きな利点は大学からそれぞれの市村に帰った共同研究員が常に大学に席

を置いていたことを想い，相談したいことが出来れば連絡してくることが定着しており，

このことは年間約 170 件の共同研究の内，県内企業との契約が 46 件で連携が広範に行わ

れていることを示している。 

＜事例[M]２＞ 九州大学（創成割合：0.12）：組織対応型連携で継続的にニーズの提起 

  学内に 65 件の産学連携体があり，随時，課題提起がある。 

同大学の組織対応連携は，「大学の組織的連携の態様と在り方について（調査 2004）」

段階から注目してきたが，調査時点で１８件であった連携が，現在では，６５件に発展

しており，その内１５件は 2004 年度の調査時点から継続されている。 

調査 2004 によれば組織対応型連携が必要なものとして次の要件があげられている。 

① 連携形態が研究実施に加えて，研究マネジメント（機密保持，成果公表，進捗管理， 

知財管理等）を特に必要とするもの。 

② 連携が大規模もしくは組織横断的であり，組織内及び組織間の連携調整が必要なも

の。 

③ 連携内容が学際的又は広範囲にわたり，継続的な連携コーディネート及び連携マネ

ジメントが必要なもの。 

④ 連携内容が全学共通利用施設・機器を主に使用するものを含むもの。 

⑤ 連携内容が従来の共同・受託研究の範疇に収まらず，全学的推進が適当と思われる

もの 

連携形態としては，組織対応型連携契約（親契約と呼称）の下に，契約毎に「連携協

議会」が設定され，基本的な協議の上で，個別共同研究契約（子契約と呼称）が締結さ

れる形態であり，大学内に公共空間が６５個随時存在するような環境が形成されている

と言える。 

＜事例[M]３＞ 山口大学（創成割合：0.12）：包括的協定 

 同大学の包括的協定への取り組みは 2004（平成 16）年度の開始であり，この頃多く

の大学が包括的協定の締結を行っているが，実質的な活動が継続されている好事例の一つ

である。 

幅広く地域を超えて次の協定を締結し，継続的にニーズを引き出す活動を継続している。    

・2006（平成 18）年度：国土交通省中国地方整備局 
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・2008（平成 20）年度：（財）横浜企業経営支援財団 

・2014（平成 26）年度：三菱化成㈱ 

文科省・事例集 2006「包括連携で共同研究を全面支援」P124-125 によれば，包括的

協定の締結によって，宇部興産㈱との共同研究数は締結前年度に比して 2004（平成 16）

年度は３倍，2005（平成 17）年度は５倍との報告がされている。 

８．４．２ 大学の研究者と連携部門間のプラットフォームの構築 

 連携部門で大学の研究者が産業界との共同研究を考えている課題を把握することは，連

携部門と大学の研究者とのプラットフォームの構築の第一歩であり，産学共同研究の創成

以外にも多面的な活用が期待できる。 

（１）  S２  ：研究者のシーズを効果的に把握できる機会・方法 

連携部門が研究シーズを把握するために採られている代表的な制度体制について実情調

査の結果を表８．１４（Ⅰ）と表８．１４（Ⅱ）にまとめる。 

表８．１４（Ⅰ）  研究シーズ把握のための制度体制 [大学群Ⅰ] 

 ①公的資金 

支援  [3.5] 

②発表準備

支援  [3.1]

③特許相談

      [3.0]

④連携プロ 

 グラム [2.0]

⑤科研費申請 

支援   [1.3]  

創成割合（小）

（n = 31） 

4.071 

(0.90) 

3.500

(0.90)

3.400

(0.86)

2.917

(0.77)

2.000 

(0.45) 

創成割合（大）

（n = 29） 

3.833 

(0.83) 

3.520

(0.86)

3.539

(0.90)

2.684

(0.66)

2.071 

(0.48) 

P 値 （t 検定） 0.377 0.953 0.715 0.592 0.946 

表８．１４（Ⅱ） 研究シーズ把握のための制度体制 [大学群Ⅱ] 

 ①公的資金 

支援  [3.5] 

②発表準備

支援  [3.1]

③特許相談

      [3.0]

④連携プロ 

 グラム [2.0]

⑤科研費申請 

支援   [1.3]  

創成割合（小）

（n = 25） 

4.130 

(0.92) 

3.565

(0.92)

3.333

(0.84)

2.578

(0.76)

2.181 

(0.44) 

創成割合（大）

（n = 29） 

3.833 

(0.83) 

3.520

(0.86)

3.539

(0.90)

2.684

(0.66)

2.071 

(0.48) 

P 値 （t 検定） 0.296 0.899 0.609 0.813 0.902 

大学群Ⅰ・大学Ⅱいづれのグループにおいても，いずれの制度も統計学的には顕著な差

異が認められない。しかし，④連携プログラムは も進化した形態では研究者が自発的に

メールなどで申請をする制度であり，共同研究が連携部門を介することなく取り組まれて

いる大学で整備が進められている段階のプログラムであるが，今後拡大が期待される。 
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８．４．３ 産業界・大学の研究者・連携部門間のプラットフォームの構築 

 産学共同研究創成の視点からは①産業界からのアプローチ，②研究者のシーズを起点と

したアプローチの二つのアプローチがある。 

それぞれについて８．４．１項と８．４．２節で実情調査の分析とプラットフォーム構

築について考察を行ってきたが，本節では二つのプラットフォームの結合について分析と

考察を行い，プログラム化した事例の考察を行う。 

（１）産業界から連携課題が提起されることを起点としたプラットフォームの構築 

産業界からのアプローチについては８．４．１項で連携希望の把握と企業側の取り組み

体制の確認について分析したが，これを受けて連携部門では課題に対応いただける研究者

の絞り込みが必要である。そのためには，先ず，部門内で連携課題の共有化が必要である。 

共有の方法について調べた結果が表 8.１５（Ⅰ）ならびに表８．１５（Ⅱ）である。 

・  S３ ：企業側の取り組み体制情報の連携部門内での共有方法  

表８．１５（Ⅰ）・（Ⅱ）右端の「研究者の絞り込み探索」については，共同研究創成のた

めに連携部門が通例何人ほどの研究者を探索するかについて回答を得たもので，半数（60

大学の内 33 大学）の大学が 1-2 名の探索で適切なパートナーを見つけられているという

ものであった。そこで，1-2 名の探索で見つかるとするサンプルを 1，後者：3 名以上の探

索を行うとするサンプルに 0 を付与し，分布割合を調べたものである。 

・創成割合が大きい大学の方が課題把握水準や研究者の絞り込みでは有意水準にはないが，

やや高い水準にある。 

・このことは，創成割合が大きい大学より小さい大学ではより高度な対応が求められる課題

が多いのではと考えられる。 

表８．１５（Ⅰ） 連携部門内での情報共有，研究者の探索 [大学群Ⅰ]             

 
連携部門内での情報共有の方法 

大学側研究者の

探索 

①個々に問い 

合わせ   [3.7] 

②定例会議
*
 

[3.1] 

③地域内大学と 

共有    [2.2] 

④ML で部門内 

共有    [1.9] 

研究者の絞り込

み探索 

創成割合（小） 

平均 (n = 3１) 

4.136 

(0.70) 

4.364

(0.70)

3.200

(0.66)

4.125 

(0.50) 

0.516

 

創成割合（大） 

平均 (n = 29) 

4.556 

(0.93) 

4.000

(0.72)

3.000

(0.75)

3.923 

(0.45) 

0.586

 

 P 値 0.239 0.097 0.448 0.605  0.586

     * < 0.1 
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表８．１５（Ⅱ） 連携部門内での情報共有，研究者の探索 [大学群Ⅱ]             

 
連携部門内での情報共有の方法 

大学側研究者の

探索 

①個々に問い 

合わせ   [3.7] 

②定例会議
*
 

[3.1] 

③地域内大学と 

共有    [2.2] 

④ML で部門内 

共有    [1.9] 

研究者の絞り込

み探索 

創成割合（小） 

平均 (n = 25) 

4.412 

(0.68) 

4.411

(0.68)

3.333

(0.64)

4.000 

(0.44) 

0.560

 

創成割合（大） 

平均 (n = 29) 

4.556 

(0.93) 

4.000

(0.72)

3.000

(0.75)

3.923 

(0.45) 

0.586

 

 P 値 0.591 0.039 0.169 0.863  0.846

     * < 0.05 

「①連携部門の中で個々に問い合わせる方法」ついては，統計的には有意性を有するに 

至らないが，創成割合（大）グループが（小）グループより使っていることが推定される。 

また，「②定例会議」による情報の共有については統計的にも顕著な差異（* < 0.1，0.05）

が見られ，創成割合（小）グループが頻度多く使っていると推察される。 

次に「③地域内大学との共有」「④メールで共有」による方法は，統計的には顕著な差異

が見られないが，創成割合（小）グループが多く活用しており，創成割合（小）グループ

の先進性が窺われる。 

さらに，表８．１５（Ⅱ）（大学群Ⅱ）では，①個々に問い合わせ・②定例会議・③地域

内で共有が増え，④ＭＬで共有がやや減少傾向が見られることから制度整備の波及がうか

がわれ，①②③④の順に情報共有の方法が進化してきた様子並びに旧帝国大学さらには創

成割合（小）グループから新たな制度整備への取り組みが進展しつつある様子が窺える。 

産業界からのアプローチに基づく三者のプラットフォームの構築では，産業界と研究者

の間で連携テーマの認識に隔たりがあり，構築の過程では連携人材がリーダーシップを発

揮しつつ，産業界のオーナー意識と研究者のリーダー意識のバランスを図ることが要諦と

なろう。 

ここに記述したアプローチは課題ごとの対応であるが，前項の＜事例[M]２＞九州大学

や＜事例[M]３＞山口大学では，日常的にミニプラットフォームの形成が行われている。 

③地域大学間で情報共有をしている顕著な事例としては，次の二つの事例が著名である。 

＜事例[Ｍ]４＞首都圏北部４大学連合（４u） 

2008～2012（産学官連携戦略展開事業）による助成後も群馬大学に事務局を置いて

活動を継続している 

   ・群馬大学[事務局校] （0.12）・茨城大学（0.35）・宇都宮大学（0.35）・埼玉大学（0.35） 
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＜事例[Ｍ]５＞北陸地区国立大学連合 

・幹事：JAIST(0.12)・金沢大学(0.05)・福井大学(0.35)・富山大学(0.7) 

 いづれも，関与割合が小さい大学が基幹校になっていることが窺える。  

  これらの連携は，属人的なネットワークの範囲を超えて，＜事例[M]１＞岩手大学の INS

のような県レベルの言わば「ルースカップリング」（土谷茂久 1996）のような柔らかな連

携が形成され，産学連携の醸成を促進する基盤として展開される可能性を有している。 

（２）研究者のシーズ発信を起点とするアプローチ 

８．４．２項（１）で把握された研究者のシーズは，企業など大学外の的確な人に適切

な内容・情報量に加工されて，的確なタイミングで届けられなければならない。 

情報の発信方法について分析した結果を 表８．１５（Ⅰ）・（Ⅱ）に示す。 

・  S４ ：研究者の連携シーズを産業界へ発信する方法・ルート 

      表８．１６（Ⅰ）  研究シーズを発信する制度体制 [大学群Ⅰ] 

 ① Web 上 の

シーズ集 

    [4.0] 

②マッチング

フェア* 

[3.5] 

③JST・新技

術説明会** 

     [3.5] 

④冊子体の 

シーズ集** 

    [3.3] 

⑤配信 

プログラム
† 

[1.7] 

創成割合（小） 

 （n = 31） 

4.880

(83.8)

3.714

(90.3)

3.741

(87.1)

4.708 

(77.4) 

3.562 

(51.6) 

創成割合（大） 

 （n = 29） 

4.308

(89.7)

4.308

(89.7)

4.560  

(86.2)

3.818 

(75.9) 

2.429 

(48.3) 

P 値 （t 検定） 0.207 0.065 0.025 0.033 0.129 

      ** <0.05, *＜0.1 †≑0.1 

①Web 上のシーズ集で顕著な差異は見られないが，④冊子体のシーズ集（0.033）・⑤配

信プログラム(0.129)とともに，創成割合（小）グループが有意に活用しており，②マッチ

ングフェア(0.065)や③JST・新技術説明会(0.025)が創成割合（大）グループに多く活用さ

れていることが示されている。 

 これを言い換えると，創成割合（大）グループは，②マッチングフェアや③JST・新技

術説明会など外部で企画されているプログラムに依存する傾向が見られ，創成割合（小）

グループでは，①Web 上のシーズ集・④冊子体のシーズ集からさらには⑤配信プログラム

などとより先進的なプログラムに取り組む方向に整備に取り組んでいることが読み取れる。 

なお，配信プログラムを通じた発信は（４）項の「④連携プログラム」に対応した制度

整備であり，このプログラムも先進的な大学で構築に取り組まれている段階である。 
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 表８．１５（Ⅱ）  研究シーズを発信する制度体制 [大学群Ⅱ] 

 ① Web 上 の

シーズ集 

      [4.0]

②マッチング

フェア
†

 

[3.5] 

③JST・新技

術説明会* 

     [3.5] 

④冊子体の 

シーズ集* 

    [3.3] 

⑤配信 

プログラム**
 

[1.7] 

創成割合（小） 

 （n = 25） 

4.800

(80.0)

3.739

(92.0)

3.772

(88.0)

4.650 

(96.0) 

3.571 

(56.0) 

創成割合（大） 

 （n = 29） 

4.308

(89.7)

4.308

(89.7)

4.560  

(86.2)

3.818 

(75.9) 

2.429 

(48.3) 

P 値 （t 検定） 0.291 0.106 0.052 0.081 0.049 

      ** <0.05, *＜0.1 †≑0.1 

 これらの発信する制度整備を広報媒体と対比して考察すると，①Web 上のシーズ集は

「陳列」，②マッチングフェア③説明会は展示会，④冊子体のシーズ集は「カタログ」，⑤

配信プログラムは「チラシ」と考えられ，情報発信の効果は自ずから理解できよう。 

個々の広報活動としてここで記述したアプローチとなろうが，これらの発信方法と連携

プログラムとリンクしたプログラムは極めて少ない。その中で①研究者のシーズ把握→②

シーズ発信→③産業界からのアプローチ→④プラットフォームの構築を一連のプログラム

にした例としては東京大学の Proprius21 がある。 

 ＜事例[Ｍ]６＞東京大学：Proprius21 

この制度は，オンライン発明届から共同研究創成までの制度をシームレスに繋いでいるプ

ログラムである。多くの大学ではシーズ情報の発信については，JST 新技術報告会や各種フ

ェアなどの場が多く活用されているが，シーズ情報の発信と共同研究の創成活動とは独立し

た活動として展開がされていることが多い。本例は一連のプログラムとして整備されている

事例である。 

   なお，整備は必要度に応じて，③②①の順に整備が進められてきた。 

・①オンライン発明届システム運用開始 2007 年 

   このシーズは，UCR プロポーザルとして Web 上に約 1800 件が公開されていること

は，他大学と変わらないが，①と次の②・③のプログラムがシリーズに整備されてい

ることは大きな先進性であると注目している。 

・②UCR ホットライン：2005 年３月 

  毎月，時宜に見合ったシーズがメルマガタイプで配信されている。併せて，毎年，

冊子体のシーズ集も発行されている。 

・③Proprius21（東大）2004 年から運用開始 

有名な「産」「学」の連携による共同研究の創成プログラムで，この段階でマッチングに
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止まらず，「プラザ活動」のような「公共空間」を形成した協働があると考えている。 

 この基本構想は（事例 2007）で「研究提案型データベースで共同研究」として紹介され

ており，長期的な構想に基づく制度整備と考えている。 

 このように発信されたシーズに対して，産業界からは８．４．１項の制度整備を通じて

連携部門へのアプローチがあるが，産業界の自由に発想に基づくアプローチに比して的は

絞られており，多くの協議を要しないと考えられる。 

（３）直接プラットフォームの構築を目指すアプローチ 

共同研究創成からステップアップするに限らず，直接プラットフォームの構築を目指す

制度に大阪大学から広がりを見せている共同研究講座がある。 

この制度は，第３章示した（R.K.Lester and M.J.Piore 2004）によるイノベーション

創出の環境整備として提示した，「公共空間」・「協創活動」という視点にも叶う制度である。 

＜事例[C1]＞大阪大学（創成割合：0.05）：共同研究講座 

 企業からも研究者を派遣し，大学の研究者とのプラットフォームの構築を図る制度であ

るが，その創成プロセスは次の例のように多様である。創設順に記述する。 

・「マイクロ波化学共同研究講座」 

 この講座は，①制度発足と同時に第一号として，ダイキン・コマツとともに設置，②既

存の企業との講座ではなく，大学発ベンチャー・マイクロ波化学（株）との講座という特

徴がある。 

 同社は，2003 年に博士後期課程を終え，従来のエネルギー消費型に替わるプロセスの事

業化を目指したいとの想いで，岩谷産業（株）・基盤技術を持つ新日鐵化学（株）などと共

同研究講座の立ち上げに参画していた（取）CSO・塚原保徳の連携拡大には専門企業を自

らの手でとの想いに（代取）CEO・吉野巌が共鳴して 2007 年に設立した。 

 既に，2012 年には東洋インキ（株）への素材供給，2014 年には BASF との共同開発契

約，2015 年には太陽化学（株）と食品添加物製造を目的とする合弁設立など業容拡大を図

っている。 

・＜Hitz バイオ協働研究所＞ 

この研究所のルーツは 1980 年に遡る。当時，日立造船（株）の多角化戦略の一環とし

て，バイオ分野，中でも中国原産の「杜仲」の潜在性に着目，その第一号として「杜仲茶」

の商品化に成功したが，2005 年に小林製薬（株）に M&A で事業譲渡。 

同年，研究活動の加速のため，研究拠点を大阪大学に移転，さらに研究充実ため，当時，

制度化が進んでいた共同研究講座に移行（2006 年），さらに，複数の研究室との連携を強

化するために「Hitz バイオ協働研究所」（2012）へ移行。 

この程，これまでの素材供給に加えて「杜仲エラストマー」によるゴルフボールの製品

化などに成功。この事例は，①企業の研究・事業化への意思と② ”Industries on Campus” 
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の融合として大きな成果と考える。 

   また，＜事例[Ｍ]６＞東京大学：Proprius21 の「プラザ活動」などは，「公共空間」・「協

創活動」が内包された制度例であると考えている。 

 

８．５．イノベーション創出に向けた組織改革 

 イノベーション創出に向けたプログラムについては前節で考察を加えたが，連携組織をイノ

ベーション創出に向けて改革を行った事例がある。 

＜事例[C２]＞金沢大学（創成割合：0.05）：先端科学・イノベーション推進機構 

 ・ 近の諸政策によって機能は充実してきたが，大半の連携組織は「地域共同研究センター」

の域を出ず，民間からの課題を受けて共同研究創成に向けたスタッフ組織であり，「イノ

ベーション創出」の視点からは，教員と連携部門スタッフの距離感に課題が残る。 

    また，連携組織からの情報提供は，産学連携に関心の強い教員に的確に伝わらず，関心

の薄い教員には雑音である。 

  ・「イノベーション創出」と「産学共同研究創成」を融合させた連携部門の組織例で，上記

の課題を URA の導入を機に「先端科学・イノベーション推進機構」を組織化し，スタッ

フと共に特定された教員群が所属し“いい距離感を採りながら活動”できる環境を構築し，

組織内では分野毎に担当者を配置し両活動の融合を図った例である。今後，制度面と組織

面の両面から検討を加える事例の一つであろう。 

 

８．６．小括 

 実情調査の分析結果に基づくまとめは次の通りである。 

実情調査を基に産学共同研究創成に連携部門が関わった創成割合で層別・検定を行った

結果次の傾向が推察できる。 

（１） 「制度整備」と学内外との接点における 

・情報の共有化，・シーズ把握など大学内の制度整備では創成割合の区分で顕著な差異

が認められないが，・コミュニケーション手段，・企業側の取り組み体制の確認，・シ

ーズ発信など学外との接点の制度では創成割合が小さいグループが進んでいる。 

・これは，ルーズカップリングから強固な組織化まで幅がある中で，同じ学内の組織間

のようにある程度共通基盤があるプラットフォーム的な環境にある組織間の情報移

転では，既にある程度「情報の粘着性」は緩和されているため顕著な差異は表れない

と考える。 

 「プラットフォーム効果（仮称）とも言うべき効果ではないだろうか？ 

・一方，組織の外部との情報の移転の際には，「情報の粘着性」は内部での移転に比し

て大きく，制度整備によって「情報の粘着性」が緩和されるという，いわばルーズカ
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ップリング効果（仮称）とも言う効果ではないだろか？ 

・その証左としてニーズに応える制度整備もシーズを起点とする制度整備においても，

創成割合が小さいグループが先行していると言える。 

（２） 産業界側からのニーズに応える「共同研究創成」を促進する制度は整備・充実 

次の顕著な制度整備例はいづれも「創成割合：0.12」の大学による取り組みである。 

・継続的にニーズが生じる制度：九州大学・組織対応型連携，山口大学・包括的協定 

・連携人材の学外からの受け入れ：岩手大学：県内自治体との「相互友好協力協定」 

（３） 大学シーズを起点とする制度整備の例は少ない。 

・とりわけ，シーズの収集→発信→企業・研 究者・連携部門の知の結集までプログラ

ム化している例として東京大学・Proprius21 が挙げられる。 

（４） 旧帝国大学は創成割合を小さくする制度化を促進 

・いずれも，創成割合が小さいグループであるが，旧帝国大学を含む大学群Ⅰと含ま

ない大学群Ⅱを比較すると大学群Ⅱの中の創成割合の方が p値が緩和される制度整

備が多いことは，旧帝国大学群はそれぞれ特徴ある制度の整備をしていることから

と理解出来る。 

（５） この高度な制度整備はイノベーション創出には適しているのであろうか？  

・新たな組織化が必要ではないだろうか？ このことは，金沢大学「先端科学技術・

イノベーション推進機構」事例を考察した。 

（６） 教員が共同研究の創成活動と連携部門との関係について，如何に感じているか？ 

追加調査を行ったミニアンケート結果を紹介する。 

（ⅰ）共同研究数について 

・３年間で共同研究の総数 108 件であり年間平均 36 件となり，回答者１４名一人

平均２．６件であり，共同研究が限られた教員で取り組まれていることを示して

いる。 

・この内，３年間の一人当たり 大の件数は３３件で全体の３０％，次いで１８件・ 

１２件・１１件と続き，３年間０件は３名であることから，研究分野などによっ

ても大きく偏りがあることが推察される。 

 ・教員からの提案は３名・３３件（３０％）であり，企業からの提案が圧倒的に多

く，８名は企業からの提案のみで７０％である。 

・共同研究員の受け入れは教員の数で５０％，件数で４３件（４０％）に及びかな

りの活用状況にあり，これは，協創環境の素地がある程度あることを示している。 

（ⅱ）共同研究講座への希望について 

 ・機会があれば希望する６名の内，これまで参加の機会があった教員と機会がなか

った教員は３名と相半ばしており，希望しない教員の意見も聞く必要があると思
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われる。 

（ⅲ）産学連携部門からの支援状況及び連携状況に対する感想・意見について 

・＜AⅠ群＞＜AⅡ群＞は，共同研究課題を教員からの提案もされ，共同研究講座へ

も前向きであり，産学連携部門とも良好な関係を有している教員であると推測する。 

・課題は，連携部門とは距離感を有しているが積極姿勢が見られる＜B 群＞，距離感

が極めて大きな＜C 群＞との対応である。しかし，ともに共同研究には取り組んで

いる教員あるので，この教員との接点を上手くとっていく必要があろう。 

ミニアンケートは母数も少なく，この結果のみで大勢を推察することは危険ではあるが，

学会などで接する教員も近い感覚を有しており，このミニアンケートの結果も含めて，次

章の政策提言をまとめて行こうと考える。 

 

＜追加調査＞教員へのミニアンケート  （2015.10.7～2015.11.17 ）           

メール送付２８名 回答１４名 回収率：５０％ 

Ⅰ．過去３年間の共同研究の数について，研究の発端と契約への経緯についてお伺いします。 

１．先生からご提案され，先生と企業との直接折衝で契約に至った共同研究の数 

 （その内，企業からの「共同研究員」を受け入れられた件数を（  ）にご記入下さい。） 

  2013 年度 2014 年度 2015 年度 

前年度とは異なる企業との単年度契約 ４(   3） 3（   3） 3（  2） 

前年度と同じ企業との単年度契約 1 (   1）   3（   2）  1（  1） 

前年度からの継続契約   5 (   2） 7（  2）  6（   3） 

２．企業から提案があり，先生と企業との直接折衝で契約に至った共同研究の数 

 （その内，企業からの「共同研究員」を受け入れられた件数を（  ）にご記入下さい。） 

  2013 年度 2014 年度 2015 年度 

前年度とは異なる企業との単年度契約 3（  1）   5（  3） 9（   7） 

前年度と同じ企業との単年度契約 11（  10） 10（   1） 8（   1） 

前年度からの継続契約 12（  3） 10（  3）  5（   5） 

3．産学連携本部等から紹介があり，本部を介した折衝で契約に至った共同研究の数 

 （その内，企業からの「共同研究員」を受け入れられた件数を（  ）にご記入下さい。） 

  2013 年度 2014 年度 2015 年度 

前年度とは異なる企業との単年度契約   （  ）   1（  1） （    ） 

前年度と同じ企業との単年度契約    （    ）   （    ）  1（  1） 

前年度からの継続契約   （  ）   （  ）   （  ） 
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Ⅱ．産学連携活動について 

１．共同研究講座について 

１－１．これまで講座開設に関われたことは，   

・あり （  6  ） ・ なし （ 6 ） 

１－２．機会があれば設立したいと思われますか？  

・はい （ 6  ） ・いいえ （ 4  ）  

１－３．「はい」の場合，産学連携本部の支援を期待されますか？ 

   ・はい （ 6  ） ・いいえ （ 1  ） 

２．産学連携本部からの支援状況及び連携状況に対するご感想・ご意見をご記入下さい 

  いずれも共同研究は実施されている教員からの意見であるが，温度差が大きく，この

声に如何に応えていくか？ 今後の課題であろう。 

＜AⅠ群＞ 

・共同研究申請，共同研究講座の人事案件，特許出願などの手続きではお世話になってお

り，非常に助かっています。今後とも事務手続き等でサポートを期待します。 

・通常の共同研究でも，契約内容等を大学にとって正当に結ぶには，産学連携本部の支援

が極めて重要です。研究者は，研究を進めることにのみ重点があるので，しばしば，大

学側に不利な条件でも容認してしまう状況が起こります。増して，共同研究講座のよう

に金額も大きく，さらに人事，知財のからみが複雑化する場合には，産学連携本部の力

量ですべてが決まってくるということを共同研究講座の立上げと運営で学びました。 

＜AⅡ群＞ 

・共同研究等は企業からの申し入れが多く，産学連携本部からの支援は必要としていない。 

・現状の産学連携本部からの共同研究等の申し入れは，中小企業からの技術支援的なもの

が多い様に感じます。NEDO，JSP などのプロジェクト研究に結びつくような案件打診・

提案であれば，より有効になるかと思います。 

＜B 群＞ 

・産学連携活動に積極的に取り組む教員に対して大学（社会）への貢献として評価（推奨）

はされているのでしょうか？それとも研究者個人の志向や予算の問題であり，大学とし

て支援は行うが積極的に推奨するべき活動ではないと認識されているのでしょうか？ 

・もし，推奨されているのであれば，何をゴール（連携活動，教育への利用，実用化，ベ

ンチャー起業など）とすべきでしょうか？ 本部の方針をより明確に各部局に発信いた

だければ，若手教員の産学連携活動への参画に大きな支援となると考えます。 

＜Ｃ群＞ 

・一般の研究者からは産連本部が遠い雲の上の存在に見えるし，産連本部の方々には研究

者の顔が見えているとは思えません。距離がありすぎます。     

 －以上― 
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第９章  政策提言 

第８章の調査結果によれば，日本の産学連携の現状は産業界側からのニーズに応える共同研

究の創成には極めて効率がよい環境であるが，イノベーション創出の条件である①公共空

間・②協創活動を設定するには教員と連携部門との関係が希薄であるという課題が浮き彫

りになってきた。 

しかしながら，これまで積み上げられた産学共同研究が主な活動である産学連携環境の

中で，イノベーションの創出に向けて，基本的な三つの実践的な提案をいたしたい。 

（１）希薄になっている共同研究を実施している教員と連携部門との接点強化 

（「マネジメントの大家」：関心がある教員の登録と研究会など協業の場の設定） 

（２） ニーズ・シーズに次ぐ「種」の探索を基にした協創環境の創成 

（「知の探索」から「協創環境」創成へのプログラムの構築） 

（３） 産学連携活動による「集積知」の多面的な活用 

・縦展開：次世代人材育成（研究者・産業人・連携人材） 

（知財活用とは限らず，共同研究自体の事実も活用の対象） 

・横展開：先進制度の相互研鑽事業（制度整備の「市場」（ＪＳＴ事業）） 

 それぞれについて，若干の説明を加えよう。 

＜提言１「マネジメントの大家」：関心ある教員の把握と対話など協業の場の設定＞ 

   現在は概ねの連携組織では，ミニアンケートのＡ群の教員を中心に連携人材との個人的なつ

ながりで教員との接点を構築しているケースが多いと推察する。Ｂ群・Ｃ群も共同研究の創成

には関わりがあり，連携部門にとっては統計集約ではお世話になっている教員層であり，「登

録制」等で峻別して対話など協業の場を設定することが第一歩であろう。 

先ず，「登録制」の対象としては部分的にでも「疑似金沢大学方式」の導入を視野に入れて，

イノベーション創出を促進する漸進的組織整備としてお勧めしたい。 

これを文科省の政策として「大学等における産学連携等実施状況について」の調査項目に，

「何人，または，何グループ登録制としたか」等の設問を設定する。 

ＶＢＬなどでは建物に入居している教員やグループを管理しているが，連携という視点から連

携部門がマネジメントの「大家」になることをお勧めしたい。 

また，各種の情報提供も一般の教員とは峻別した情報提供が重要である。 

＜提言２：「知の探索」から「協創環境」創成へのプログラムの構築＞ 

これまでの産学連携のスタートは，①企業などからの課題・発案の提供（ニーズ志向）

と②教員からの提案（シーズ志向）であったが，今後は，第三の「種」として，10 年後を

想定したニーズなど協創による発掘が求められる。 

このような「知の探索」の手法の一つに，文科省「COI-STREAM」の「対話方式による

１０年後のニーズ探索」があり，数十の大学でトライされている。 

トライされた大学では教員から「こんなニーズがあるのなら自分のこの研究が役立つの

では？」との声もでているとの情報を得ている。産業界からのニーズ・大学人からのシー
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ズに次ぐ第３の課題創出「知の探索」として実感が浸透しつつあると感じている。 

共同研究講座の設立に当って，この手法で内容の構築と企業の参加希望を募った事例も

把握しており，さらに，インバウンド・アウトバウントオープンイノベーションなどへ今

後，推進されることを期待したい。骨子を要約すると下記となろう。 

・１：「10 年後の実現社会と必要課題」などの探索手法の活用 

・２：探索を協働・協創プロジェクトへ導くプログラムの開発  

・３：インバウンド・アウトバウントオープンイノベーションの試行 

＜提言３：「集積知」の「縦展開」・「横展開」＞ 

これまでの産学連携への取り組みで多くの「知」の集積があると考えられる。 

その活用法としては事例集の発刊，学会発表など各種報告にはされていると思われるが，政策

でも指摘されているように「三位一体」の一端として教育・研鑽への活用を提案する。 

・縦展開：次世代人材育成（研究者・産業人・連携人材） 

（知財活用とは限らず，共同研究自体の事実も教材に） 

・横展開：先進制度の相互研鑽事業（制度整備の「市場」（ＪＳＴ事業） 

・１：次世代人材育成（研究者・産業人・連携人材） 

・連携組織での展開に加えて，学内の教育プログラムとの連携も視野に入れ，幅広い育

成を図る必要がある。 

・教材の素材とする場合には企業の承認を得る制度の整備が必要である。 

 ・２：制度整備の「市場」（ＪＳＴ事業）  

現在も，種々な講習会はあるが，企画側が事業内容を選択して決められている。本

提案は，受講側の希望事項を基に企画するものである。実施要領は次の通り。 

・① 整備を希望する制度の募集：毎年，整備を希望する制度の募集を行う。 

（その際，判れば，講師を希望する大学をリストアップ） 

    ・② 希望を集約して講習会の課題と講師を決定する。 

    ・③ 希望された課題に対する講師料は受講者負担とし，講師側には講師料を支給する。 

共同研究講座など先進事例の希望が多いとは推察されるが，この事業は必ずしも主に

は創成割合小さいグループ大学が大きいグループ大学への制度整備の移植とは限らな

い。時々，創成割合小さい大学からも「○○大学の「△△制度」について知りたいが，

１：１では・・」との声をお聞きすることから発想した次第である。 

 

「国立大学改革プラン」によって，①世界最高水準の研究，②特定分野では世界的に，③地域

活性化の中核に，以上の中から選択を求められており，産学連携への取組も大きく変わってくる

と思われるが，その中においても①産学共同研究・②イノベーション創出は基本活動であること

を基本に実践的な三つの提案を行った次第である。 
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第１０章 終章 

大学間の活性度の差異が産学連携，とりわけ，産学連携共同研究に関わる制度整備の差異と関

連があるのでは？と言う淡い課題認識から歩み始めたこの研究も，次のような結果を得るととも

に，連携組織に関する当初は予想しもしなかった結果を得て一つの節付けを迎えようとしている。  

 終章として，研究で得られた結論と取り組みにおける新規性について記述する。 

 

１０．１ 研究で得られた成果 

 調査結果に基づく主な成果は次の通りである。  

・産学共同研究創成を推進する「制度整備」は，連携部門が共同研究の創成に関わる割合が

小さいグループの方が進んでいる。 

・創成割合による諸指標の差異は，学内の制度整備よりも学外との制度整備の方が大きいこ

とは，学内の組織化によって「情報の粘着性」が緩和された結果であると推定される。 

・その中で，全大学が創成割合の小さいグループに属する旧帝国大学の制度化による差異へ

の寄与が大きく，他に比して制度整備の進展が窺われる。 

現段階の研究結果からは，産学連携に関わる制度整備は外部からのニーズを起点とする共同研

究に対応する方向に極度に整備が進んでおり，産学連携組織がイノベージョン創出と言う政策要

請に応えるには課題を孕んでいることも明らかにした。 

そこで，次の三つの実践的な政策提言を行った。 

（１）希薄になっている共同研究を実施している教員と連携部門との接点強化 

（２）ニーズ・シーズに次ぐ「種」の探索を基にした協創環境の創成 

（３）産学連携活動による「集積知」の多面的な活用：「縦展開」・「横展開」 

 この提言は，現在，各国立大学では「国立大学改革プラン」によって，①世界最高水準の

研究，②特定分野では世界的に，③地域活性化の中核に，以上の中から選択を求められて

おり，産学連携への取組も大きく変わってくると思われる。 

どの選択をするとしても，産学共同研究は基本活動であり，現在求められているイノベ

ーション創出にむけてもこの基本活動との整合性を維持しつつ展開することが重要である

との基本認識に立って提言を行ったものである。 

 

１０．２ 研究の新規性について 

この研究において，これまでの研究を如何に活用して取り組みを行い，これまでの研究分野に

どのような新たな知見を付与することができたかを考えてみよう。 

（１）産学連携分野にミクロなアプローチを導入 

これまでの産学連携研究が事例分析・統計分析などのマクロな研究であったのに対して，

本研究では，共同研究創成の内部活動に着眼した知識体系化によるミクロなアプローチを

開拓して，成果につなげた。 
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（２）産学連携の知識体系化にプロジェクトマネジメント研究の体系を活用 

連携活動の知識体系化に当っては，Ｐ２Ｍ・プロジェクトマネジメントによるフレー

ムモデルにＣＳＦ(Critical Success Factor)を加味したマネジメントモデルを構築する

という新たな取り組みを開拓した。 

（３）Ｐ２Ｍを産学連携という新たな分野へ展開 

これまでの大規模システム開発中心の取り組みから産学連携という新たな分野へと応

用の拡大を図った。 

（４）「情報の粘着性」と組織化との関係 

全く組織化されていない「産」と「連」間の情報移転と，「連」と「学」間の情報移転

とで効果が異なる現象に対して，「プラットフォーム」や「ルーズカップリング」のよう

な視点で考察を加え，「プラットフォーム効果」（仮称）のような現象も見出した。 

最後に，この結果に辿り着いた基盤は，全国の連携部門に従事する関係者，とりわけ，65 大

学の関係者の貴重な「知」であり，立場上，筆者がとりまとめて次第であり，ご協力いただいた

各大学の制度整備の進展に寄与していきたいと考えている。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊謝 辞＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 最後に，本研究への取り組みに当り，次の諸先生へ謝意を表します。 

先ず，小林敏男先生には，この研究を始めるに当たって，筆者の「これまで取り組んで

きた産学連携について取り組みたい。」との申し出に対して，「副題として“イノベーショ

ンの創出の視点から～”を加味した方が現在の政策方向に沿った内容となるのでは？」と

のご助言をいただいた。このご助言が研究途上においてもまとめの段階においても大きな

視座となってきました。 

また，研究の途上においても，「情報の粘着性」「データの不等分散」などのご示唆を初

め，ポイントポイントで方向性を示すご助言いただき，科研費のお蔭で地域の大学への踏

査による実情調査の企画など現実性の高い研究をさせていただきました。 

小原重信先生を始め国際Ｐ２Ｍ学会の先生方には，マネジメントモデルの構築において，

論文の査読などを介して，本研究の骨格の構築につながるご指導を賜りましたことに深謝

申し上げます。 

中川功一先生には，社会科学への取り組みの基本，とりわけ，面談による情報収集，諸

データの分析における，視点の設定・分析データの読み方等々，随所随所でご指南・ご支

援の手を差し伸べいただいたことに謝意を表します。 

 最後に，妻・久子に対する謝意を記述することをお許し願いたい。フルタイムの勤務を

離れ二人の時間を共有すべきこの期間に共に外出する機会も少なく，筆者の健康維持のた

め種々尽くしてくれたことに謝意を表する。 
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＜補 論＞ 

                        ～技術経営から産学連携への道程～ 

§１．はじめに 
筆者は，論文の対象である産学連携業務に従事する前に，この分野に関わる知見に遭遇

する機会があり，これらの知見が連携活動における多様な課題への円滑な取り組みの素地

になり，これらの過程で醸成されたネットワークが研究の基盤であったと考えている。 

この補論は，このような視点から，とりわけ論文の主題と関わりが深い分野における取

組みについて記述いたしたいので，軽い読み物としてお目通しいただければと幸甚である。 

次の事項について記述を進めよう。 

 ・企業における研究情報管理の開発研究（§２） 

 ・地域技術政策に関する調査研究（§３） 

 ・米国における産学関連活動の動向（§４） 

 ・産学連携ネットワークの構築（§５） 

 ・むすび（§６） 

 
§２．企業の研究情報管理の開発研究 
 本件は産学連携活動では「お問い合わせシート」の発案に繋がった取り組みであり，昭

和 44(1969)年９月から昭和 46(1971)年７月に取り組んだものである。 

次の事項に沿って記述を進めよう。 

 ・研究部図書室から研究開発本部情報センターへの改革（§２．１） 

 ・研究報告制度の改革：「サマリーシート」の設計を中心に（§２．２） 

 ・改革後のフォローアップ（§２．３） 

 ・まとめ（§２．４） 

§２．１．研究部図書室から研究開発本部情報センターへの改革 

 主な改革事項は次の３件であった。 

①  図書の整備 

・課題１：保管スペースの狭隘化⇒廃却基準を２０年保管から１５年保管に改訂 

・課題２：３枚のカード（・書名カード・著者名カード・分類カード）作成の負荷 

（改革：機械検索向けに１枚のパンチカードへ変更する） 

②  技術雑誌類の整備，など 

・課題１：保管スペースの狭隘化⇒図書と同じに改訂 

・課題２：回覧中の紛失⇒本誌の回覧に替えて目次の「写」を回覧する。 

③  研究報告類の整備：詳細は§２．２．で記述を行う 

引継段階で，①と② については，既に構想ならびに実行案について組織的了解が得られ，

具体的な実行企画を作成して実施に移すべき段階であった。 
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 ③ は①② と違って，研究開発管理とも大きく関わりがあり，研究部長・研究課長なども

今後日常的に制約を受ける事項であるので次の課題として留保されていた。 

 本項では①と②に関する整備の概要に関する記述に止める。その理由は，①②の共同整

備作業の規模との概要を記述することによって，①②の業務が多くの労苦の上で完遂され

たことを理解いただくこと，また，この改善を通じて，研究部門幹部・管理職・研究員・

図書室員との一体感が醸成され，③の達成に大きく寄与したと考えているからである。 

 では，具体的な記述に入る前に，今回の整備に関わるＡ地区の諸元をまとめておこう。 

Ｂ地区・Ｃ地区も同じ構造であるが，規模はそれぞれＡ地区の約２０％・１０％で研究分

野もＢ地区は金属加工，Ｃ地区は通信ケーブルの範囲であった。 

＜Ａ地区の推進体制の構造と課題＞ 

 改革を推進する組織は，研究部の管理者(課長クラス以上)で構成される幹部会議と実務

を担当する推進組織であり，推進組織は各課代表の委員，企画担当および実務者で構成す

る情報委員会である。 

・幹部会議：代表：研究部長，各研究部門の管理者 

   研究部(構成員：研究員：約 100 人，約１０研究部門) 

・推進組織：情報委員会：リーダー：委員長(研究部長)，平素は筆者(企画担当)代行 

   構成員は各研究部門から一人づつの委員および幹事グループ 

   幹事グループ：企画担当(企画課数名，責任者・筆者) 

実務担当(業務課・図書室数名) 

 ・課題①に関わる図書９６００冊・製本済技術雑誌９０００冊 

 ・課題②に関わる技術雑誌月刊・四半期刊合せて４６０誌 

 組織としての問題点としては，実務担当<図書室>には永年に亘り図書室を運営してきた

という自負があり，特に，当時としては少なかった司書資格を持つ責任者の女性担当者に

は諸改革に根強い抵抗感があったが，§２．２の助走期間と位置づけ実務を通じて共通の

基盤づくりに注力した。 

§２．２ 研究報告制度の改革：「サマリーシート」の設計を中心に 

 改革課題としては，次のような「研究報告制度の問題点」を解決し得るレポートシステ

ムを構築することであった。 

・保管期限：報告の形態と保管期限は次のとおりであり，速報は原則として３年以内

に研究報告にまとめることになっていたが，報告になる前に廃却が進んでいた。 

 研究報告(永久)，研究資料(２０年)，研究速報(３年) 

・書き難いとの声が多く，提出件数も減少傾向にあった。 

・保管することに重点が置かれ，あまり活用されていなかった。 

・研究部が製造所に分散しており，管理様式が異なっており流通が少ない。 

・処理ルートに転記業務が多い。 
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§２．２．１ 研究報告類に関する現状調査 

 当時の記録によれば次のような調査を行っている。 

・ 研究報告類の執筆状況 

・ Ａ地区・Ｂ地区の研究報告類の形態と処理ルートの比較 

この中で注目すべきは，Ａ地区とＢ地区で研究部が異なっていることもあり，全く異な

る発想で研究報告書類が管理されていることが分かり，これがその後のシステム構築のヒ

ントになったことである。Ｃ地区はＡ地区の事業から分離展開されたため，殆どＡ地区と

同じ管理形態であった。 

「Ａ地区とＢ地区の研究報告類の形態と処理ルートの比較」は概ね次の通りである。 

・ Ａ地区は原稿をタイプ印刷に依頼して，きっちり製本した形であり，必要部数を印刷

して図書室で台帳に記載し保管すると共に関係先に配布をする。 

・ Ｂ地区はある単位の研究が終了すると，残す必要のある資料をファイルし表紙を付け

て図書室で台帳に記載して保管する。 

・ いずれも分類などはせず，関係部門への案内は研究月報によっている。 

         表２．１ Ａ地区とＢ地区の研究報告制度に対する評価 

この結果，推進組織内からは何か簡単に内容が分かるシートを設計し，配布などはこれ

を用いて，保管は必要と思うモノを提出する制度で良いのではとの提案があった。 

そこで，他社例など外部のデータ収集に加えてこの制度の享受者であり，制約も受ける

研究部構成員から次の事項について意見の収集を経て図２．１の「サマリーシート」（案）

がまとまった。 

・研究報告制度の目的・意義 

・サマリーに記載すべき事項 

・研究管理上の項目との接点 

 ただし，この時の「サマリー・シート」（案）はまだ素案の段階であり，実施に移す前に，

幹部会議および研究部員からの意見で修正を加えている。図中，＊印はその後の検討で内

容に変更があった項目で，★は新たに追加希望があった項目である。 

 そして，何よりも大きな改革は，「サマリーシート」を作成すれば，BRIEF REPORT と

して，工事図面・写真集など幅広く研究成果が収集できるようになり，大幅に研究報告の

数がアップしたことである。 

 Ａ地区  Ｂ地区

レポートが書き易い ○

関係者に分かり易い ○
自分で後日参考になる △ ○
後任者の参考になる △ ○
失敗の記録が残り易い ○
配布先へ内容を知らせる ○ △
読み易い ○ △
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図２．１  レポートシステム・サマリー・シートのレイアウトイメージ 

(実寸は各部分が縦方向に約２倍でＡ４サイズ) 

幹部会議においては，研究報告類全般に関して次のコメントおよび具体的な検討事項

が呈された。 

＜全般的な指摘事項＞ 

・ BRIEF REPORT で書きやすくするのは良いが，研究におけるレポートを書く意義を

見失わぬように。 

・レポートをまとめることにより，研究を振り返り不備な点も明らかになる。 

・外部発表に備えてレポートを書く習慣は大切である。 

§２．３．改革後のフォローアップ 

 昭和 46(1971)年７月に異動で研究評価などを推進する業務に携わる立場になり離れたが，

数年は後継者の推進に対して助言する立場で関わった。その間のフォローアップと 近の

フォローアップに分けて記述を行おう。 

§２．３．１ 異動後数年のフォローアップ 

 筆者が異動後は，①図書管理，②技術雑誌等の管理と③研究レポートシステムとともに，

業務グループが中心となって，研究開発部門の情報管理システムとして「技術情報センタ

ー利用の栞」という形で研究部門内に配布するとともに，実務を推進して行った。 

その後，これらの整備に関して昭和 48(1973)年５月には専門図書館関西地区協議会から

企業の図書室として初めて優秀図書室の表彰を受けた。 

 また，このような委員会方式による技術情報管理の進め方は当時関係者の注目するとこ

情報管理欄(配布先) 書誌的事項
技術情報センター ★UDC ＊研究者(執筆者)執筆者に○印

　表題 　研究協力者
★英文表題名 ★従業員No
　キーワード
＊テーマNo追番 ★機密区分
＊テーマ名 ＊保管希望年限
　研究期間 ★関連情報

研究内容(要旨)

目的
内容
成果・課題

＊管理欄(所見・承認)
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ろとなり，第５６回技術情報活動研究会(日本科学技術情報センター)(1974.9.18)において，

「委員会方式による企業内情報活動の実際-Ｓ社研究開発部門の技術情報管理-」と題する

講演で外部の方にも紹介した。（谷口邦彦 1974） 

  さらに，同年昭和 49(1974)年 11 月には社長管理報告会の対象になり好評を得た。 

§２．３．２ 近のフォローアップ 

 近，この補論を記述する機会に近況を調査した結果，構想の中で，③レポートシステ

ムは好評で，その後４０年間の実績を持っているが，具体的には，１９９０年代半ばに入

り，コンピュータ・イントラネットの充実で，次のように実施されていた。 

① 技術情報センター図書の分散保管・集中管理 

 近は図書も分散保管・集中管理となり，蔵書の保管部署が社内イントラネットで検索

が出来るようになっている。 

② レポートシステム 

当時からサマリー・シートは集中管理，レポート自身は分散管理であったが，シートの

書誌的事項をコンピュータ入力すると，研究員の端末で検索が可能となっている。 

③ 新しい形態の外部情報への対応：情報の所在案内と選択的情報提供 

特許広報がＣＤ－ＲＯＭで購入可になったので，特許情報分野でサービスが実施されて

いる。 

§２．４．まとめ 

 以上の成果をまとめると次の諸点である。 

・レポートシステムの区分を大きく，研究報告と BRIEF REPORT に大別したことは従来の

研究報告制度の硬直性を緩和することにつながった。 

・ この中で「サマリー・シート」は，前項で検討したように，幹部会議などにおける指

摘，研究部構成員の意向を概ね集約した結晶であり，研究報告に止まらず多面的に自

主的な研究管理に活用される柔軟性・拡張性を持った所産である。 

・ これは研究内容が多様化し，柔軟性を求めていた研究者の意向にフィットしたものと

考えている。 

それはこの制度が４０年予に亘り活用されていることが示している。 

 

§３．地域技術政策に関する研究 
この研究は，特定の期間に集中的に取り組んだものではなく，本§で記述する様々な活

動の合間を縫って地域で面談・施設訪問などの機会に，収集した情報をまとめたものであ

る。 

この研究に取り組む端緒は，平成５(1993)年度に㈶大阪科学技術センター（以降，「OSTEC」

という。）・理事（技術開発事業担当）として，出向着任したことである。 

財団へ出向して気づいたことは，何をアウトプットにしようか？ 企業に在籍した時は週

末報告，半年，年末報告など区切りのアウトプットの生活に慣れていたので，何か目に見
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えるアウトプットをと考えた。 

そこで，担当範囲の業務を見ると，光量子，ATAC，近畿通産局など諸省庁からの委託調

査などがあり，これらの活動成果について学会発表をしようと，それに，当時，関西学術

研究公園都市，大型放射光施設建設，など多くあった。 

そこで，翌年の発表したのが伊藤健一との連名発表（伊藤健一・谷口邦彦 1994）であっ

た。以降も必ず関係した職員との連名発表とし，ほぼ，毎年２件の発表を続けた。 

§３．１．＜プロローグ～地政学～＞ 

企業在籍中は医療分野の社内ベンチャーの責任者として，地方へ出かける機会が多く，

出かける前には，必ず，事前にその地方，地域について調査の上で出かけることとし，現

地でもその補強に努めた。その結果次のようなことが見えてきた。 

・秋田県：南８０％は旧佐竹藩・北２０％は南部藩，知事は佐竹藩の末裔 

・長岡市：銘菓「米百俵」の由来 

・熊本県：小さな公立医療機関が散在：西南戦争の野戦病院の名残とか 

これらから推察すると，明治維新の頃にどちら側であったかに拘りがあることが見えて

きた。東北の方々からはそれが明確にならないと本音の話は聞けないとのことで，以降は

当時，その頃の先祖は農民であったとそれとなく話して本題に入るように努めた次第。 

§３．２．前段階で有意義であった取り組み 

 OSTEC 理事に着任する前に次のような取り組みをする機会があり，以降の活動への下地

になったと考えている。 

 ・産業技術と歴史を語る懇談会 

 ・（公財）地球環境産業技術研究機構(RITE) 

（１）産業技術と歴史を語る懇談会 

 この取り組みは，設立(1991 年)にも参画し，運営委員会副委員長を務めていた（社）研究 

産業協会（現・（一社）研究産業・産業技術振興協会）が通商産業省の要請を受けて取り組

んだものである。（1991 年 12 月 20 日～1992 年 5 月 28 日） 

 この間，５回の懇談会が開催され当時の蒼々たる経営者との交流，とりわけ，富士の裾野

での合宿で熱っぽく語られていた経営者の姿は目に浮かぶところである。 

 まとめとして，(通商産業省編 1992)ならびに（（社）研究産業協会 1993）の発行で活動は

幕を閉じたが，この間に学んだ中で大きく２点を記述しておこう。 

・① それまでは大企業との往来が主であったが，地域に小粒でもキラッと光る中堅企業が

あり，地域の大学との交流も多く持っている。 

 ・㈱松浦製作所（福井・マシニングセンター） 

 ・㈱西日本流体技研（佐世保・大型回流水槽を基盤とした応用技術） 

・② 日本の産業技術が軍民転換の恩恵を受けており，「零戦」からは次の技術が展開されて     

  おり，当時，学術振興会で作業が進んでいることを知った。 

 ・機体の構造研究：新幹線の車体構造研究 
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 ・エンジン研究：自動車のエンジン研究（日産プリンスとして成就） 

 ・制御・通信技術：医療機器への応用展開 

 その後，軍民転換の研究は，（日本学術振興会 1994）並びに（日本学術振興会 1996）とし

て発刊されていることを知り他の事例とともに感銘を受けた次第。 

（２）（公財）地球環境産業技術研究機構 

 平成２（1990）年７月，機構発足とともに「化学的 CO２固定化技術開発」プロジェクトの

業務委員長に就任，次の貴重な体験をする機会を得た。 

※① 海外企業を含む 10 社による研究協定における「国際仲裁裁判所」規程 

  参加企業にイタリアの国営企業があり，紛争が生じた時の措置として国際仲裁裁判所

に調停を委託する条項の記述をする提案があり，この機関を知る機会を得た。 

※② 出向研究者の寄与度に基づく知的財産権の持ち分制度で出願促進 

   プロジェクト発足当初は特許が順調に出願されたが，３年目に入ると下降気味になっ

てきたので，技術委員長に尋ねると「３年目はこんなモノですよ。」との回答。 

   よく調査すると，企業からの出向研究者の交替があり，発足当初より研究者の質の低

下が窺える。そこで，技術委員長に特許の持ち分は如何にしているか確認すると 10 社等

分であるとのこと。 

   そこで，向後は１件毎に企業出向者の寄与に応じて出向企業の持ち分を設定すること

に変更したところ次期からは出向研究者の質が向上し，特許の出願が上昇した。 

§３．３．”Kohsetsushi”を研究課題に 

 OSTEC へ着任の翌年，地域技術政策における中心課題の一つは公設試験研究機関では無い

かと思い始めていた頃，「日本の公設試に相当するアメリカの MEP の訪問団（1994 

Modernization Forum Study Mission to Japan）のレセプション」への出席要請を受けた。 

 この訪問団のことは，アメリカ商務省(April/1995)によれば 1994.10.23-11.3 に日本訪問，

ファナックなど４企業と中小１２企業の他，京都リサーチパーク，大阪府立産業技術研究

所（”Kohsetsushi”）などを訪問との記事がある。 

 団長の Georgia Institute of Technology のPhilip Shapira教授（当時・助教授）によれ

ば MEP*1は，1988年にクリントン・ゴア政権によって日本の製造業の追い上げに対応する

政策としてNIST*2の下部組織として，設置された由。 

そして，そのモデルになったのは日本の公設試であり，関係者間では”Kohsetsushi”と

いう術語が一般化しているとのことであった。 

*1：Manufacturing Extension Partnership 

    *2：National Institute of Standards and Technology 

 続いて，当時の科学技術庁・科学技術政策研究所（現・文部科学省：科学技術・学術政

策研究所）からMEP研修団の受け入れのお世話の要請があり，近畿一円の工業系公設試と

連携して，報告会は同研究所（東京）で実施した。 

 当時，近畿地域の公設試によるMEPへの調査団報告や P.Shapira によるMEPのWEB上
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での発言を見る機会があったが，それぞれの主張のすれ違いに苦笑した経験がある。 

・調査団の記述：MEPには研究機能が無く，日本の公設試とは全く異なる機関である。 

・P.Shapira の主張：MEPの年間予算は300億円であるに比して，日本のKohsetsushiの予

算は1000億円である。MEPの予算の増額を主張する。 

 どちらも事実を報告しているが，MEPは元々リンケージ機能を制度化したもので，研究

機能は必要に応じて地域の大学等との連携を採る仕組みになっており，1997年にカリフォ

ルニアのMEPセンターを訪問した時にも，デスクが数個の事務所であり，技術問題で必要

があれば地域の大学との連携を図るとの説明であった。 

 当時，日本の公設試の予算は G.Shapira の主張のように1000億円ではあったが，これは

設備費・人件費など総予算であり，MEPに相当するリンケージ機能に関する経費は恐らく

100億円位でリンケージ機能では大きな差異があることを示しており，日本における公設試

の課題と言えよう。尤も，G.Shapira は百も承知での発言とは推察できるが。 

 当時，G.Shapiraの説明では，日本の公設試と同じ数の180が目標とのことであったが， 

現在，全州に州本部が置かれ拠点は訳440に達している。 

その後，公設試への訪問は約９０に及び，公設試に関する報告，現状に関する（谷口邦

彦ら 1996), 国際比較（米田明彦ら 1997)，近畿地域の基盤整備（中原恒雄ら 1999)，外部

機関との連携（大槻眞一ら 2000)，と一連の学会報告を行い，研究・技術計画学会誌の特集

「リンケージ」において，「公設試の橋わたし機能」を担当し（谷口邦彦 2000），一連の

報告を総括した。 

§３．４．光量子科学技術推進会議 

 この会議は，筆者が着任する前年（平成４[1992]年４月）前任者によって，熊谷信昭先生

を会長として設立されていた。 

 着任第一号の業務は，科学技術庁からの要請に応じて，これも前年７月に同会議が中心

となって提出した「大型放射光施設（Spring-8）計画の早期完成について」建議（第一次）

の第二次の提出であった。着任早々，この促進のため関西経済連合会にて関係団体との共

催による事務次官の講演会を開催した。 

 そして，これを皮切りに，ほぼ毎年講演会を開催する他，地域の研究者の活用促進のた

め，「夢の光」放射光講演会の地域開催を地域の機関との共催で行い，第一回（平成６[1994]

年・姫路）以降，1995.9.東京，1995.10.秋田，1996.6 苫小牧，1996.10 名古屋・岡崎，第

６回 1997.2 浜松で開催した。 

 このアクションが功を奏して？ Spring-8 は予定より１年早く平成 9（1997）年に完成

し一般への供用が開始された。 

 この間の調査研究を（権田金治ら 1995）として学会発表を行い，事業の節付けに次の出

版（光量子科学技術推進会議編 1997）を企画し，この活動の節付けとした。 
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３．４．ヘルスケア産業フォーラム 

OSTEC 理事着任前の平成４(1990)年１０月に前任者によって発足した活動で，発足当時か

ら運営委員として参画していた。 

着任と同時に副幹事長を引き受け，退任の平成１３(2001)年３月に節目の記録として「ヘ

ルスケア産業フォーラム１０年の歩み」（２０頁）を記して，定例研究会・見学会でお世話

になった方々にお届けした。 

このフォーラムの内容は，論文本体の内容とあまり関連が無いので割愛することとして 

開催形態に研究会と見学があり，見学会では地域に出かけ，地域の事情に触れたことのみ

を以下にまとめる。 

・第 1 期：平成３(1991)年１０月～平成５(1993)年７月，定例会 31 回の内 9 回見学。 

・第２期：平成５(1993)年１０月～平成９(1997)年３月，定例会 22 回の内 5 回見学。 

・第３期：平成９(1997)年 ４月～平成 12(2000)年３月，定例会 25 回の内 13 回見学 

この間に，東京，甲府，鴨川，伊豆，金沢，名古屋，福岡，尾道，神戸，加古川，佐世

保などを訪問する機会を得，向後の地域技術研究の糧を得ることができた。 

§３．５．ATAC（Advanced Technologist Activation Center） 

 この活動は，OSTEC に加入する中小企業の技術経営者・中堅技術者が，中小企業の技術

課題に対するコンサルティングを行う活動体である。 

 OSTEC 理事就任後，運営委員として参画。この間の大きな支援としては，ATAC のロゴ

マークの取得である。 

※① ロゴマークの取得 

運営委員会の要請を受け，知財問題では常に相談する大阪大学

同期で弁護士・弁理士の資格を有するＹ氏に相談の結果，トレー

ドマークに詳しい弁理士の紹介を受けて，運営委員の想いと申請 

・審査を数回繰り返して，図３．１に示すロゴマークを取得した。図３．１ ロゴマーク        

 洗剤の“アタック”や類似の企業もあり，決め手は，①Ａの部分に頭の図を入れ，②ア

タックの文字を入れたことであり，トレードマーク分野における知財獲得の妙味を体験し

た次第である。 

・② 大阪大学との「産産学マッチングフェア」への出展 

  筆者が紹介以来，毎回，出展が続いている。 

 ＡＴＡＣに関しては，（水野博之ら 1994）・（水野博之ら 1996）の学会発表で，その存在

を全国に広報するとともに，筆者にとっては，中小企業との接点・公設試などとの接点・

トレードマークなどについて知識に止まらず体験する機会となった。 

§３．７．エピローグ 

研究を手がけるまでは，かつての通商産業省工業技術院（以下，「工技院」という。）と

の往来の頃に工技院からの情報を基に，工技院傘下の地域センターからの技術移転や連携

による協業などを想定していた。 
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しかし，公設試の上位機関が都道府県であり，その中央官庁が自治省，現在の総務省で

あるという官庁の壁は依然として大きく，（西尾好司 2008）によれば，独立法人化などで徐々

に改善はされているものの，道のりは遠いと 近の次の取り組みから感じている。 

・農林水産省産学連携支援事業コーディネーター 

 ・（国）産業技術総合研究所・地域活性化評価委員会（全国担当委員） 

 

§４ 産学連携活動への助走活動 

 §２・§３の取り組みは，産学連携を大きく意識せずに取り組んできた事例であるが， 

平成７（1995）年の科学技術基本法の制定，1996 年の第１期科学技術基本計画(1996～2000

年度)の策定を受けて「技術移転」へと進めるために通商産業省・産学連携推進委員会（1997

年９月～1998 年３月）への参画の頃から，関連する活動に関心を強めて行った。 

その中で，大学の活動，とりわけ，アメリカの産学連携に淡い関心を持ちつつ取り組ん

だ次の事例から記述を進めよう。 

 ・アメリカにおける産学連携活動（§４．１） 

 ・科学技術政策への対応（§４．２） 

 ・まとめ（§４．３）  

§４．１ アメリカにおける産学連携活動 

 米国の大学との接点は，昭和 51(1976)年 10 月 2 日～25 日のアメリカ医療情報システム

調査団（団長：阿部裕・18 名）に参加した時であり，その後は大きく分けて次の機会を得

ていたが，確たる意識を持って，活動を始めたのは§４の冒頭に記述したように，科学技

術に関する諸政策が動いた時期である。 

・1980 年代：医療分野の業務で幾つかの大学・病院・企業訪問 

・1990 年技術経営調査団：米国２週間・欧州１週間 

・1990 年・91 年：MIT Professorship 設定（折衝・セレモニー） 

・1991 年・97 年・99 年 PICMET：Portland, Oregon 

（PICMET：Portland International Conference on Management of Engineering and 

Technology ) 

これらの中でアメリカ社会の慣習など多く学ぶことがあったが，印象が強かったことの

一つは３Ｍ社で講話をした時，講話の前に次の文書へのサインを求められたことである。 

 これは，今でもオープンイノベーションに近い場面では様式を準備して活用している。 

 

 

 

 

 

       ※図４．１ ３Ｍ社でサインを求められた書面（骨子） 

・本日，私は公開情報の範囲で講話をいたします。 

・従って，私の講話をヒントに貴社の社員が知財権を取得しても異論は申しません。

 この反対の場合についても我が社は異論を申しません。 

・しかし，機密に属する話をした時は一か月以内に文書にて相互に申し出ること。 
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§４．１．１ Stanford 大学 OTL を訪問とその後のフォロー 

平成９(1997)年８月の PICMET ‘97 の機会に Stanford 大学 OTL を訪問の機会を得た。

この年の秋には有名な大型特許 Cohen-Boyer 特許の有効期間終了を迎える時で，面談した

W 氏は「Cohen-Boyer 特許への依存度が大きく，毎週金曜日午後には“SHUSHI Party” を

開いて対応策を議論している。」と話しておられたことが印象深く残っている。 

その後は，専ら，Web で次の大学のフォローをしつつ，JST・関係会議への関係者の来

日の機会に，在日中の予定に合せて大阪に限らず，面談の機会を持つことで活動のフォロ

ーし，次のような確認を行っていた。 

・①：JST・関係会議での発言と Web で把握している内容に差異を感じることがあり，

確認すると，“80% Right !!”とかの返事が返ってくる。 

・②：何故，Web の内容と発言に差異があるのか？と尋ねると，” 今回は○○○からの

招待であり，招待機関の活動に配慮した発言にならざるを得ない“との回答。 

その後，新聞で「海外からの招待者の発言には，主催者への配慮があり，要注意」との 

 記事に接し，我が意を得たりと重要な情報収集にはこの方法でフォローを続けていた。 

§４．１．２ 大阪大学調査団として西海岸訪問 

 平成４（2002）年３月，大阪大学調査団（団長：村上孝三，副団長：兼松泰男，職員 3

名）に（コーディネーター兼ツアーコンダクター）として参加する機会を得た。 

 かねてから交信・面談の機会があった，Stanford OTL，UC・本部，UC・Berkely ，UCLA，

Caltech を兼松先生と分担して訪問のセットを行った。 

 この時の報告内容は，大阪大学設置形態に関する検討委員会「国立大学法人化問題に関

する報告書」（平成１５年３月）の第４章 研究推進・産学連携 に「＜参考＞米国における

産学連携への取り組み」として引用されている。 

 その後，平成５（2003）年２月に Stanford OTL の創始者 Niels Reimers 氏が大阪大学

へ訪問される機会があり，技術移転

の要諦をお聞きした時に氏が示され

たＯＨＰの文を右に示す。  

やはり，本物の重みを感じた次第。 

※図４．２ Niels Reimers 氏の提示 

 近の状況を Web 情報から推察すると，Stanford OTL ，MIT では TLO 活動を他機関

へも拡大を図り，UCLA の ORA(Organization for Research Administration)では機能が大

幅に拡充され，UC・Berkely や Caltech は産業界とのパートナーシップ活動を強化してい

ることが窺える。 

§４．２ 科学技術政策への対応 

 平成７（1995）年の科学技術基本法の制定，1996 年の第１期科学技術基本計画(1996～

2000 年度)の策定を受けて，OSTEC では関西経済連合会と共催で説明会を開催するなど，

啓発活動とともに要望書作成の委員会を設置した。 

・Technology is a class of Research Results. 

・Patent is a part of Intellectual Properties. 

・Keys for Success are Sale and Marketing. 
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要望書は会長・総務課長に帯同し，文部省・通商産業省・科学技術庁へ提出に出向した。 

また，学会活動では，研究・技術計画学会第 11 回年次学術大会を関西で開催する機会に， 

科学技術会議議員・文部省・通商産業省・科学技術庁・地域公設試・大学・産業界の代表

をメンバーとするパネル討論「地域からの新産業創成に向けて～科学技術基本計画と産官

公学の連携～」を実施した。（研究・技術計画学会 1996） 

 第２期基本計画の策定に向けては，理事の退任を控えていたこともあり，担当の要望書

作成に相談に乗る形で支援を行い，第３期基本計画の策定に際しては，研究・技術計画学

会の編集理事として，『研究・技術・計画 Vol.19 No.1/2(2004)』2-113 頁に「第３期科学技

術基本計画への期待と展望」と題する特集を組み，自らも（谷口邦彦 2004）を寄稿した。 

 第４期基本計画については，文科省ＣＤ（広域担当）として，基本計画小委員会で意見

を述べる機会をいただいた。第５期基本計画については，今後，機会を求めて提言を活か

せる機会を探りたいと考えている。 

§４．３ まとめ 

 平成３（2001）に始まる産学連携活動への取り組みの助走活動として，淡い認識を持っ

て取り組んでいた平成７（1995）年の科学技術基本法制定以前の取り組みと，かなり，そ

れ以降の課題意識を持って取り組んだ取り組みについて記述した。 

 §２～§４の取り組みは，平成３（2001）から取り組んだ産学連携活動への取り組みに

対して大きな抵抗感を待つことなく円滑なスタートの基となっていたと感じている。 

 

§５．産学連携ネットワークの構築 
 論文第２章に記述した産学連携への取り組みにおいて，文科省 CD を初めとする関係者

とのネットワークの構築には，「出会いを出逢いに」「三人との次の出逢いの約束を」をモ

ットーに注力をしてきた。すなはち，特段の留意無く「出会い」を持った機会を基に，次

には約束をした「出逢い」となるように，と願う思いである。 

ネットワークの構築には具体的な仕事を共にする機会を持つことであり，その方法とし

て，学会発表・事例集の編集について記述をしよう。 

 ・産学連携に関する学会発表（§５．１） 

 ・事例集の編集（§５．２） 

 ・まとめ（§５．３） 

§５．１ 産学連携に関する学会発表 

学会発表は大きく分けて次の三つに大別できる。 

 ・文科省 CD 制度に関する報告 

 ・連携制度の整備に関する報告 

 ・ネットワーク構築に関する報告 

（１）文科省 CD 制度に関する報告 

（砂田向壱ら 2002)を手始めに，制度の節目毎に主に他の広域担当と連名で発表を行った。 
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そして，制度の変わり目には（田村英世ら 2006),（谷口邦彦ら 2008）と次々に常に連名

で発表を行った。これらの発表に対して投稿の依頼が寄せられたが，企業時代の北川一

榮社長の教えに沿って基本的には断ること無く，（谷口邦彦 2002)，（谷口邦彦 2003a),

（谷口邦彦 2003b)，（谷口邦彦 2004a）と単発の投稿依頼を受けるのみならず，次のよ

うな連載企画にも応じていった。 

「連載講座・大学法人化前夜の技術マネジメント講座」 

  （『Bio ベンチャー』9／10 月号(2003)~ 7／8 月号（2004）羊土社） 

（２）連携制度の整備に関する報告 

  この分野では，次の一連の報告を行っている。 

・「産学連携部門における連携システム（村上孝三ら 2003) 

・「信用金庫との連携によるマッチングフェア（清水利男ら 2003） 

・「WinWin の制度企画」（柳田祥三ら 2004） 

（３）ネットワーク構築に関する研究の報告 

 平成５(2003)年度からは大阪大学を離れて広域担当（全国担当）となったため，新たな

制度整備をする機会が無く，広域担当としてネットワークの構築等に関する報告のウェ

イトが大きくなり，次のような報告を行っている。 

・「大学発ベンチャーに関する考察」（谷口邦彦 2004f） 

・「ネットワーク構築に関する報告」（谷口邦彦 2005） 

・「人材の世代間協働に関する報告」（谷口邦彦 2006） 

§５．２．文科省 CD・事例集の編集 

 本文の「第２章・産学連携への取り組み」で記述したように，「前期文科省 CD」では， 

４期に亘り，図５．１に示す様式の事例集を発刊している。 

図５．１ 文科省 CD 事例集のイメージ（筆者の“WinWin”の事例） 
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 大人員[110 名]の年度には，編集委員の手元には 100 余の原稿が提出される。これを広

域担当２名と地域代表７～１０名で分担してブラッシュアップを行い， 終案については

文科省の査読を仰ぐのである。 

 部分毎に分担し，２～３名の手を経ると編集委員会としての提出案に至るが，タイトル

とサブタイトルの表現は筆者に委ねられる事例が多く，KJ 法の表札付けの体験が役立つこ

とが多くあった。 

 このような協働の中で意思疎通が図られ，特に，研究に関心が強い４名とは任期終了後

も何かと交流を深めており，平成２２(2010)年１２月～平成２３(2011)年２月に（独）科

学技術振興機構 社会技術研究開発事業「科学技術イノベーション政策における『政策のた

めの科学』」に関する研究課題提案に係る深掘り調査に応募し，本研究の前段階の事例収

集につながる取り組みであった。 

§５．３ まとめ 

 学会発表と事例集の編集を通じて，有効な産学連携人材とのネットワークの構築を図る

ことが出来たことが今回の研究への取り組みに大きくプラスして来たと考えている。 

 

§６ むすび 
 企業人として・OSTEC（科学技術振興機関）の一員として・文科省 CD として，取り組

んできたことが，知的財産・地域機関・中小企業などに関する知見の蓄積とネットワーク

形成につながり，今回の研究の基盤になったことを記して補論のまとめとする。 

（１）「知」を扱う手法 

 ・研究報告類の改革に「サマリーシート」の考案 

・早期に KJ 法に接する機会 

（２）知的財産の取扱いに関わる取り組み 

※ 海外企業を含む 10 社による研究協定における「国際仲裁裁判所」規程 

※ 出向研究者の寄与度に基づく知的財産権の持ち分制度で出願促進 

※ ロゴマークの取得 

※３Ｍ社でサインを求められた書面（骨子） 

（３）ネットワークの構築 

・“Kohsetsushi”を OSTEC 時代の研究課題 

（連携の対象としての理解とともに地域大学では公設試出身者が多く共感を得る種） 

・継続的に学会連名発表（OSTEC 時代・文科省ＣＤ時代） 

※ Niels Reimers 氏によるＯＴＬの要諦 

 ※ ３Ｍ社でサインを求められた書面（骨子） 

                                －以上― 




